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平成２５年３月中川村議会定例会議事日程（２） 

平成２５年３月１２日（火） 午前９時００分 開議 

 

日程第１ 一 般 質 問 

５番  村 田   豊 

（１）リニア中央新幹線が中川にどんな影響があるか 

住民への情報公開と話し合いをどう進めるか 

また、中川としての対応やビジョンへの取り組みは 

 

４番  山 崎 啓 造 

（１）先般３期目出馬を表明されましたが、８年間を振り返りながら以下の事柄を村長

にお聞きします 

 

６番  湯 澤 賢 一 

（１）消防広域化の問題点について 

 

１番  中 塚 礼次郎 

（１）ＴＰＰ交渉参加表明断固阻止の取り組みについて 

（２）農業後継者対策・農業生産維持、拡大に向けた取り組みについて 

 

８番  柳 生   仁 

（１）曽我村政の８年を振り返って 

（２）今年も４月から、新一年生の通学が始まる、通学途上など子供の安全確保は 

 

６番  大 原 孝 芳 

（１）災害弱者情報共有へどのように取り組むか 
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出席議員（９名） 

 

１番  中 塚 礼次郎 

２番  高 橋 昭 夫 

４番  山 崎 啓 造 

５番  村 田   豊 

６番  大 原 孝 芳 

７番  湯 澤 賢 一 

８番  柳 生   仁 

９番  竹 沢 久美子 

10 番  松 村 隆 一 

 

 

説明のために参加した者 

 

村長 曽 我 逸 郎  副村長  河 﨑   誠 

教育長 松 村 正 明  総務課長  宮 下 健 彦 

会計管理者 宮 澤   学  住民税務課長  北 島   眞 

保健福祉課長 玉 垣 章 司  振興課長  福 島 喜 弘 

建設水道課長 鈴 木   勝  教育次長  座光寺 悟 司 

      

 

職務のために参加した者 

 

議会事務局長 中 平 千賀夫 

書    記 松 村 順 子 
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平成２５年３月中川村議会定例会 

会議のてんまつ 

平成２５年３月１２日 午前９時００分 開議 

○事務局長  ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）着席ください。（一同着席） 

○議  長  おはようございます。（一同「おはようございます」） 

ご参集ご苦労さまでございます。 

ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達しておりますので、ただいま

から本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

日程第１ 一般質問を行います。 

通告順に発言を許可します。 

５番 村田豊議員。 

○５  番 （村田  豊） それでは、さきに通告をいたしました１問についてお聞きをしたい

と思います。 

さきに議長許可を得まして、また、大鹿村のほうの許可もいただいておりますが、

最近、行いました懇談会資料の参考に、資料を参考に提示をさせていただきましたの

で、この中から一部も含めて質問をさせていただきますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

私は、リニア中央新幹線が中川にどんな影響があるのか、また、こういったことに

対して住民への情報公開と話し合い等をどう進めるのか、それからまた、これに対し

て具体的には中川としてどのような対応等の取り組みをしていく必要があるのかとい

うことについてお聞きをしたいと思います。 

特に、リニア中央新幹線の対応というのは、中川も既に目の前に来ているというふ

うに思います。 

南信地区では、リニアの工事の影響の少ない町村等々が非常に多いわけでして、そ

ういった皆さんは、開通後、あるいは開通まで、それまでのリニアのアクセスだとか、

そうした上の交通体系の整備やスマートインター、また、経済効果というようなこと

をねらったような企業誘致、観光、大学の誘致等々、地域の発展のための論議が中心

であるというふうに見受けられます。 

中川の皆さんは、恐らく 27 年度、これから 15 年くらい先がリニアなのかなあとい

うような、まだ遠いような感じを持っておられるかと思いますが、もう目の前に来て

いるということを、やはり理解をしてもらう必要があるんじゃないかなあというふう

に思います。３年～４年後には中川としてどんな影響が出てくるのかということを感

じている人は、まだ少ないというふうに思います。 

行政として、リニアの情報等が相当入って来ていると思いますが、中川としての対

応等を検討して、どう対処をしていくかというようなことを判断をして、行政として

の行動を起こす、これは責務があるというふうに思います。 
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下伊那では既に相当の話し合いや取り組みがされております。そういう点では、中

川の場合、ちょっとおくれてきたんじゃないかなあということを感じております。 

村として最新の情報が入ってきているなら、庁内の職員での検討会等々をもちなが

ら、議会としても、当然、対応策等も、これは並行して考えていく必要があると思い

ますけれども、これは 25 年度にすぐ取り組むことではないかなあというふうに思いま

す。 

ことしの秋には、その大鹿のＡ３の紙、初めのうちにもありますように、秋には、

大体、ルートと路線と、それから事業計画等が示されるということが言われておりま

す。 

特に、大鹿の場合には、２年ほど前から相当取り組みをしておりまして、このお配

りした資料は、住民懇談会で、２月の 18 日 19 日に２カ所で開いて、300 人弱という

ような人が集まって、具体的な意見や要望、それから質問等々の討論がされたようで

して、これを踏まえて、既に２回ほどの、上部への、県、ＪＲ東海、含めて、要請活

動が進められております。 

具体的に中川として、住民への的確な情報公開で情報を住民の皆さんと共有をしな

がら、具体的な対応策を進めていける 25 年度にする必要があるというふうに思います。 

そこで、国、ＪＲ東海等の県を含めた動きですけれども、特に、このことは既にご

承知のとおり、23 年の５月に国から具体的な事業主体等がＪＲ東海ということで示さ

れ、Ｃルートが決定をされました。その折に、概要の計画の内容であるとか、県内路

線の、３km 幅ですけど、そういった概要図、環境評価だとか影響項目等々の手続、流

れと着工というようなタイムスケジュール等々が、大枠が示されました。これを受け

て、県として中央新幹線の建設促進長野県協議会が開かれて、ＪＲ等の諸条件に適切

な対応をしていくということが確認をされ、早期着工をしていくというような方向づ

けがされております。 

そこで、１番目として、特に南信地区ではどんな取り組みがされてきているのかと

いうことを確認をしながら、村長の考え方等、お聞きをしたいと思いますが、質問の

中には、最初に郡、伊南となっておりますが、上伊那広域連合、そして伊南の場合に

は下伊那より取り組みがおくれているわけでして、飯伊、南信州広域連合のほうが相

当進んでおりますので、先に飯伊関係の点についてお聞きをしたいというふうに思い

ます。 

南信州の広域連合では、22 年度から具体的な検討をしておりまして、見てみますと、

23 年 24 年につきましては、ほとんど毎回の定例会、それから全協等で検討が加えら

れております。昨年度は九州新幹線と東北新幹線等の視察が行われたという方向がさ

れておりまして、昨年の 12 月から期成同盟会の中で具体的な決議がされているという

ことですが、こうした南信州広域連合の動き、概要は、村長、承知を、これ以外のこ

とを含めて、されておられますでしょうか。 

○総務課長  私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

議員がおっしゃられましたのは、飯伊地区での動きをつかんでいるかというような
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ご質問かと思いますけれども、飯伊地区での動きがどういうふうになっているかって

いうことについては、逐一、報告、あるいは、こちらのほうで調べておりませんもん

ですから、上伊那広域連合を通じて、どうであるかということを知ること、それから、

最近、ご質問いただいておりますので、これらの中で、最近、調べたことについて、

ちょっと申し上げたいと思います。 

まず、飯伊地区につきましては、リニア中央新幹線の建設促進に係る飯伊連絡調整

会議というのが母体になっておろうかというふうに思っております。 

昨年に入りまして、長野県知事のほうから環境影響調査についての方法書が提案を

され、それに基づいて環境影響調査に入っているわけでありますけれども、そのこと

も含めまして、昨年の２月 16 日に、まず、調整会議が設置をされたということであり

ます。上伊那広域連合にも参加の呼びかけが、このときにはありました。この段階で

は、下伊那の中でも駅位置論議でまとまっていないこと、ほかの他の広域連合が参加

する場が飯伊連絡調整会議の設置要綱の中では明記されていないというようなことを

理由にしまして、参加については時期尚早ということで見送りをさせていただいた、

模様眺めということでございます。 

以降、６月 19 日に飯田消費生活センターで第２回の大きな会議を開いているという

ことは認識しております。この会議の中では、先ほども議員もおっしゃっておられま

したが、３km 幅でのルート、それから半径何 km 以内での駅の位置ということで、お

およその推計はされるものの、それがことしの秋にならないとはっきりしないという

ことで、関係市町村としては非常に情報が少ないということを訴えている場面が非常

に多いということと、ＪＲ東海からは、環境影響評価を、今、調査をやっているとい

うような話、それから、県のリニア推進対策室のほうからは、廃土が出たら、それに

関しての、その利用を、ぜひ、将来、考えてほしいというような話が中心でありまし

て、どうも余り踏み込んだ話はなかったようであります。 

その後、６月 19 日の会議の後、ご存じのとおり７月 13 日には、これは、下伊那っ

ていうか、飯伊の広域連合の主催ではありませんけれども、環境影響評価をめぐって

のＪＲ東海とリニアの中央新幹線の促進長野県協議会の説明会が飯田市のほうであっ

たという、大きなところでは、そんなようなところでとらえているということでござ

います。 

○５  番 （村田  豊） 今、概要説明をいただきました。こうした南信連合の動きの中で、

昨年の２月のときでしたか、議事録を見ますと、県が、こういった席へ参加をされて、

長野県総合交通ビジョンというような体系についての説明があったようです。このこ

とについては、上伊那でも説明を、連合長会等を含めてやられて、意見交換をされて

おられる、この点について、どのような、村長として、策定等の内容を含めた、概要

で結構ですので、感じを持たれたかをお聞きをしたいと思います。 

○村  長  伊那の地方事務所、上伊那地方事務所のほうで集まりがあって、そういう組織をつ

くって総合ビジョンというのを考えていくというようなご説明が県のほうからありま

した。 
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ただ、そういう体制をつくって、これからやっていくんだというふうな、プランの

中身というよりも、どちらかというと、これからの取り組みの方向性というような、

そういうお話だったかと思います。 

県からはですね、リニアの推進室の方、何回も来ていただいたりということも、最

近、ございまして、若干のお話を聞いているところでございますけども、なかなか、

県としても、ＪＲさんのほうからの概要、計画の詳細というのが、なかなか見えてこ

ないというような中でですね、どういうふうにしていったらいいのかというふうなこ

とを苦慮をしているというような部分があるかと思います。 

リニアについてはですね、それによる効果を期待する部分と、それから、工事です

とか、それによるいろんな影響のほうを心配する部分と、両方、ポジティブな面とネ

ガティブな面と両方あるかと思うんですけども、どちらかというと、全体的には期待

感のほうが強いかなというふうに、それによって経済効果をどう上がるのか上げるの

かというふうなお話が多いかと思いますけども、そちらのほうについても、いろいろ、

そういう期待を込めた集まりなんていうの、あるみたいですけれども、なかなか実態

が見えてこない中で、具体的な計画をつくるのは進んでおらないというふうな印象を

持っております。 

それから、心配する声につきましても、議員がおっしゃいましたとおり、特に大鹿

村なんかは、あの狭いところの中で大量のずりが出てきますし、また、いろんな工事

機材の搬入、設置工事等々があって、どういう影響があるのかっていうふうなことを

大変心配する声が強い、中川村も同様でございますけども、一体全体どんな形でやっ

ていくのかという、いろんな推察の声はあります。こんなふうにするんではないか、

ああするんではないかというようなお話はありますけども、今もって、ＪＲさんのほ

うから、こういう計画で、機材の搬入をする、土砂の搬出をするというようなところ

の説明はございません。早々にあるのかもしれませんけども、今のところ、まだ、な

いというふうなことで、また、その辺の工事に伴う環境整備につきましてもですね、

じゃあ、県とＪＲと、どんなふうな形で役割分担をしてやっていくのかっていうふう

なお話ですね、まだ全然進んでおらないというふうなことを聞いておりますので、じゃ

あ、何か、こういう部分を気をつけてほしいというふうな要望につきましても、県の

ほうにすべきなのか、ＪＲにすべきなのか、そもそも、どこをどういうふうにやって

いくつもりなのかっていうふうなところが見えていないっていうふうな状況で、こち

らのほうからは、県のほうに対しても、ＪＲさんのほうに対しても、木曽谷も含めて

ですね、集まって、みんなで問題点を挙げ、確認というか、要望したときなんかも、

大方が、こう、期待感の中で、中川村としては、その工事による影響という部分で、

計画を早く出してほしいということを申し上げてきたつもりですけども、今のところ、

まだ、どういう形で工事を進めるか等々のお話はご説明をいただいていないというよ

うな状況でございます。それを早くいただきながら、それによってどういう影響があ

るのか、あちこち、ずりが欲しいっていう話もありますけど、欲しい、欲しいばっか

りで、そこまで運んでいくのは、どうしても、中川なり、どこかを通ることになるか
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と思いますから、その辺の影響についても、しっかりと物申し、また、住民の皆さん

方とも声を合わせて、中川の中にいろんな迷惑のかからない――かからないというか、

非常に少ないような方策を講じてもらうように、住民の皆さんと一緒にですね、声を

合わせてやっていかなくてはいけないなというふうに思っております。 

○５  番 （村田  豊） それじゃあ、下伊那、特に豊丘、大鹿と飯田市もそうですが、取り

組んでいる内容について承知しておられるかどうかということ、今、ちょっと寂しかっ

たのは、どういうふう、細かいことがわからないから、言ってみれば足踏みをしてい

るんだというような村長の答弁であったわけですが、ちょっと、何か少し速度がおく

れているかなあということを強く感じました。 

きょうは、参考までに、大鹿の村の役場の許可を得て、この資料を提示をさせてい

ただきました。Ａ３、裏表刷りで３ページのものです。これについては、村長、承知

をしておられます？そして、これを生かすようなことを考えておられますでしょうか。

この物です。 

○村  長  大鹿村とは連携をしながら進めていかなくてはいけないということで、これについ

ては承知をしております。 

また、大鹿村さんが説明会、地元説明会を、地元の中からも大変心配する声がある

ということで、説明会をしたということではございますけども、なかなか。これをよ

く読んでいただければ、本当に具体的なＪＲからの話という部分よりも、推察の部分

も多いし、現時点での状況というふうなところが大半を占めているのではないかと思

います。その中で、住民の皆さん方と一緒に、こういうふうなことにもなるかもしれ

ないし、どういうふうになるのかというふうなことを、何ていうかな、きちっとした

ＪＲの説明以上のことにも踏み込みながら、いろんな推察を交えて考えていこうとい

う姿勢ということだというふうに思います。 

中川としては、もう少ししっかりとした情報なり説明を把握した上で、説明をして

いただいた上でですね、きちっとした形の体制づくり、地域の皆さん方と一緒に声を

上げて、それに対して対処していくということをしていかなくてはいけないというこ

と。 

○５  番 （村田  豊） 実は、これ、この資料については、お聞きをしますと、恐らく柳島

村長が当選を改めてされた後であいさつ回りに来られたときじゃないかと思いますが、

私も、この資料を提示させていただきたいということを副村長の長尾さんに確認をさ

せていただいた時点では、村長さん、副村長さんには資料を渡してありますよという

ことをお聞きをしました。そういう点では、内容は、恐らく熟読されているというふ

うに思います。 

そこで、特にこの中で、細かい点は申し上げませんが、１枚目２枚目の、私なりに

丸印で数字を打ったところは、やはりポイントになるところかなあというふうに感じ

ますが、大鹿の場合には、既に意見書を、県、ＪＲ東海、そしてまた３回目の要望書

を出しているわけですね。それで、具体的に、一番最後の、こういう図面、地図、図

面ルート等々を見ていただくとわかると思いますが、特に一番問題になるのは、私は、
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リニアの工事に対して、大鹿、中川が非常に、言ってみれば、早い時期から、交通、

あるいは生活での、交通面含めて、生活への影響が出ているということが非常に懸念

をされるわけでして、ここの点線が、こう、示されておりますが、点線の中に、話を

聞きますと、大体５km ごとに斜坑を掘ると、赤石山脈の下は掘れないんで、この釜沢

の、この上まで、上まで斜めに出してくるような斜坑を１つ掘り、また、この釜沢の

ところから、図面上は、搬出ルートも、具体的に村として予想をされることでしたの

で、ルートを大体、予定ルートを決めて懇談会にかけられたと、確かに、村長、言わ

れたように、あくまでも、まだ、はっきりした決定ではないんですけど、ＪＲから言っ

て来ていることは、トンネルでずっと通って、22km、そして豊丘のところが 10km ある

そうですけど、それを全部、先端まで持って行って、廃土はしないと、５km ごとに斜

坑を設けて、必ず廃土をすると、ということは、豊丘の要求は、大鹿の要求は、トン

ネルで通ってほしいということを言っておりますが、どっちにしても土は出てくると

いうことが言われております。この説明の中でも、私もお聞きをした中では、大体 300

万ｔ前後のものが出てくるだろうと、斜坑のものを含めると、それ以上になるだろう

ということが言われているわけでして、この間も県へ行った帰りの中で、後段の会議

の中で高橋県議等々が言われたのは、１時間に多ければ 50 台前後の台数のダンプが通

りますということを言っております。大鹿では１割～２割くらいの残土処理ができそ

うもないということになると、このルートから言って、大鹿の中は、非常に、距離、

短いです。ここから先が 16 ㎞、松川のインターまであるわけですが、ここの主なとこ

ろの迷惑、ダンプ等々の交通に対して迷惑を――迷惑というか、非常にこうむるのは

中川です。恐らく搬出してきたダンプが国道へは入らないということをこの間も言っ

ておられました。とすると、どこを通るかといえば、竜東線を走って駒ヶ根等で残土

の希望が出ておりますので、駒ヶ根等へ運ぶという交通ルートが非常に有力だという

ようなこと等で、こういった資料を示されて検討をしているわけでして、そういう点

では、懇談会の中で出た内容等々がここに示されておりますし、また、村のコメント

も出ておりますが、中川として、早急に、この大鹿線、松川ルートですか、これに対

する改良だとか、あるいはまた住民の、ダンプが通るということになれば理解を得な

きゃならんというふうに思いますが、そこらのところは、また、後段で、ちょっと考

え方をお聞きをしたいと思いますが、特に、この中で、残土処理の希望町村等々につ

いて、この点についてだけですが、承知をしておられますでしょうか。また、どんな

内容を聞いていられるかということを聞きしたいと思います。 

○総務課長  残土処理につきましては、正式には昨年の７月 26 日に上伊那地域のリニア中央新幹

線に関する県・市町村連絡会というやつの上伊那版が設立をされました。私、出席を

いたしましたが、その中で、上伊那の８市町村の企画担当の課長、それから広域連合、

上伊那地方事務所の地域政策課、伊那建設事務所整備課をメンバーにしまして連絡会

が開催をされたということであります。この中で、残土が出る場合を想定しまして、

残土につきましては、運搬についてはＪＲ東海のほうでやりましょう、ですが、その

後の敷き均しですとか利用、具体的なものはそれぞれの希望市町村でやってください
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ねというお話がありました。そこ、どのぐらい土量が出るのかという話も、実は、北

陸新幹線を、今、建設しておりまして、飯山のほう、ずっとトンネル工事をしており

ます。そちらでの利用例と、出排土される量は似たような量であるというような話が

ございまして、ただ、それだけであります。それ以降については、残土の処理につい

て、具体的にどうしましょうとか、あるいは市町村の希望はということも特には挙がっ

てはおりませんけれども、具体的に中川村でどうかという話に考えたときに、ちょっ

と、これは、庁内できちんと検討をしたわけではございませんけれども、残土の利用

はいかがなものかなという、利用があるのかという、ちょっと、個人的には疑問を感

じているところであります。 

○５  番 （村田  豊） 概要はつかんでおられるということであれですが、特に下伊那のほ

うで、もう１町村、豊丘の場合ですが、豊丘には、一昨年、役場の中にリニア対策室

ということで対策室を別に設けられたようです。そして、特別委員会が議会としても

設置をされたというようなことで、こういう点から見ると、後段でお聞きをしますが、

ちょっと中川のテンポが、はっきり言って遅いというふうに感じます。 

２点目として、広域連合、あるいは伊南行政の話し合いが具体的に行われているか

ということをお聞きをしたいと思います。 

概要内容で結構ですので、広域連合でどんなような討議が今まで――今までという

か、つい最近されたのか、あるいはまた伊南行政で、最近において、そういった話が

されたのか、概要をお聞きをしたいと思います。 

私が広域連合の議事録を見た中では、当初、Ｃルートが決定する前で、ほとんど伊

那の議員の皆さんがＢルートに対する具体的な質問をしたりして活発な討議をしてお

りますが、以降については、連合長のあいさつのときに、本当、簡単に触れられてお

られる程度と、あるいはまた、この伊南の場合には、議事録等が、ちょっとはっきり

わかりませんので確認できませんが、伊南の場合は余り討議が具体的にされていると

いうふうには見受けませんが、最近どんな討議がされたか、広域連合と伊南行政の場

合の。 

○総務課長  事務的な面について私が承知をしているところについて申し上げたいと思います。 

まず、議員がおっしゃられましたとおり、最初には、平成 24 年の２月の、昨年の２

月ですね、上伊那広域連合の定例議会の中で白鳥連合長の発言があったということで

あります。その前に、何人かの連合議員の中から質問があったということを受けまし

て、昨年の４月 10 日にリニアの将来ビジョンを検討する場として、広域連合の正副連

合長会で、これを決定をいただいておりますけれども、上伊那地域将来ビジョン策定

会議というものを立ち上げてございます。これは、ごく関連した事務担当者の会議で

ありますけれども、これは単にリニア新幹線を建設して残土、廃土をどうするとかい

うことばかりではなくて、上伊那という地域、位置柄、やはり全体の、そのリニアが

できる駅とのアクセス、道路の整備、それから物流や交流人口を増やしていくための

関連する道路をどうやって将来にわたって整備していくかというようなことを中心に

した事務担当者の会議でありまして、８月に１回、昨年の８月ですけれども、会議を
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しているということでありますけれども、具体的にアンケート調査をどうするかとか、

そういうことにはなっておりません。 

それから、先ほども申しましたとおり、７月にはリニア中央新幹線に関する市町村

連絡会が立ち上がっておりまして、これについては、昨年は２回ほど会議があったと

いうふうに記憶をしております。 

それから、伊南の行政での話し合いはどうなっているかということでございますけ

れども、伊南行政組合につきましては、し尿処理ですとか不燃物のごみの収集、処分、

それから基幹病院である昭和伊南総合病院の設置と運営ということを目的としました

一部事務組合でありまして、リニアの中央新幹線についてどうするかということを話

し合うという場ではないというふうに考えております。 

それから、上伊那地域全体の将来構想をどうやって描いていくのかということに、

広域連合としては、そういうかかわりのほうに重きを置いておりますので、伊南行政

組合傘下の４市町村でリニアの中央新幹線関連の話題について話し合うということは

今のところないということでございます。 

○村  長  リニアに関しましては、今、総務課長のほうからお話ありましたように、上伊那に

つきましても、それから伊南につきましても、どちらかというと、それにあわせて飯

田線をどのように、今、逆に駅員さんをなくすみたいな話がありますけど、そうじゃ

なくて、リニアにあわせて飯田線の活用、便利さをもっと上げていくようなことを、

運動をしようとかですね、あるいは道路のお話とか、そういう、先ほど言ったポジティ

ブか、その前向きか、心配するほうか、どちらかというと、これにあわせて前向きに

やっていこうというようなお話が、どちらかというと多いかというふうに思います。 

それで、議員がお出しになった、その大鹿村もですね、地図にあるとおり、この生

活圏のただ中を、恐らくダンプカーが通っていく、それも、今のところ、まだ、はっ

きりわからないけどね、今、斜坑がとか、いろんなお話がありましたけども、いろん

な話から想像していって、消去法でいくと、恐らく松川インター大鹿線を使うしかな

いんではないかというような、そういう消去法による推測、空けたトンネルの中で出

すんではないかみたいな話もありましたけども、なかなか、現実的なことを考えてい

くと、そういうふうなところしかないのかなというふうな、今のところ、推測の域を

脱していません。ＪＲさんのほうから、そういうふうにするのでというふうな形で中

川村のほうに直接話があったわけではございませんので、その推測に基づいていくと、

大鹿村さんも、生活に、学校に行ったり病院に行ったり、村の中での生活にも不便だ

し、また、あの大鹿の一番大事な観光の面でもですね、大きな影響が出るかというふ

うに思います。松川インター大鹿線ということになれば、中川村にとってもですね、

四徳とか桑原方面の観光的なことにも影響があるだろうし、それから、小渋ダムの運

営にですね、支障があるんではないかとかですね、当然、あの道路が、そこにダンプ

カーが通ったりすると大変なことになって、交通の妨げになる、それは大鹿村さんの、

大鹿から出るにも妨げになるし、小渋砂利のダンプカーとのせめぎ合いはどうなるの

かとかですね、いろんなことが出てきます。それから、柳沢の三軒家というところが、
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その松川インター大鹿線に接してですね、あるわけですけども、そこにおける住環境

に、例えば振動ですとか、音とかですね、ほこりとかですね、そういうふうなものが

影響が出るのかどうなのか、それから、渡場まで出てくることになるわけですけども、

そこへの影響、そしてまた、渡場から、そのずりがどこに運ばれるのかというふうな

ことになって、その行き先によってはですね、竜東線に行った――もし、行ったとし

たら、竜東線の先をどこをどうなっていくのかとかですね、その先に至るまで、いろ

いろ心配なこと、物申さねばならないことは山積しているなというふうに思っており

ます。ただ、一番の最初のところの部分がですね、いまだ、まだ、その運び出し方法

については、その現場と伊那谷とを結ぶのは松川インター大鹿線しかないのではない

かなあという推察であるというところから、そういう状態でございますので、まだ、

具体的にですね、じゃあ、こうするんだ、じゃあ、ずりはどっちに、南のほうに運ぶ

んだ、北に運ぶんだ、153 号線を使うんだ、竜東線を使うんだ、あるいはほかの運搬

方法を使うんだというふうなところも、まだ、見えてきておらない、報告がないとい

う状況でございますので、大変村民生活に与える影響を危惧しているというところは

ありますけども、具体的に、ああせい、こうせいと、まだ言えない、早く状況を知ら

せろということしか言えない状況です。 

上伊那広域連合とか、それから伊南との連携ということよりも、この件に関しては、

やっぱり大鹿村さんと、その利害が一致している点が一番多いので、この件について

は、大鹿村の皆さん方と一体感を持って当たっていくほうが、上伊那広域連合、ある

いは伊南で動くよりも、もっときめ細かく、もっと素早い動きができるのではないか

なというふうなことは考えております。 

○５  番 （村田  豊） 大鹿の皆さんは、相当、内容を、こう、何ていうか、情報を聞き出

しをして、推測とはいっても、ほぼ近いような部分での対応がされているというふう

に感じられます。 

特に斜坑等について、あるいは掘削について、この下側のほう、豊丘のほうから掘

る、豊丘に虻川という非常に高い橋があって、川がありますが、そのあたりへ１カ所、

出すだろうと、そしてまた、もう５km 行った先のところへ、斜坑というか、出すだろ

うということを言われております。これは、先日も県へ行った折に高橋議員に言って

おられましたが、高橋県議は、この工作道というか、調査道というか、そういったも

のをトンネルにあわせて掘るんだけど、それを使って、全部、廃土をということを言

われたようですが、ＪＲも県も、それは無理だと、そういったものについては無理な

んで、斜坑から出した土を、搬出を現状の交通網を通じて、交通ルートを通じてやる

ということをはっきり言っておられるということから、豊丘の場合は、ここで示した

ように、赤石荘のある釜沢のところから大西山のほうを通って、この大河原の住宅、

商店街を通らないで、川の中を通して、こういう搬出をするということまで具体的に、

もし、そういうことが確定したときには、やっていきたいと、必ず下側から、斜坑な

んで――斜坑というか、上がり、ここの部分は上がり線なんで、下、豊丘は下から、

この大鹿も下から掘るというようなことまでは確認をされているということですので、
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そんな点は、ぜひ、おくれないようにお願いしたいと思いますし、このことから、豊

丘のほうの話、聞きますと、もう、豊丘では、喬木と連携組んで、あそこの下の舟下

りをするところの橋、何て言われましたかね、あの豊丘との、飯田と境のところも既

に家屋をどかして、竜東線を拡幅して、廃土ができるようなルートまで検討が始まっ

ているというようなこともお聞きをします。 

そういうことで、その３番目として、工事に伴う周辺地区への影響と対応というこ

とですが、今、村長のほうからは、中部伊那のことだとか上部組織の連携の話があり

ましたが、質問の中でお答えをしていただこうと思いましたが、出てきたわけですが、

先ほど申し上げましたように、大体 200 万㎥～300 万㎥、場合によっては、もっと出

るかしれないと、しかも、この地図の中にありますが、一番、この左上の小日影山と

いう、ここには銅山があるようですが、銅山鉱脈を通っていくというようなことで、

多少、環境への負荷だとか、廃土に対する配慮ということが必要だというようなこと

も言われておりますが、特に、この中で、私、一番心配するのは、どっちにしても中

川の地籍を一番通るわけです。どこへ搬出するにしても、下伊那の豊丘へ出るものに

ついては、こっちへ持ってきたら下へ持っていくということですが、松川、飯島、駒ヶ

根へ土を運ぶ場合は、中川の、言ってみれば道路を通るということで、先ほど申し上

げましたように、数百台、片道、数百台、１時間に５０台っていうことは、２分に１

台のダンプが通るということなんですね。今の現道を、大鹿、松川インター大鹿線を

改良ということですが、私も大鹿の皆さんに言ったんですが、あのトンネル、滝沢ト

ンネルからダムまでは、ある程度、部分、部分の改良はいいけど、それから下につい

ては、今、排砂工トンネルを使って下を、河川内を、ダムの下を飛んでおりますけれ

ども、出てすぐ下へ入るのか、あるいはまた、何川でしたかね、あのモトクロスのあ

る１つ上で、排砂工のダンプの出入りをしているところがありますが、そういったと

ころへ、河川敷内で渡場の大林建材のちょっと上まで出るような道路というような、

特別の、そういった設置をしてもらうというようなことをしながら、現道改良という

こと、あるいはまた交通の不便を解消するということを対応していってもらうという

ことも、ともにいいんじゃないかっていうことも話をしたんですが、村長、大鹿と話

をしてっていうことを言われましたけれども、私は、提案としては、まず、中川、大

鹿、中川、松川も関係します。これは、土を排出するときには。そして、飯島へも恐

らく持ち込みが出てくると思います。しかも、駒ヶ根まで持っていくっていうことに

なると、竜東線を早く開けてもらったにしても、飯島の一部国道を通らなきゃならな

いということ等、出てきますと、中部伊那４町村の中で具体的に、私は、25 年度に検

討対策組織というものをつくって、具体的な検討をしていくべきだというふうに思い

ますが、その中で、これは、はっきり、先ほど言われているようにＪＲで計画が発表

されなければということですが、ある程度、発表された時点では、後でいろいろな条

件を言っても取り込みをしてくれない部分が出てくるんじゃないかということを考え

ると、大鹿等で予測されているようなことをもとに検討しながらやっていく必要があ

ると思いますが、まず、４市町村で具体的な検討を進める必要がある、25 年度に、そ
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の辺はどんな、村長、どんなような考えでしょう。 

○村  長  ＪＲさんのほうに、どういう考え方でいるのか説明をということを申し上げてきた

というお話もしましたが、近々、それがどこまで踏み込んだ話になるのかはわかりま

せんが、そんなこともあるのかなというふうな感じは持っております。そこら辺でで

すね、今後の体制づくりにつきましても考えていかなくてはいけないなと、まず、そ

の向こうの、何ていうかな、大きな考え方、さっきおっしゃったように、その小渋川

の中を、下を通していくとかいうふうなことも、それが大きな話かどうか、重大な話

かもしれませんけども、本当に松川インター大鹿線を中心に運び出すつもりなのかと

かですね、どれぐらいの量なのかと、いつからいつまでやるんだとか、いろんなこと

を確認をしていかないといかんし、その出したものを伊那谷の北に運ぶのか南に下げ

るのかというふうなことも聞かんといかんと思いますし、そんなふうなところの中で

ですね、じゃあ、こうしてくれ、ああしてくれというふうなことを対応していかなく

てはいけないと思います。 

本当に住民の環境を守る、住環境を守るということが、我々にとっては、そのリニ

アでバラ色の未来というよりも、住環境を守ることのほうが第一優先、もう圧倒的に

優先してやっていかなくてはいけないことだと思いますし、そこのところで一致して

頑張れる、確かに飯島も松川も、松川なんか、割と南に行くということになればです

ね、大変一致する部分も多いかと思いますけど、そのあたりのことも声を合わせなが

らやっていかなくてはいけないなというふうに思っています。 

ただ、まず、向こうの考え方を聞く、それに対して我々は言うべきことを言う、向

こうの計画を発表したら、あとは、もう、発表されてしまうと動かせないんではない

かという、ある意味、ＴＰＰみたいなお話もありましたけども、そうじゃなくて、向

こうが計画しようがですね、我々住民サイドといいますか、自治体として協力できな

いことは協力はできないわけですから、地元の協力なくして、どんな大きな工事も、

なかなか簡単には進められないというふうなことは、ＪＲさんのほうとしてもご承知

をされているんではないかと、その割には、なかなか説明が遅くて、どうなっている

のかなあというふうなことは思いますけども、今後とも厳しく、ＪＲさんに対して、

県のほうに対しても対応していきたいというふうに思っているところでございます。 

○５  番 （村田  豊） 具体的に考え方をお聞きしましたが、特に、中部伊那の４市町村で

話し合いをした内容等々を、南信州の広域連合だとか、上伊那の広域連合、あるいは

また、伊南行政等へも、下伊那の大鹿、松川の皆さんは、そちらへ、そして、中川と

飯島の、言ってみれば、皆さんは、上伊那、伊南行政へ反映をして、要請活動を進め

ていくということが大事な年度になってくるというふうに思いますので、必要があれ

ば、また、その点は、言ってみれば、ビジョンじゃなくて、工事に対する、言ってみ

れば負の部分を、この地元、一番関連するところでしょっていかんきゃならんという

ことがありますので、必要があれば一般質問等々でもお聞きをしていきたいというふ

うに思いますし、また、要望として上げたいというふうに思います。 

４点目の工事に伴う中川への影響ということで、先ほどからるる申し上げておりま
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すし、また、回答もいただいておりますが、中川は中川独自の、こう、１つの対策、

対応を、私は考えていっても、具体的なものを示されてからということを言われます

が、内部での検討は決して無駄ではないというふうに思いますので、そこらの辺の庁

内での組織等々の具体的な進めを、25 年度、していただきたいと思います。私は、こ

ういったものに加えて、竜東線の、ただ生活道路だから早く改良してほしいっていう

ことじゃなくて、リニアの、こういった開発が、リニア新幹線が具体的に敷設される

ということになれば、それに伴う、こういった工事に対する影響が、近隣、一番被害

をこうむるわけなんで、その辺のことを訴えながら、早期に、この飯沼橋から竜東線

の開通を含めて、あるいはまた、宮ヶ瀬橋だとか、松川等でも出ておりますが、中間

を飛ぶ上片桐ルートが、どうしても、ちょっともつながらないということを言われて

おりますが、そういったものを開けて飯島へ土を排出するというようなこと等、これ

は大事なことではないかと思いますので、そんな点は、中川として独自の要望等々、

具体的な内容を検討して進めていくべきだというふうに思いますし、飯沼へ抜けるに

しても、あるいはまた坂戸へ一部抜けるにしても、私は、153 号線のもう１つの改良

として、小平から小和田へトンネルを開けるというようなことも、１つの、そういっ

たダンプ等が通ったときに、解消する１つの方策じゃないかと思いますので、そんな

こともぜひ、頭の中へ置いてもらいながら、県等々へ要請をしていっていただきたい

と思います。 

そこで、るる申し上げましたが、25 年度の中で庁内へ検討組織を立ち上げていただ

きたいと、具体的な検討に入っていただきたいというふうに思いますが、この点につ

いては、どのように、村長、考えておられますでしょうか。 

○村  長  るる申し上げておりますとおり、今のところ全く推測なんでね、もし、ずりが北の

ほうに行って駒ヶ根に行くのが多いとしたら、どこを直さにゃいかんとか、もし、南

に行くとしたら、どこをどうしていかんといかんとかですね、そんなふうなことばっ

かりの状況でございます。だから、まず、その計画といかなくても、ＪＲさんのほう

の考え方みたいなところをですね、しっかりと引き出してですね、それに合わせた対

応というのを必要に応じてとっていくことは、おっしゃるとおり大変大事なことかな

というふうに思います。 

○５  番 （村田  豊） どうも、ちょっと私と感覚、感じが、私が慌てて、こう考えて、こ

ういったことをとっているのかどうかわかりませんが、もう少し前へ進んだ考え方で

やってもらっていいんじゃないかっていうように思うんですが、その辺は、ちょっと

もどかしいところがあって残念です。そうでなければ、大鹿みたいに、これ、もう、

すべて、この内容を住民に示したわけですよね、大鹿の場合は、住民に示したわけで

すよね、だとしたら、これは、あくまでも計画がないから、ないからっていって、計

画があってから、え？２年先？というようなことになるとしたら、住民の皆さんは、

なぜ、もうちょっと早く情報を公開をしてくれなかったのかというような声が出ない

とも限らんと思いますので、そういう点では、早目に検討をしながら、そして、情報

が、ある程度、確たるものが提示されたときには、住民への情報公開をしてもらいな
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がら、情報を共有化して、理解をしてもらい、そして具体的な中川としての取り組み

を考えていくということを進めなきゃいかんと思いますが、そこらの辺の情報公開と

いうことについては、具体的には、大鹿では既にされましたけど、中川としては、確

たる公表がなければ、やらないという考え方ですか。あるいはまた、そこらの辺のこ

とは、総代会等で、こういった計画があるから具体的な検討を進めますというような、

言ってみれば、言葉での投げかけをしていくかどうか、ちょっと、その辺をお聞きし

たいと思います。 

○村  長  ＪＲさんのほうから、近々接触があるのではないかなというような感触を持ってお

りますので、ただ、そこでどんなお話があるのか、単なる工事でご迷惑をかけますか

らご協力よろしくみたいな話なのか、あるいは、考え方まで踏み込んだ話があるのか

どうかわかりませんけども、そこのところのニュアンスみたいなものを見て、いろん

な想像される問題点を、そこで厳しく申し上げるのか、あるいは、ある程度、見えて

きて、住民の皆さん方にも説明して、こういうことが心配されるから一緒に立ち上が

りましょうというような説明なり、何というか、一緒に運動しましょうねというふう

なお話をするのか、その辺のところは、ちょっと、今の時点では、そこの様子、そこ

でどんなお話があるのかっていうふうなところを、まず確認したいなというふうに思

います。 

○５  番 （村田  豊） 慎重性は、わかります。 

開通後のビジョンについては、これは、今回は、そういうことで、特に省きたいと

思いますし、中川として、これよりは工事に対する影響が非常に大きいわけで、その

ほうが、まず、解決をしていく、対応していく内容ではないかと思います。 

何点か、２点ほど中部伊那での具体的な検討を 25 年度から取り組みをしていただき

たいということ、それから、上部組織へ、そういう点では、４市町村で、４町村で決

めた内容を下伊那、上伊那へ要請として強力に投げかけをしていくというような進め

方、そしてまた、もう１つは、庁内で、ぜひ、25 年度中に具体的な対応を検討する体

制を組み立てをしていただきたいということ、それに基づいた情報公開を早目にして

いただきたいという要望を申し上げましたが、この点、ぜひ、25 年度に実施、実行で

きるようにしていっていただきたいというふうに思います。そんな希望を申し上げま

して、質問を終わりたいと思います。 

○議  長  これで村田豊議員の一般質問を終わります。 

次に、４番 山崎啓造議員。 

○４  番 （山崎 啓造） 東日本大震災から丸２年が経過をしました。くしくも、きょうのが

その日でありました。村で広報を流しまして、黙禱、あれはいい試みだったなという

ふうに思います。自分も、たまたま、うちにいましたんで、かみさんと２人で黙禱を

したところであります。 

被災地では、家計の困窮から自宅再建を断念する世帯も増えており、ついの住まい

確保が進んでいない実態が浮かび上がった。あわせまして、壊滅的な津波被害を受け

た沿岸部に比べて、内陸部ではリフォームや再建が比較的早く進む地域もあり、同じ
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県内でも再建の格差が広がりつつあると、こんなことが新聞で報道されておりました。 

13 年度の復興予算、政府は 4 兆 3,840 億円、これを被災地関連に限定して予算づけ

をするんだと、こんなことを言っております。 

安倍総理も「東北に春が来ない限り日本に本当の春はやって来ない。必ず復興を加

速させるんだ。」と申しております。全く、そのとおりだと私も思うところであります。 

さて、中川村におかれましては、25 年度予算、一般会計 29 億 8,900 万円、特別会

計５会計が 14 億 4,400 万円、水道事業会計 1 億 2,065 万円で、合計 45 億 5,400 万円

が計上されております。今年は、村長選挙の年であるということから、当初は骨格予

算でもって始まっておりますが、その村長選に立候補表明をされました村長に、２期

８年間を振り返りながら質問をしたいと思います。 

村長として２期８年が経過をしましたが、その道筋をどう検討し、どう評価するの

か、まず、第１点、聞きたいと思います。 

○村  長  この４年間ということではなくて２期８年間というご質問をいただきました。 

いつも申し上げていることですけども、そもそものスタートにつきましては合併問

題ということで、それから、その裏には財政問題というふうなことが一番大きな課題

としてあったのかなというふうに思います。そういうことで、私が村長になる直前の

ですね、2004 年度末と今年度末の見込みっていうふうなことを比較をしてみますとで

すね、財政問題としては、地方債現在高、借金ですよね、借金が 47 億 4,500 万円あっ

たものが 36 億 200 万円に減りました。基金、貯金でありますけども、貯金につきまし

ては、2004 年には 10 億 1,800 万円だったものが今年度末では 16 億 2,100 万円ほどを

見込んで、予想をしております。ですので、借金については、11 億 4,300 万円減少し

て、貯金については 6 億 300 万円増えたというようなことでございます。 

よく財政の健全化を図る指標として実質公債費比率ということが言われます。３年

間、どれぐらいの借金返済に、収入の中からどれくらいを借金返済に使っているかと

いうことの３年間の平均ということですけども、これは、2004 年には、こういう指標

がなかったので 2005 年からになりますけども、2005 年度末から始まったときに、最

初に、それを計算すると 17.7％の、借金に返すお金が 17.7％行っていたっていうのが、

2011 年度末ではですね、６年間で 9.6％に、17.7％から 9.6％まで改善をされていま

す。 

それから、よく、これ、もう１つ言われる将来負担比率というのがございます。望

岳荘とか、それから土地開発公社とか、そういうものも全部含めてですね、公社や出

資法人なんかも含めて、中川村が将来、支払っていかねばいけない可能性がある負債、

それを全部足し合わせて、一般会計に対してどれぐらいあるかというのを比率を出す

というものです。これは 350％になると危険信号がともって、早期健全化団体という

ふうになってしまうわけですけども、これも途中、昔からある指標ではないので 2007

年度末で申し上げますと、67.6％ありました。それが、2011 年度末ではですね、5.9％

に、67.6％の将来負担比率が 2011 年度末では 5.9％まで改善をしています。 

そういうことで、財政については、大変、健全化が進んだのかなというふうに思っ
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ています。 

そのことと、もう１つ、私がいつも気にしているのが人口のことなんですけども、

昨年度につきましては、社会増、転出よりも転入のほうが 24 人多かったと、それで、

自然減、亡くなる方、産まれる方より亡くなる方のほうが 10 人多かったということで、

差し引きすると 14 人、人口が増えましたというのが去年、昨年度です。去年というか、

昨年度がそうだったということで、ことしについてはどうかというと、２月末の時点

で、社会増で、引っ越して入って来られる方のほうが引っ越して出ていかれる方より

も 10 人多いというような状況になっています。さすがに、自然、亡くなる方の分まで、

それでカバーできるっていうところまでは、今のところいっていないんですけども、

村営住宅のほうに、また、今、まだ住民票は移していないけども、４家族、お申し込

みをいただいているというふうなことなので、３月末の時点で、まあ、どうかわかり

ませんが、ひょっとして、２年続けて、多少でも人口が、１人でも増えるっていうふ

うな結果が出ればうれしいかなと思います。特に、だから、社会増、社会増減、引っ

越して出ていく人と入ってくる人の差っていうのが、すごく、その村が住み続けたい

村なのか、移り住みたい村なのかっていうふうなことの一番端的に示してくれること

かなというふうに思っておりますので、人口の自然減、自然増については、なかなか、

ちょっと、こう、手の及ばんところがありますので、社会増、社会減について、社会

増のほうが社会減を上回るっていうような状況をしていきたいなというふうに思って

いるので、この２年間、少なくとも、それはできている、その前の年は、ちょっと確

認していませんけども、そういうことについては、ある意味、住み続けたい、移り住

みたい村というふうなことに、多少、実現できて来ているんではないかなというふう

なことを感じます。 

もう少し個別の問題については、ほかの今後のご質問になるかと思いますので、と

りあえず、最初の質問については、こういうことで回答とさせていただきます。 

○４  番 （山崎 啓造） 確かにね、村の財政状況、それから人口の定住促進等々に力を入れ

たと思います。実質公債費比率、初めて取り入れられたとき、やっぱり、自分は、こ

の場で同じような質問をしたことがありまして、あれから経過をしてきたなというふ

うに思っております。 

それでですね、次に行きますが、常々、村長はですね、農業が村の基幹産業である

んだと、そういうことを言っております。この８年間経過する中で、どのように変わっ

た――変わったのかというか、こういうふうに変えたよっていうものはあったのかど

うなのか、自分には余りよく見えなかったんですが、その辺を、ちょっとお尋ねをし

たいと思います。 

○村  長  最初の質問に引き続き、ちょっと数字のことで恐縮ですけども、農業所得、村の農

家、農業所得の足し合わせた額っていうのが、どうだったかなっていうふうな資料が、

出してもらったんですけども、そうするとですね、意外なことに、でこぼこがあるん

ですけども、必ずしも減少ではないなというふうな傾向があります。 

ちなみに、先ほど一緒で 2004 年から申し上げますと、6,500 万円、毎年の数字、羅
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列しますと、6,500 万円、2005 年が 5,400 万円、4,900 万円、4,700 万円、この辺は、

ちょっとだんだん減っているんですけども、その次が 7,200 万円、その次が 6,100 万

円、5,900 万円、2011 年度は再び増えて 6,400 万円というふうなことになっておりま

して、必ずしも一方的に減少しているというわけでもなくて、でこぼこ捏すいている

のかなというふうなことを思います。 

数字の上では、そういうことなんですけども、おっしゃるとおり、高齢化、担い手

不足っていうのは否定しようもないことだというふうに思っているところでございま

す。 

ただ、その一方でですね、若い農業者の新たな動き、その有機の野菜に頑張って取

り組んでですね、例えば、東京なり、あちこち都会のレストランで何々農園の有機野

菜みたいなことがメニューにまで誇らしげにうたわれているっていうふうなのも、そ

ういうのもございますし、観光農園の取り組みを、もぎ取りとか、そういうふうなこ

とを若い農業経営者が取り組んでいるというふうな動きもございますし、新たな頼も

しい、末頼もしい動きも出てきているのかなというふうに思います。だから、そうい

うふうに言うと、その高齢化、担い手不足という大きな、その時代の流れ――時代の

流れっていいますか、自然の流れと、そういう若い農業者、こだわって頑張って、そ

して、そのことを評価を現に受けて、手ごたえを感じている農業者があらわれてきて

いるというふうなことと、両方のせめぎ合いのような状況かなあというふうなことを

思いますし、そこから、また、いろんな、いつも言う、いろんなことでね、付加価値

を高めるというふうなことで、６次産業化っていうふうな言われ方もしていますけれ

ども、そういう成功事例が、さらに増えていくっていうふうなことを願っているし、

そのための環境整備、それからまた、何か新しいことをしたいという方に対して、こ

んなふうなやり方もあるよ、こういう補助もあるよとか、こういう制度を使って、こ

ういうふうにしたらどうかみたいな、こういう販路もあるんじゃないのかみたいなと

ころまで踏み込んだ、いろんな、一緒に取り組んでいくというふうなことを、さらに

やっていかなくてはいけないなというふうに感じております。 

○４  番 （山崎 啓造） ぽつん、ぽつんとね、何か、そういうところが出てきていることは

間違いないと思いますが、ただ、中川村っていうのは中山間でね、だだっ広いところ

でやる農業と違って、非常に、その、何ていうのかな、厳しい中での農業っていうよ

うなことだと思います。劣悪な状況っていうんですかね、その辺のところの思いとい

うか、じゃあ、こういうふうにしようよ、ああしようっていう提案みたいなものは、

私は、ちょっと見えなかったような気がするんですが、その辺のところは、どんなふ

うに検証されますかね。 

○村  長  環境整備というような、活躍できる舞台の環境、舞台づくり、環境づくりみたいな

ことを申し上げてきたのに対して、その中で、例えば民宿なんかも幾つか増えたけど

も、やっぱり高齢化で、ちょっと続けるのがしんどいなみたいなところも出てきてい

るっていうようなところもありますし、さらに、また、いろいろやってみようかなっ

ていうふうな方々を見つけ出してですね、ご支援を――ご支援というか、じゃあ、やっ
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てみようという気になってもらえるような、いろんな情報の提供とか、いろんな先進

事例を紹介とか、あるいは先生、想像力、地域想像力、地域力創造アドバイザーの井

上さんみたいな方も来ていただいているし、いろいろ、そういうプロの方のアイディ

アも聞けるような機会を、もっとつくっていかなくてはいけないなというふうに思っ

ています。あのね、農家レストランも 100％のそばのお店があったりとか、この間も、

美しい村連合でヨーロッパの事例なんか大変詳しい人なんかが、その鳥料理の店で大

変感動して、評価をして、こんなすばらしいのがあるんだったらというふうなお話も

ありましたし、いろんな、その新しい試みが、そっちの方面でも生まれているという

ふうに思っているし、そういう動きに非常に期待をしているし、そういうものがます

ます成功事例として発展をしていって、それを見習う方が増えていくことを心より

願っているところであります。 

○４  番 （山崎 啓造） 村長、常々、内発的なって、よく言います。発展をって言いますが、

今、説明いただいた中で、中川村のよさとか可能性を引き出すんだって常に言ってい

ます。そのとおりだと思いますが、地域資源を生かして活性化させるっていうことは

大事だと思いますし、そのとおりだと思います。 

そこで、今、情報提供したり、お手伝いをしたりっていうことを言われましたが、

お手伝いっていうのは、いわゆる、あれですね、アドバイザーとかというようなこと

のみでしょうか。ほかに、じゃあ、中川村中の農業をやっている皆さんに、いろいろ

提供したか、こういう投げかけをしたか、そういうのが何かちょっと見えなかったよ

うに思うんですけど、その辺は、いかがでしょう。 

○振興課長  それでは、私のほうからお答えさせていただきますけれども、最近、私のほうから、

議会の答弁の中でも、現在、営農センターで農業振興方策を受けるとして言うことを

申し上げてきております。これにつきましては、私も 23 年の４月から農業のほうを担

当とさせていただく中で、やはり、担い手の高齢化、後継者不足、それから、やはり、

農家の所得っていうのは、先ほど申告の農業所得額は村長のほうからございましたけ

れども、現実的に、例えば国税庁の関東農政局の申告納税額等を見ますと、100――

ちょっとすみません。――平均が 102 万 3,000 円なんです。そうしますと、サラリー

マンは平均年収 409 万円って言われています。そういったものに比べますと、農家の

皆さんの所得っていうのは少ないのかなと――少ないというのが、一応、データ上か

ら読み取れるわけなんですけれども、そういう所得の向上対策、あるいは、中川村で

も、皆さんも、普段、生活されている中で、遊休農地、荒廃農地っていうのが非常に

目立ってきている、いろんな農業問題を片づけていくために、現実をしっかり、現状

をしっかりとらえて、それじゃあ何をやっていくっていう、そういうきちんとした方

向づけをしたいということで、現在、農業振興方策を検討しております。これにつき

ましては、また、農業関係する組織等へ、まとまった段階ではお示ししながら、それ

から、村民にも説明しながら、その中では、当然、村として、こういう方策をとって

いく、あるいは、こういう作物を振興させていく、こういう施策をやっていく、そう

いった部分まで、ある程度、方向づけをしながらお示ししたいということで、現在、
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進めておりますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。 

○４  番 （山崎 啓造） あのね、役所っていうのはね、とかく、こう、いろいろ、こう、形

つくって、これで行きますよ、やりますよって言うんだけど、それ、本当の農家の声

というか、本当の気持ち、実態っていうものは、余りわかっていない部分ってあるん

だよね。だから、これから進めるんでお待ちくださいって言うんで、ぜひ、徹底的に、

その辺を精査していただいてですね、いい方向に行くようにお願いをしたいと思いま

す。ぜひ、それは期待していますんで。 

それで、私は、たびたびですね、農業問題に絡めてですね、望岳荘を拠点として、

例えば、望岳荘で薬膳、出して、その薬草を、急傾斜のね、なかなか難しい大変な所

でつくったらどうですかっていうような提案をしたりですね、それから、何ですか、

首都圏にいっぱい、首都圏とか中京圏に大勢いる、週末ファーマー言われる、週末に

百姓をやりたいよっていう人を連れて来るような施策をしたらどうですかとかですね、

いろいろ、それから、この景観を生かしたクラインガルデンなんていうのもどうでしょ

うなんて言って、何回も言ってきましたが、全然、これは自分の、私の意見ですんで、

そちらでどうしようが勝手ですが、そういうことには全く耳を傾けていただけなかっ

たような気もするんですが、これは、これから幾ら言っても、これは、また、だめで

すかね、もう、こういうことは、何を言っているんだっていう話ですか。村長、ちょっ

と聞かせてください。 

○村  長  クラインガルデンについては、ご存じのとおり、行政というよりも民間主体でやっ

ていただいているところがあるし、そこに移り住んだ方の中から、また、いろんな動

きがあったりというふうなことも漏れ聞こえてきていて、うれしいなと思っておりま

すし、週末、農作業っていうのは、ファームサポートっていうふうな形で、既にたく

さんの方が来ていただいていて、それぞれの受け入れ農家との、何というかな、もう、

親戚以上の家族のようなおつき合いで、定期的に来て、週末ごとに来て、何か、いろ

いろ、もう、勝手知ったるような形で、犬の散歩から、いろんな農作業から、いろん

なことまでしてくださっているっていうふうな、いい発展がしていっているんではな

いかなというふうに思うところでございます。 

その望岳荘につきましても、地元食材の比率を、かなり、今、すぐ数字が申し上げ

られませんけども、上げてきておりますし、結果的に、余り、そのコースの中で、宴

会料理の中でも地元料理を中心とするメニューコースなんかもおつくりをして、宿泊

の方に対しては、どちらを、幾つかの、そのお肉のコースだとか、地元の伝統料理コー

スだとかをというふうなことをつくって、その選択肢っていうふうな形で出していま

す。それが大ヒットしているというわけでは、ちょっと、残念ながら、ないようでご

ざいますけども、そういう試みなんかもやってきているところでございます。 

○４  番 （山崎 啓造） そのね、週末ファーマーとね、サポーター、サポーターは、ちょっ

と違うんですよね。自分の考えているのとは。自分の言っている週末ファーマーとい

うのは、都会に住んでいる人がね、週末、来て、土地、自分が借りて、そこで農業を

して、自分でつくりたいっていうのが、それが週末ファーマーなんですよ。それで、
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ずっと、もう、サポートで来ている人、長年、来ていますが、自分のうちにも来てく

れていますが、それと、ちょっと違って、それには、やっぱりね、来てとまる所が必

要になるわけですよね。自分で、週末、百姓したいなあっていうときに。それには、

いわゆるクラインガルデン的なものがあればいいなあと、こういう構想なんですよ。

それは、また、ご一考いただきたいと願いますが、それはそれでいいですが、確かに

クラインガルデンは民間でしょうね。でも、村が、ここは景観いいから、こういうこ

とをしないかねえ、やろうよっていうような投げかけはね、必要なんじゃないかなと

いうことでありますんで、心のとめておいていただければありがたいのかなというふ

うに思います。 

それからですね、村長、目玉にしましたチャオ周辺の活性化、これ、メインですわ

なあ。就任当時から、もう声高に言って、あの辺を活性化かさせるんだと言っておら

れました。それで、加工施設もできたり、診療所もあそこへ来たりしましたが、その

辺のところは、どんなふうに８年間の中で検証されますか。聞かせてください。 

○村  長  ８年前のことを思い浮かべてみますと、特に、あのチャオの中から撤退されるお店

が相次いでおったなということを感じております。それで、かなり空きスペースがあっ

た。それから、そのチャオ――チャオ――チャオでいいのかな、あそこをつくるに当

たって、その国からお金を、つくっチャオじゃなくてチャオでいいんですかね。集合

店舗を設けるに当たって、お金の支援を受けて、それを返していかないかんのだけど

も、それも、なかなか、空き店舗が増えちゃったので、返していくのがすごく大変で

あるから、少し、それを、返し方について相談に乗って――国に相談に乗ってもらえ

ないだろうかみたいなお話もございましたし、大変、いっときは心配な状況でござい

ました。その後、いろいろ、Ａコープさんがマルトシさんに変わったりとか、それか

ら、田島ファームが移ってきていただいたりとか、いろんな、コーヒーのお店が入っ

てきたりとか、いろんなことがございまして、それから、今、バンビーニになってい

る所も、以前は、もう、本当、ほとんどだれも足を踏み入れることがない展示スペー

スだったのかな、何か、もう、カーテンも閉まったままの展示スペースになっていた

かと思います。その辺なんかも、ああいう形で、お母さんとかが子どもと一緒に来て

くれて、ついでにお買い物をして帰ってくれるような、そういう場所として改修をし

てきたというふうな中でですね、今は、空きスペースが目立っているというふうな状

況も脱したし、結構、あの駐車場の車もですね、そこそこ、いつも入って、いつ見て

も入っているんではないのかなというふうに思っています。 

ただ、これから、伊南バイパス等々ができてくると、商圏も駒ヶ根までも行きやす

くなるだろうし、また、これから下伊那のほうでもどういうことが起こってくるかわ

からないというふうなところで、道路整備が進んでくると商圏が広がって競争が激し

くなるけども、逆に言うと、もし、ほかにない魅力を出せればですね、よそからも来

てくれるかもしれないというふうなことで、ある意味、競争が激しくなるけどもチャ

ンスでもあるというふうなことを思っています。 

１つの課題としては、情報コーナーの機能というのがですね、当初、思ったほどに
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は果たせていないのかなというふうに思いますので、チャオ周辺から、その情報コー

ナーから中川村の季節、季節、今の時期、どこどこに行けば、こういう物が食べられ

るとか、こういう物が見ごろだとかですね、そういうふうな、今の時期じゃないな、

次の季節ですよね、来月は何がいいよとかいうようなことをお知らせを、もっと発信

ができて、そして、それを見た人が、じゃあ来月も来ようというような計画を立てて

くださるような、そういう情報をですね、もっと出していく、かつ、その我々サイド

が出すだけじゃなくて、村のお店とか、いろんなご商売をやっている方々も、今度こ

ういうことをやりますので、ぜひお越しくださいみたいな、そういう情報発信なんか

にも使っていただいてっていうふうな、そういう場所になっていくためには、さらに、

もう少し、何ていうかな、機能を上げていく必要があるのかなっていうふうなことは、

課題としては思っています。 

○４  番 （山崎 啓造） あの情報発信コーナーが、ちょっと、やっぱりね、自分も、そう思

いました。ちょっと動きがね、活発じゃないのかなあ、余り、この発信できていない

のかなっていう気もします。確かに。余りよく知られていないんですよね。あそこへ、

じゃあ、こういう中川村の情報が、あそこへ行けば見られるよ、知れるよっていうの

が、全般的には余り知られていない、それに問題があるのかなという気もします。 

あの周辺の農産物加工施設をつくりました。ものすごいお金をかけました。あれが

ね、今、よく村長の言う、６次産業っていうことをよく言いますが、あの施設があれ

ばですね、自分の考えでは、簡単に６次産業化に向けて動けると思うんですよ。例え

ば、自分がね、個人的に６次産業で、じゃあ、認定してくださいよ、それに伴って、

もう１回、認定して、補助金ちょうだいよっていうことになるとですね、農水省へ行っ

て、もう１年以上、もっとかかります。本当、ハードルが高いです。言ってみれば、

お前さん、あきらめなよって言っているんじゃないのっていうくらいハードルが高い

です。私も１年以上かけてやっていますが、なかなか認定されませんが、自分が悪い

んでしょうが、それは。あの物があるということはですね、村としては非常に有利な

部分だと、６次産業化に向けて、じゃあ、加工、販売できるじゃないですか。すぐに

でも。なぜ、あれ、やらねえのかなというふうに、常々、何か不思議に思っているん

ですけども、村長、６次産業っていうことを言うんだったら、あれ、使えばいいじゃ

ないですか。あの辺のところを、チャオ周辺でやるよって言ったときに、加工施設の

ときだったかな、何か、あそこ、のれん街じゃないや、ちょうちんの屋台の通りにし

ちゃうんだようなことも聞きましたんで、それもおもしろそうだなと思って、最初、

聞いたんですが、それは過去の話であって、どうでもいいんですが、あの施設をです

ね、ぜひ、その６次産業化に向けたような取り組みができる、それを後押しする、そ

れをやってほしいと思いますが、いかがですか。 

○村  長  つくっチャオは、加工してはおられると思うんですけどもね。販売も。今、あたか

も販売されていないような感じで…… 

○４  番 （山崎 啓造） そんなことを言っているんじゃない。 

○村  長  一応されていますよね。まず、そのことをね。ちょっと、今のお話だと、見ている
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方が、つくっチャオは何も売っていないのかなというふうに思われるような感じだっ

たので、そんなことは、まず、ケーブルテレビをしている皆さん方に向かって申し上

げますけども、販売をしております。 

それで、それが 100％、120％生かしながらできているかっていうことになってくる

と、また、それは別問題ですけども、それもですね、中川村のお母さん、お父さん方

がですね、集まって組合をつくって、その中で、どういう形でやっていけばいいのか

というふうなことで、試行錯誤しながら、経営のプロというふうな形でやっているわ

けではないので、いろいろ難しい点もあるかと思いますし、それぞれ、いろんな考え

方が、その組合の中にもあったりして、議論もやっておられるかと思います。 

ともかく、あそこをつくったのは、１つには中川村の農家の農作物をうまく活用し

て、農家にとってもメリットがあるし、そのことによって、それを活用することで中

川村の名産、特産みたいな物ができて、中川村に行けば、こんなおいしい物を買って

きたよみたいな形で、ブランドを、中川村っていうところ、おいしいのがあるねって

いうふうな形で、ちょっと寄ってみようかって、また、買いに行こうよっていうふう

な形になる、そういう中川村の名前を上げるような名産品をつくってほしいっていう

のと、波及効果を農家に対して出してほしいという２つのお願いごとをしているとこ

ろですけども、それに向けていろいろ試行錯誤をしていただいているのではないかと

いうふうに思うところで、期待をしているところです。だから、その中で、いろいろ、

いろんな物をつくったりしながらですね、開発のことと、それから販売のこととやっ

ていただいているというふうな感じで、さらに、もっとどんどん、いろんな試みがさ

れていくことを期待をしております。 

○４  番 （山崎 啓造） 確かに、私の言い方が悪かったら戻しますが、つくって売っている

ことは知っています。それは、みんなわかっていますが、ただ、それにしては、人が

ね、活性化でわいわい元気よくなって、みんな、いっぱい買いに来て、やあ、いいな

あっていう状況かどうかっていうことを言ったんですよ。全くだめなんですよ。私か

ら見れば。それでね、すばらしい施設なんで、それは組合がやっているから組合だっ

て、それは、もちろん、そうだかもしれませんけどもね、行政として、じゃあね、ちょっ

と、こうしようよ、ああしようよっていうようなアドバイスだとか、進言だとか、そ

ういうことは必要だと思うんですよ。 

それでですね、ちょっと何かいろいろ、商品の開発とか言いましたんで、ちょっと

もとに戻っちゃいますが、コーディネーターっていうのを雇いましたよね。以前。そ

れで商品開発するんだって言って、２年半ですか、２年やってだめで、半年ぐらい延

長したのかな、それで、最後には、何か、けんか別れみたいになっちゃって、何もで

きなかったっていう記憶があるんですが、課長、首かしげていますけど、そういうふ

うに私は見ています。あのときにですね、じゃあ、行政の、そこにかかわったときに、

何が何でも、じゃあ、ここの中川村の特産品をつくるぞという熱意というのか、信念っ

ていうのかな、何ていうのかなあ、絶対につくるぞっていう気持ちが、村長は、あの

ときにありましたかね。それは組合がやることだっていえば、それでおしまいですよ。
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村長は、後押しする立場として、そういう気持ちはありましたか。あの時点で。お聞

かせください。 

○村  長  気持ちは、もちろんあるし、頑張ってほしい、そのために、あれだけの施設を、い

ろいろ、あっちへ行ったりこっちへ行ったり、見に行ってですね、職員も含めて、ど

ういうのがいいかっていうふうなことを検討してつくったわけですから、ただし、そ

の組合の考え方に対して、こうしろ、ああしろと、そんなやり方は違うと、こうすべ

きだというふうなことを我々のほうから言うことはできないところがございますし、

組合の中での議論、組合の中で皆さん方が考え方をまとめて、こういう方向で行こう

というふうなことで、こういう体制でやっていこうというふうなことをやっておられ

ることについては、その中でですね、試行錯誤していっていただきたいなというふう

に思います。 

それと、もう１つはですね、まあ、いろいろやっておられる方々に対して、なって

いないっていうふうな形で批判するっていうふうなことは、たやすいんですけども、

指定管理に、ついこの間、なったわけですよね。じゃあ、こういうやり方、いや、こ

うすればいいのになというふうな思い、おれだったら、こうやってうまいことできる

よっていう方はですね、ぜひ、指定管理に、自分だったらこうするんだというふうな

形で手を挙げていただければいいと思うんですけども、やっていらっしゃる方に、なっ

ていない、こう、全然だめだというのじゃなくてですね、やろう、こうすればいいな

という思いのある方は、ぜひ、村民の中からですね、今、とりあえず３年間ですか、

指定管理になったし、今後も、いろんな考えの方が、どんどん手が挙がってですね、

つくっチャオに関しても、私は、こういう形でつくっチャオを活用して、こういうす

ばらしい効果を村全体に生み出したいと思うし、生み出せると思うから、やらせてく

れっていうふうな手がね、たくさん挙がってきて、その中で、我々もお話を聞いてで

すね、ああ、じゃあ、この方に、このチームにやってもらおうっていうふうな形になっ

ていくのがいいかと思いますので、もし、そういうお考えのある方は、次のときには

ご提案をいただければ、その辺が、また、いろんな議論になってきて、いい形の使い

方も生まれてくるかもしれないので、そういういろんな活発な考えが上がってくるこ

とを期待するしだいであります。 

○振興課長  一応、村長が言ったように、加工施設につきましては、今まで管理委託っていうこ

とで、村が直接その運営に携わってきたわけじゃなくて、間に組合があったもんです

から、ただ、必要なね、情報交換だとか話し合い等は行ってきて、例えば、昨年も、

急遽、補正でカキの皮むき器を導入させていただきましたけれども、あれも、１つは、

今後の将来を考えて、例えば、中川で結構つくられているカキが、針差式の皮むき器

じゃだめだっていうことになって、みんなやめて荒らしては困るということで、これ

も、長い目で見ると、６次産業化の視野を入れながらの第一歩を踏み出したわけなん

です。そういうことで、一応、私たちも、加工組合のほうとは情報交換っていうか意

見交換をしながら、前向きな取り組みということは考えながら行っております。 

○４  番 （山崎 啓造） ちょっと、また勘違いしている部分があるわけ、村長は。行政がね、
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こうしろ、ああしろって言えって言っているんじゃないんですよ。組合がやることだ

から、そういう主体性は、そっちが、そこで考えたりやることは当たり前の話。それ

は。けども、行政というものも、こっちから見ていたときにね、これは、こういうふ

うがいいんじゃないの、今、話し合いもしたりなんかしているって言いましたが、そ

ういうことをしないと、うまくないんじゃないのですかっていうことを申しているん

ですよ。だから、その行政が、こうやって、ああして、これは駄目だって、あれはこ

うしなさいなんていうことを言っているんじゃないんです。そこが、ちょっとね、周

りから見ているとね、ああ、行政は、ちょっと、もうちょっと何とかしたほうがいい

んじゃないのかなあと、私は、そういうふうに見えたから、そういうことを申し上げ

たということでございます。 

続いて、その加工施設のことを言いますとね、つくって売っているし、いろいろ研

究も開発もしている。確かにやっていると思います。あれがね、爆発的――爆発的と

いう言い方はいいか悪いかしらんが、あそこで、なぜ、じゃあ中川村の特産品という

か、オリジナリティーに富んだ物ができないか。それは、どこに問題があると思いま

すかね。それは組合のことだって言えば、それでおしまい。村長、それはどのように

考えますか。答えられようがないですか。 

○村  長  試行錯誤していただいていると思いますよ。その中で、こういうのがいいのか、あ

あいうのがいいのかっていうふうなことで考えていただいていると思うし、私として

は、あそこが組合だけの場所じゃなくて、組合以外の方も、一般で、もっと使えるよ

うな形になってくると、いろんな方たちも使えるだろうし、それから、さっき申し上

げたような形の全体管理についても、おれだったらこうするよという方がいらっ

しゃったら、ぜひ手を挙げていただきたいなというふうなことも思うし、いろいろ、

そういう、別にアンタッチャブルじゃないので、いろんな方が、あそこの場所で活躍

をしてもらえて、その中から成功事例が出てくればうれしいなというふうに思います。 

○４  番 （山崎 啓造） あのね、断るようで申しわけありませんが、私はね、外から見てい

たときに、あの加工施設で、なぜいい物ができてこないのか、商品が開発されてこな

いのか、やっていることは、もちろんわかっていますが、中身に問題があるんですよ。

あれ。自分は、そう思います。中身ということはね、スタッフですよ。これはね、非

常に大問題。いわゆるですね、あの加工施設っていうものは昔からあって立て直した

んですが、以前から、もう、中川村のそれぞれの人が来て、一生懸命いろいろ加工し

たり、ジュースがほとんどでしたが、やっていたわけですが、今ね、あのスタッフの

中に、実は、その余り農業のこともわかっていない、そういう人も大事ですよ、それ

は必要だが、その人たちが、何か、その、すごい口調で物を言っちゃって、中川村に

昔からいる人たちが、何か弾き飛ばされているようなね、非常によくない環境にある。

前回でしたかね、不協和音が聞こえているじゃないのって言ったら、ね、課長、「やあ、

それも聞こえましたが、今はうまくいっています。新しい人が入っています。大丈夫

です。」こういう返事をいただいたんですが、中川村のね、昔からある風土っていうの

かな、人間性っていうか、つながり、相手を思いやる気持ち、それがわからない人が
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２～３人いて、どうも好き勝手なことを言って、ごちゃごちゃにしちゃっているよう

にも聞きますし、実際に、あそこへ行った人も、そういう声を自分のところに聞かせ

てくれるんですよ。それじゃあ非常にまずいなあと、そんなことでいい物ができるは

ずがない。だから、村長、就任当初、村づくりは人づくりですよねって、そのとおり

ですって言いました。ものづくりも人づくりなんだよね。それで、和、「昭和」の「和」

ですよ。和。和というものは、この日本人が持って生まれたすごいすばらしいものな

んだよね。それで、お祭りで「わっしょい。わっしょい。」って言いますよね。わっしょ

い。わっしょい。あれなんだかっていうと、和をしょう。和をしょう。和を背負う。

それでわっしょいなんだよ。同じ方向をみんな向いて、気持ちを一つにして、「それい

け。」って言って行くわけ、それがわっしょいなんだよね。それがないわけ、ここには、

全く。あっち向いている人と、後ろから物をぶつけはしないけど、足引っ張る人がい

たりって、それじゃあね、絶対いいのができないと思うんですが、そこら辺は、どん

なふうに見ているのかね。それは組合のことだって言えば、それまでですが、行政と

して、村長、いかがですか。 

○村  長  いろんな多様な意見、さまざまな意見が、議論によっていい形で補い合って、いい

組織になって、いい成果を上げていただきたいなというふうに思います。 

○４  番 （山崎 啓造） そのとおりですよ。そのうまくやってもらえばいいんだが、よそご

とじゃなくて、行政もね、そこで、ちょっと、どうでしょうかね、いかがなものでしょ

うかくらいなことは言ってもいいんじゃないのっていうことをお聞きしているんです

が。 

○振興課長  先ほども加工組合のほうと話し合いを持ったり情報交換やっているっていう中で、

そういう、今、おっしゃられたような人的な問題にまで、一応、話をしてきました。 

それと、おっしゃられるように、本当、ああいう加工所っていうのは、幾つかのヒッ

ト商品っていう物ができますと、非常に、経営、安定するわけなんですけれども、ま

だ、どうしても一番の主体が農家の皆さんから受託しているリンゴジュース、これが

一番ウエイトを占めちゃっているという、そこら辺のこともあって、ある一定期間、

そちらのほうへ、どうしても集中しちゃうということもありますが、それ以外の時間

に、実は、信州大学のほうであった直売所学校ですとか、そういう関係する皆さんを、

そういう研修とか、そういうところへ出すような情報も、うちのほうから積極的な情

報を出して、働きかけをして、行っていただいていると、一応、そうい形で支援のほ

うはさせていただいております。 

○４  番 （山崎 啓造） ええとね、わかりました。こればっかりやっているわけにはいきま

せんので、じゃあ、次に行きますけども、今、言ったことを基本にしながら、ちょっ

と、よく見ていてほしい、ね、突き放すんじゃなくて、組合、しっかりやれよじゃな

くてということをお願いしたいと思います。 

次に行きますがですね、県政、国政における地元選出議員とのかかわり方について

村長にお尋ねをいたします。 

村長は、常々ですね、選挙絡みの集会には出ません、そのとおりでいいと思います。
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ずっとそのとおりに来たと思います。県議選があっても顔を出してこない、国政選挙

でだれか立候補する、激励会やる、出てこない、よその区部長さん、みんな出てきま

すけども、それはそれで、村長の信念もいいかもしれませんがですね、私、昨年暮れ、

自民党が勝って、一郎さんが、今度、代議士になりました。新年の祝賀会と新年会か

な、一緒にやったんで、そのとき、村長、出てきたんですよね、ああ、そういうもの

かなあと、ちょっと変に思ったんですが、やっぱり国、国やら県の地元の議員さんの

選挙絡みのものには出んのがいいのか、自分としてはですね、そうは言っても、まあ、

どう思おうが、支持しようが、しまいが、顔ぐらい出しておいたほうが、これは村民

のためになるんじゃないかなっていうふうに私は思います。村長、その辺はどんなふ

うに思っていますかね。 

○村  長  現職の県会議員、国会議員の皆様方とはですね、党派の分け隔てなくおつき合いを

させていただいて、例えば県の知事さんとかへの要請事項だとか、あるいは国の各省

庁に対する要請事項なんかにも一緒に来ていただいたりとかするし、今、おっしゃっ

たような、そのお正月、その選挙絡みではない新年会とかですね、それから、いろん

な交流の機会等々のときにもご同席させていただいておりますし、いろいろいいおつ

き合いをいただいているし、中川村のいろんな課題についても視察に来ていただいた

りとかですね、いろんな応援をいただいておってありがたいことだというふうに思っ

ています。 

それで、選挙については、前にも申し上げましたけども、選挙というのは、候補者

の考え方と、それを、こういうふうに思っているから、こうして、これについて同意

してくれたら応援してほしいというお話をするし、有権者のほうは、どの方の考え方

がいいのかというふうなことの、そういうのをそれぞれがやるっていう、その中で、

だれがいいのかって、本当に民主主義のもっとも基幹の部分だというふうに思ってい

ます。だから、そのことについては、もう既に私の考え方っていうのはご理解をいた

だいているというふうに思いますので、いつも、一応、向こうもですね、そうは言っ

ても案内を出さんわけにもいかんやろうしということで案内はいただくんですけども、

ご存じのとおり、こうこうこういうことで、選挙絡みのものについては出ないことに

しておりますので、大変申しわけございませんというふうなご連絡を差し上げるとい

うようなことを繰り返しているわけなんですけども、そういうわけなんで、私の考え

方についてもご理解をいただいているかと思いますし、やっぱり一番、やっぱり、そ

の民主主義の根幹の部分でですね、何か違う要素で、その選挙結果を捻じ曲げる、やっ

ぱり選挙だけが民主主義ではないと思いますけども、やっぱり非常に大きな神聖なる

セレモニー、儀式っていうか、ステップなわけですから、そこにですね、変な形で、

茶々を入れるとは申しませんが、そこで、また、その有権者と候補者の顔と顔を突き

合わせた対話のところにですね、リングサイドからやじを飛ばすようなことについて

は避けたほうがいいのではないかなというふうに思います。それは、だから、何が得

か損かではなくて、民主主義をよくしていくためにはどうすべきかという、そういう

損得ではない話だと思っています。 
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○４  番 （山崎 啓造） そのとおりだと思いますが、顔を出したほうが、私としてはうれし

いね。村民も、そう思います。そう思っていますんで、これから、また、いろいろと

考える中で行動してほしいなというふうに思います。 

それでは次へ行きますが、村長自身のですね、さまざまな言動、行動、ありました。

ＴＰＰから始まって、原発の問題、それから国旗、国歌、それで、村長、すごい名が

売れたんですよ、全国的にも、県外にも、それに伴って中川村っていうものも、ある

程度、売れました。というふうに私は思っていますが、何かね、元の知事で田中康夫

さんっていう人がいましたが、あの人と、どうかオーバーラップしちゃうところがあっ

てね、ちょっとどういうことか自分でもよくわからないんですが、あの人も何か脱ダ

ム宣言だとかね、とめどもなくクリスタルとか何とか、わけのわからんこと言って、

わあって言ってみんなが注目したんですよ。上手だった、あの人、マスコミの使い方

がね。だから、村長は、何か、その辺のところがよく似ているような気がしてしよう

がないんだけど、何か、この前、いつだったっけね、どこかの何とかいう政党に誘わ

れていますっていうようなことを言ったことがありましたね。ここで名前を売ってお

いて国政へ行こうっていうような、そんな考えはあるんですか、ないんですか。 

○村  長  だれかに似ているという印象を持っているとかですね、非常に個人的な勝手な印象

で、そのことについて私に述べよと言われても、それは大変困りますし、先ほどの村

民は望んでいるって言われたけども、望んでいない村民もいるかと思いますので、一

概に、村民は、その選挙の応援に行くことを望んでいるかどうかっていうことは言え

ないと思うので、そこで、安易なレッテル張りで物事を言うのは、いかがなものかな

というふうに思います。先ほどの似ているっていうふうなことで問題を提起するって

いうのも、非常に安易なレッテル張りによるところの言葉の使い方ではないかなとい

うふうに思うところでございます。 

それから、私はですね、そのＴＰＰというものは、絶対に、中川村だけじゃなくて、

日本の社会に大きな弊害をもたらすし、特に、こういう中山間地の農山村とか漁村と

か、そういう田舎にとってはダメージが大きいだろうし、中川村にとってもすごく大

きなダメージをじわじわともたらしてくるに違いないと思っているから、そのために、

中川村民の守るためには言わなくてはいけないと思うし、原発についても飯館村と同

様に、浜岡からは 100km ちょっとというふうな距離があるけれども、風向きによって

は同じようなことになるかもしれないというふうなことはあるので、やっぱり村民の

生活を守るためには、原発についても、なしで何とかやっていく努力をしなくてはい

けないというふうに思っているし、それが、そう思っているだけじゃなくて、そうな

んではないでしょうかという問題提起をすることによって、みんなで、いや、そうじゃ

ない、いや、そうかもしれんというふうなことの議論をしてくことによって、みんな

の考えが深まって、いい考えになっていくと、その結果、みんなで正しい結果を判断

をすることができるような状況をつくっていくことができればいいんではないのかな

というふうに思っています。そういう考え方で、いろいろ重大な問題に関しては、踏

み込んだ発言をしております。それが村民益に資するかどうかっていふうなことはわ
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かりませんけども――わかりませんというか、その大きなテーマ、大きな危険性につ

いてみんなで考えて、大きな危険性は、こんな危険なことがあるからやめようという

ふうなことにつながれば、村民益に大きく貢献できるというふうに思いますし、今の

段階でもですね、中川村っていうことについての認知度は、多少は上がったかもしれ

ないし、それからまた、中川村の住民の皆さんは、なかなかすばらしいねというふう

な、そういうような有権者を称賛する声もしばしば聞くところでございます。ただ、

別に知名度を上げる、私の知名度を上げるとかですね、中川村の認知度を上げるとか

ですね、中川村の有権者の評判を上げるためにやっているわけではございませんので、

先ほど申し上げたとおり、中川村にも大きな影響をもたらすであろうことに関しては、

みんなで考えて、判断をするための、そういう問題提起をしていきたいというふうに

思っていることでございますので、そのこと自体がですね、大きな意味での非常に大

きな村民益、あるいは国民益にもつながっていることではないかなというふうに思う

ところでございます。 

○４  番 （山崎 啓造） はい。わかりました。 

聞こえてくるっていうのはね、それぞれの立場によって、みんな聞こえてくること

が違いますんで、村長には村長に聞こえるようにいろいろなものが聞こえてくる、自

分には自分用に聞こえてくる、それが普通ですんで、だから、すべてが全部当てはめ

てどうだっていうことにはならんと思いますんでね、わかりました。 

それで、最後になりますけれども、３期目出馬に向けて、新たな中川村の課題が見

えたということを言っておられましたが、どんな課題なんでしょうか。聞かせてくだ

さい。 

○村  長  先ほどからも話になっていることと、一環っていうか、つながりがある話ですけど

も、農業の高齢化とか担い手不足とか遊休農地が増えているっていうふうなことがあ

りますので、農地を農地として維持し、引き継いでいけるような形で保つというふう

なことは１つのテーマですけど、それについては、各地域の皆さん、地区の皆さん方

が、さくをね、つくっていただいたり、獣害防止さくみたいなものをみんなでつくっ

て管理していただいていて、そのことが大変大きな貢献、猟友会の皆さんにも活躍し

ていただけてありがたいことかなというふうに思っています。 

もう１つ、維持するだけじゃなくて、それを、じゃあ、引き継ぐ方をね、どういう

ふうにつくっていくかというふうなことが大事なことかなと、農業だけじゃなくて、

地域のコミュニティーというか、共同で地域を支えていく、そういう人材も含めてで

すけども、そういうものをいかに確保するかっていうふうなことが課題かなというふ

うに思っています。そのためには、地区のほうの協力体制というふうなこともありま

すし、それについての何か方策が必要かなというふうに思っているっていうことと、

あと、やっぱり農業をやっていただいた方が、その暮らしが成り立つような、付加価

値の高いような形のことをしていくというふうなことをやっていくための、いろんな、

今までの環境整備よりも、もう少し踏み込んだ支援、協力みたいなことが必要になっ

てくるだろうなというふうなことを思います。何よりかにより、一番なかなか難しい
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なっていうふうに思うのが、自分自身がいい形で、人にも喜んでもらって、自分も利

益が上がるような、そういういい意味での欲を出してもらうっていうことが、中川村

の村民性というか、割と、こう、もう本当に、相手のためによかれと思って、おもて

なしをどんどんするっていうことは、すごくだし、向こうのほうもありがたいんだけ

ども、それだけじゃなくて、それが持続して続けられるように、子どもや孫が、それ

を引き継いでなりわいとしてつながっていくような形で、そのためには、喜んでもらっ

た分の対価もね、もらうことがいいんだよというふうなところ、そこのところが、な

かなか、そんなの余りよくない、恥ずかしいことだみたいな感じが、中川の皆さん方、

どうもあるような気配もしますので、その辺をどう克服して、いい形で、喜んでもら

いながら暮らしも成り立って、子どもや孫に引き継げるというふうなところをつくっ

ていくのが大変課題かなと、その辺、余り踏み込んじゃうと、公約、選挙公約の話に

なりますので、大まかなところでやめておきますけども、そうの辺が一番の課題かな

というふうなことを感じております。 

○４  番 （山崎 啓造） わかりました。 

以上で質問を終わります。 

○議  長  これで山崎啓造議員の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩といたします。再開を午前 11 時５分とします。 

［午前１０時５２分 休憩］ 

［午前１１時０５分 再開］ 

○議  長  休憩前に引き続き会議を再開します。 

７番 湯澤賢一議員。 

○７  番 （湯澤 賢一） 最初に、昨日は３月 11 日、東日本大震災から２年を迎えました。被

災された皆様に改めてお見舞い申し上げ、また、犠牲になられたたくさんの方々のご

冥福といまだ行方不明の方々が一日も早くご家族のもとに帰られますようお祈り申し

上げます。 

私たちは、東日本の方々の、これからも、まだまだ続く苦しみや悔しさを共有しな

がら、この大きな教訓を風化させないで、いつ襲われるかもしれない郷土の大災害に

備えていかなくてはならないと考えます。 

私は、さきに通告しました上伊那消防の広域化について質問いたします。 

12 月定例会でも質問し、住民が納得できるよう十分議論を深めていただきますよう

要望しました。その後、協議会では、現在は上伊那地区の消防の広域化の費用の（村

内で火災発生のページング放送あり） 

○議  長  暫時休憩をしてください。状況を確かめてきます。 

［午前１１時１３分 休憩］ 

［午後 １時００分 再開］ 

○議  長  休憩前に引き続きまして会議を再開しますが、１点、事務局から訂正の申し入れが

ありますので、お願いをいたします。 

○事務局長  本日の一般質問の８番 柳生議員さんの（１）の「曽我村制の８年を振り返って」
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の「村制」の「制」の字が「政治」の「政」に修正をお願いしたいと思います。 

○議  長  それでは会議を再開いたしますので、７番 湯澤議員、続きをお願いいたします。 

○７  番 （湯澤 賢一） それでは、再開前のところから始めさせていただきます。 

私は、さきに通告しました上伊那消防の広域化について質問いたします。 

この件につきましては、12 月定例会でも触れましたが、住民が納得できるよう十分

議論を深めていただきますよう要望いたしました。その後、協議会では、現在は上伊

那地区の消防の広域化の費用の負担割合が大詰めの議論になっているようであります。 

消防の広域化は、伊南行政組合で検討されていることでありまして、中川村の議会

で取り上げることの意味があるのかという指摘があるかもしれませんが、2006 年に改

訂されました消防組織法での広域化での推進は、自主的な市町村の広域化ということ

が繰り返し強調されていること、また、それは、とりもなおさず、広域化で不都合が

生じたときは、あくまでも市町村の責任であり、既に広域化で、既に差し迫った検討

課題になってしまっていることもあり、ここで質問させていただきます。 

なぜ、今、消防の広域化が進められているのか、広域化すると、今よりもっと住民

の生命、財産を守ることがうまくできるかという根本の問題の議論が不十分に思えて

なりません。 

平成 22 年に長野県の各自治体の消防組織を東北信と中南信の２つの地域に分けて

中南信消防将来ビジョンがつくられましたが、間もなく頓挫いたしました。それで終

わりかと思っていたのですが、いつの間にか上伊那広域連合では上伊那広域化研究会

を立ち上げまして、伊南行政組合もこれに参加し、現在は各地区の負担割合の検討ま

で進んでおります。この研究会が作成した消防広域化に向けた将来像が、あたかもす

でに住民にも認知されたかのように地区ごとの負担割合の検討にまで進んでいること

に、私は大きな疑問があります。 

上伊那地域の消防広域化に向けた将来像では、その背景として、昨今の状況から広

域行政単位での広域化が必要としておりますが、その昨今の状況とは、主として東日

本の大震災や原発事故などを指していると思います。あの大きな災害で、果たして広

域化がよかったのかどうか、まだ十分な検証はされていないのではないでしょうか。 

ちなみに、震災前のデータでは、震災前ですが、人口１０万人以上の消防の広域化

率は、福島県が全国で４番目に高く、宮城、岩手は長野県と同程度であったことを参

考までにここで申し上げておきます。 

私自身は、上伊那広域の議員といたしまして２年間、出席させていただいておりま

すので、上伊那地域の消防広域化を知らないとは言いませんが、もっと詰めた研究や

住民説明が行われると思っておりましたので、その間の不勉強は議員としておわびす

るしかありません。 

消防の広域化の問題とセットのように消防救急無線のデジタル化の問題があります。

消防救急無線のデジタル化が電波法審査基準の改正により 28 年５月 31 日までにアナ

ログ方式からデジタル方式へ移行することが定められました。この消防救急無線のデ

ジタル化の費用を消防の広域化によって削減しようとしているのが広域の主たる目的
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であるように思います。あるいは、ひょっとしたら逆なのかもしれないとも考えます。

つまり、消防費用の削減のために消防の広域化が先にあって、広域化を推進するため

に消防救急無線のデジタル化を法制化することにより、いや応なしに全国の自治体消

防が広域せざるを得ない方向に仕向けようとしているかのようにも見えます。そのた

めに必要な大きな費用を国が補助することによって、それも期限を切ってのやり方は、

つまり、今やらないと、あとは知らないよというやり方は、補助金との絡みで住民か

ら冷静な判断を奪って、乗りおくれたら大変だという気持ちにさせる、あの平成の大

合併のときの手段と同じに思えてなりません。 

さらに、最近の報道では、協議会を非公開とすることが決められたようです。住民

に知られてはならない協議とは何でしょうか。協議会を公開することによって、まだ

決まっていないことが報道されて混乱するからということが理由としてありました。

協議会の非公開とは、協議の途中経過と、そこで出された少数意見などを住民に知ら

せないで、決まった結果のみを公開するということだろうと思います。協議会が公開

を原則としている以上、都合が悪いことでも住民に知らせていくことは当然のことか

と思います。 

やはり平成の大合併の議論の最中でしたが、中川村で住民投票を求める直接請求を

審議する委員会を私も傍聴しておりましたが、突然の委員長の「秘密会にする。」との

宣言があって、傍聴者も報道も締め出されました。そのことが住民の大きな不信感を

買ったことを考えると、消防広域化協議会を非公開とすることは、上伊那広域連合の

歴史の汚点となるとも考えられますので、曽我副連合長初め中川選出の議員の皆様に

は、協議会公開の努力をしていただきたく、少なくとも、中川村の議会の中に、そう

した意見があることだけは伝えていただきたいと思います。 

さて、今回の消防広域化が市町村合併のときに進め方に大変よく似ていると、さき

に述べました。期限を切って財政の面から継続か破綻かの選択を迫る、あたかも恫喝

的なやり方だと思いますが、あの合併問題は、財政の問題以上に住民として中川村の

自治権を守れるかどうかのせめぎ合いだったと私なりには総括しております。 

消防の広域化は、今よりもっと住民の生命、財産を守り、安全と安心に役立つのか、

まず、その点からの検証が何よりも先にやるべきことだと考えます。住民の生命、財

産を守り、安全と安心を今より飛躍的に高めることであれば、地区ごとの負担割合の

問題はあるとしても、万難を排しても推進しなければならないことだと思います。 

若干、前段が長くなりました。 

以前に伊南行政組合の全協で示されました資料の上伊那地域で消防広域化を行う場

合のメリット及び調整事項に書かれておりますメリットが本当に中川村にも当てはま

るメリットなのか、私は疑問を持ちました。その資料に基づいて質問いたします。 

順に質問しますので、順にお答えいただきたいと思いますが、まず、住民サービス

の向上として、一番目に一番上に書かれている広域化のメリットは、「各消防署の管轄

区域見直しにより、直近消防署からの出動となり、現場到着時間が短縮される」とあ

ります。このメリットは、中川村ではどういう形で享受できるのでしょうか。つまり、
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広域化すると、南署から来るよりも早く来られる直近の管轄となると、そうした地域

が中川村にあるかどうかということ、まず、この点を質問いたします。 

○総務課長  それでは、私のほうからお答えをさせていただきますが、最初に、上伊那広域連合

の合併に関しての議論の中で非公開としたというふうにおっしゃられたわけでありま

すが、この非公開としたのは、上伊那消防合併協議会の場でありまして、広域連合は、

オブザーバーとして、そこに加わるだけでございますので、広域連合が進めているわ

けではございません。 

それから、もう１つ、今回、なぜ、そのことで非公開としたかということでありま

すが、伊南行政組合の消防と伊那消防組合の状況が、多少、異なっておりまして、伊

那消防組合につきましては、現在の消防署が手狭であり、かつ耐震不足という中で、

新しい指令署といいますか、そういったものを検討をしている中で、今度の合併に関

しての議論が進む中では、場所が先行して、非常に、そのことにより、議論が非常に、

こう、合併の議論が、そちらのほうと絡んでですね、非常に難しくなるという、そう

いうことがあったもんですから非公開としたということでありまして、決して、何て

いいますか、住民に知らせないということではないということを、まず、申し上げて

おいて、ご質問にお答えをしたいと思います。 

まず、今回の出動区域の見直しでありますけれども、南消防署の出動区域は、変更

はありません。従来と同じであるので、中川村への影響はないというふうに考えてお

ります。 

また、消防自動車、救急搬送車、各２台を南署で所持しておりますけれども、２台

とも出払っている場合につきましては、北署が応援に駆けつける体制は変わりがござ

いません。 

この間、伊南行政組合議会の全員協議会のときに牧ヶ原で火災が発生をいたしまし

たけれども、あのときにも、北署が、南署の消防車が１台、出払っておりましたので、

北署も駆けつけております。 

現場到着時間が短縮されるというのは、指令センターに備える高機能装置によると

ころが大きいということで、ＮＴＴ電話及び携帯電話から発信場所を特定するシステ

ムを備えていこうという計画がありまして、場所の不慣れな署員にとっては時間短縮

につながるケースが中にはあろうかというふうに思っております。 

○７  番 （湯澤 賢一） この質問も、非常にお答えいただくのも申しわけないような、わか

り切った質問だったと思いますが、その前に、今、協議会の非公開ということを、私、

言いましたが、これ、何か間違っておりますか。広域連合とは言わなかったです。協

議会が非公開とされる、これについて、新聞論調なんかも、何か不満めいた論調で書

かれておったというように思いますが。 

○総務課長  協議会を非公開としたということは確かにおっしゃいましたけれども、上伊那広域

連合の歴史の汚点というふうなことも言われたような気がしますが、それは、そうい

うことではございませんということを言いたかったということです。 

○７  番 （湯澤 賢一） それでは、２番目に書かれているメリットとして「高機能指令セン
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ターの整備により、災害現場の特定が短時間となり、119 番通報から出動までの時間

が迅速になり、現場到着までの迅速化が図られる」とあります。現在、中川村から 110

番や 119 番通報は、何々地区のどこ付近という通報で、ただそれだけで、管轄の南署

では、災害現場は、ほとんどの場合、特定できるのではないでしょうか。中川村の災

害現場からの通報を受けて、南署では数秒で、あるいは瞬時に災害現場が特定できて

いるのではないかと思います。広域化による高機能指令センターの整備により、まさ

に 30km 圏外の消防本部から中川村の災害現場の特定が今よりも短時間になるという、

このことは、どういうシステムなのか説明をお願いいたします。 

○総務課長  確かに、災害現場、中川村のことを考えていただきますと、うちが、大体、あそこ

ら辺の、あのうち、あるいは、あのあたりのあの山の向こうのこのあたりというよう

に、私どもは特定することは容易であろうかと思います。しかし、南署の職員の中で

も、やはり不慣れな職員がいるわけでありまして、例えば、夜間の救急出動やなんか

のことを考えますと、なかなか、その道が狭いというようなこともありますし、高機

能の、ちょっと大きな救急車で駆けつけるということもありまして、なかなか、その

現場には、すぐには、素早く駆けつけるということが常にできているかというと、そ

うでもないというふうに理解をしているわけであります。 

まず、現在の、その伊南行政組合の場合でありますけれども、すべての 119 番の通

報は北署の通信室のほうに入ります。固定電話と携帯電話につきましては、通報者か

ら住所情報を聞き取りまして、指令台に入力して、場所を特定をし、出動指令を出し

ております。 

広域になった場合には、上伊那地域のすべての 119 番通報は新指令センターに入電

します。固定電話での通報の場合は、発信地表示システムを使いますと、通報者の場

所が地図上に表示することができますし、迅速に場所の特定ができるということがあ

ります。携帯電話の場合も、位置情報通知システムを使用いたしますと、通報した携

帯電話の機種によって誤差はあるわけでありますけれども、通報者の位置が、ある程

度、特定することができるということであります。近年は携帯電話からの通報が非常

に多くなっているようでありまして、特に、こちらのほうに来られた観光客が具合が

悪くなったとか、あるいは、アパートに入られた入所されている方、中川村では、ちょっ

と考えられないんですけれども、そういった方たちには、住所等も明確に言えない場

合があるということ、こういった事情から、通報者の場所を特定することに時間を要

するときは、高機能の指令システムを導入することによりまして現状より迅速で、か

つ確実に場所の特定ができる、現場到着時間の短縮につながるということが期待がで

きるということであります。 

近隣では、観光客が、先ほど申しましたが、気分が悪くなってですね、携帯電話で

119 番をしたわけですけれども、観光客は場所がわからなくてですね、現場の特定に

時間がかかったという例を、ちょっと問い合わせましたら、そういう例があったとい

うようなことでありまして、新しいシステムを入れますと、こういったことがかなり

減らせるというメリットがあるということでございます。 
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○７  番 （湯澤 賢一） 南署でも、その中川村のことをすべて知られているわけではないか

と思いますが、高機能指令センターになったら、さらに、もっと、なれば、それが解

決できるというところに、もう１つ、ちょっとよくわからないんですが、今、携帯電

話のお話がありました。これは納得できます。多分、今、機能が携帯電話はどこだっ

ていうことが何か表示できるようになっているんだろうなと、自分も、ちょっと、そ

の辺はよくわかりませんが、思います。ただ、やはり、どこで何があったかという、

その通報は、被災者が、あるいは、その周りの方がやられると思いますので、では、

中川村の場合、何々、どこの何々であるがという通報は、こういう高機能指令センター

の消防本部が受けるわけね？その個人から受けるわけですよね。だから、その分が、

ちょっと想像力が不足しているせいか、どうして早くなるのか、今よりもというとこ

ろが、携帯電話の場合は、確かに、そういうことがあるかなと思いますけれども、よ

くわからないので、もし、もうちょっとわかりやすく説明していただけたらありがた

いです。 

○総務課長  通信指令といいますか、新しい指令センターには、先ほど言いましたように、固定

電話、それから携帯電話についてはＧＰＳという機能があるようでありまして、そこ

から位置が特定されると、例えば、中川村の、例えばですね、中組のこのあたりで救

急の、どうも患者さんが発生したぞというのは、電話で、こう、場所までわかるシス

テムを携帯、載せます。それをですね、一番近い、現状の中で、どこが近いかという

のは、明らかに南署になるわけですけど、仮に、南署の救急車が２台、出払っていた

場合には、すぐ近いところはどこか探しまして、待機のところの北署、北消防署に指

示をいたします。指示をされた救急車は、同じように、このどこへ行けという、カー

ナビみたいなものをすべての車両に搭載をいたしますので、それを見た上で出動がで

きますので、不慣れであっても間違いなくそちらのほうに行くことができると、こう

いうことがメリットであるということで申し上げたいと思います。これは、救急車ばっ

かりじゃなくて、消防自動車についても同じでありますので、そういう面で、実際に

効果が発揮されることが期待されるということであります。 

○７  番 （湯澤 賢一） それなりに、また、もう少し検証してみたいと思いますが、次には、

このメリットとして３番目に書かれている問題で「組織体制の一本化により、自賄方

式」というんですかね、「小規模消防本部を同時に解消し、消防力の強化ができる」と

しています。消防組合が構成市町村で経費をそれぞれ出し合って、そこで組合全体と

しての財政運営をするというのが本来の消防組合のあり方だと思いますが、中には、

職員の給与は、例えば中川村の職員分は中川村で支払うというような、一部が自賄方

式の組合もあるようですが、現在の伊南行政組合の消防本部は、この自賄方式を含ま

ない消防本部に中川村の負担分を納める形で、要するに、ほかの町村の方々と差別が

ないような給料っていうような形で運営されているという認識でよろしいわけでしょ

うか。 

○総務課長  伊南行政組合の職員でありますので、これによって賄っております。私どものほう

から負担金を出させていただいていると、上伊那の伊南の４市町村は同じ形でありま
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す。 

○７  番 （湯澤 賢一） わかりました。 

広域化されても、よく言われるんですが、南署も北署も、今までどおり残るという

ことで、その部分は、全く今までと同じなんだというふうなことがよく説明されます。

この部分で、例えば、上伊那消防広域化研究会が出した上伊那地域の消防広域化に向

けた将来像の中に目指す消防の姿が掲載されております。お手元に資料を配付させて

いただきましたので、ごらんいただきたいと思いますが、現在、伊那消防署では、こ

の図によりますと、職員が 141 人、救急車が８台、消防車が、各、いろいろ混ぜて 10

台、それからはしご車１台というふうな形、それから、伊南行政組合では、職員が 65

人、救急車４台、消防車が各種合わせて６台というふうになっております。これが、

資料によりますと、このさらに一番右の広域化されたイメージでは、単純に伊那と伊

南を合計しただけの数字になっております。この数字を眺めていても、この数字だけ

では、どうして自賄方式と小規模消防本部を同時に解消して、消防力の強化がどうで

きるのかということがよくわかりません。現在と広域化後のイメージ図を見ての違い

は、伊那と伊南に各１つある、この図で指令センターが、高機能指令センターをつく

ること、このことだけが、ちょっと違うのかなあと、要するに、この部分が、すごい

大きなメリットがあるんだというふうな説明かと思いますが、この部分も、ちょっと、

もう１つ、先ほどのことと、若干、関連しているかもしれませんが、教えていただけ

ればありがたい。 

また、もう１つ、ちょっと、これは老婆心かもわかりませんが、職員数や救急車、

消防自動車の伊那広域の、上伊那広域の全体の総台数、あるいは総人数が変わらなく

ても、消防署ごとの台数、つまり南署の台数を減らして伊那署に増やすというような

ことはあり得ないというふうに思っていてよろしいんでしょうか。 

その２点、お願いいたします。 

○総務課長  先ほど議員が配っていただいた説明書はですね、昨年の３月 14 日の議会開会中に開

催をさせていただきました議会全員協議会で、この場で配らせていただいた物かと思

います。この段階で見ていただきますのは、このことを、もし仮にですね、合併する

ことによって消防署の署員が縮小される、あるいは現行の台数が減らされるというこ

とが、もう、数の上で明らかであるならば、これは、もう、皆さん反対するというこ

とが十分考えられますし、この段階では、こういう資料だけお出しをしたと、いろん

な憶測を呼びますので、そういうことであります。 

それから、もう１つ、その合併したらどうなるんだと、南署についてでありますけ

れども、先ほど、私、申し上げましたとおり、南署は受け持っているところが一番小

さいかとは思いますけれども、先ほど言いましたとおり、消防自動車２台、それから

救急自動車、救急搬送車２台と、各２台を保有しておりまして、これは最低の数であ

ります。これを運営をするために署員を当直、宿直の人数を確保しながら運営をして

いるということでありまして、この最低の数は確保していく必要がありますので、車

の台数等を減らして、これを、例えば、北署や、大きいところの伊那消防署のほうに
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１台増やして、こちらの数を減らすということはないというふうに認識をしておりま

す。 

○７  番 （湯澤 賢一） 若干、老婆心的な心配だったかもわかりませんが、そんなことはあ

り得ないと、南署が縮小されて伊那が大きくするなんていうことはあり得ないという

ふうな判断でよろしいということであります。 

それから、４番目に書かれておりますことは、「出動時、出動態勢が強化され、災害

規模、種別に合わせ複数署から複数部隊や特殊装備を積載した部隊が出動できる」と

あります。まず、複数署から複数部隊の出動が必要な災害であるのかどうか、それは、

災害現場の住民の通報で消防本部が判断するのでしょうか。あるいは、災害現場の判

断や役場がするのでしょうか。初動時出動態勢が強化できるとするなら、通報を受け

た消防本部が初動時で判断する判断材料はどういう形になるのかお聞きしたいと思い

ます。 

○総務課長  まず、通報を受けたときの判断材料は、まず、今でもそうでありますけれども、指

令センターに入ったときに、指令センターの中から判断をして指示を出すということ

になります。例えば、今の場合ですと、きょうも火事があったわけでありますが、通

報を受けた南署、消防自動車が出動します。それとあわせまして指令車も一緒に出て

いきますので、これで火災の状況については、南署、あるいは本部とのやりとりをし

ながらも、応援をどうするかとか、規模を、そこで判断をいたしまして、応援体制を

行うということでありますので、役場が判断をするのでもなければ、指令本部が、直

接、受けたときに判断をするというものでもございません。最終的には、指令車のほ

うで応援をしてくれというような判断がされたとしたら、指令センターのほうから新

たに増車出動を指示をするというようなシステムになっているということでございま

す。 

○７  番 （湯澤 賢一） これには、初動時の出動態勢が強化という、だから、通報を受けた

時点での、その最初の初動の態勢が強化できるというふうになっております。この辺

も、まだ、さらに検証していく必要があるのではないかと、どういう通報がされるの

か、どういう通報が来るのかということが、多分、通報を出すこちら側も非常に難し

い問題があるのかなあという気がいたします。 

次に、５番目のことについてお聞きしますが、５番目としてメリットに書かれてい

る「はしご車や化学車などの特殊車両は、確知時から」要するに知ったときから「上

伊那全域へ出動が可能になる」とあります。はしご車は、中川村では余り出動の機会

がないと思います。広域化することではしご車の応援が得られるようになるのはどの

ような場合か、あるいは、どのような地域か。それで、はしご車の定義というのはど

んなものかということも、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○総務課長  はしご車の整備の基準についてでありますが、高さ 15ｍ以上の中高層建築物がおお

むね 10 棟以上、または劇場、映画館、集会所、百貨店、展示場、旅館、ホテルなど、

病院、診療所も含むわけでありますが、こういったものの中高層建築物がおおむね５

棟以上で１台以上のはしご車が必要というようなことのようであります。したがいま
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して、伊那市、駒ヶ根市が想定を、今の中ではされるのかなあというふうに思ってお

ります。 

中川村では、非常に、このはしご車の出動を想定することは、まずないだろうとい

うわけでありますが、お聞きをしましたら、火災以外で、全国的には、その中州に、

増水したときに、釣り人だと思いますが、中州に取りの残されてしまって、この方を

はしご車を使って救助したという例があるようであります。どういうふうにしたかは、

ちょっとわかりませんが、ですから、まあ、中川村でのはしご車の出動は、まず、な

いというふうにお考えいただければいいのかなというふうに思います。 

○７  番 （湯澤 賢一） 上伊那全体では、やっぱり、はしご車が１台ぐらいはあってもいい

のではないかと、そのためには広域化をしなくてはならないというふうなことかもわ

かりませんが、６番目に書かれておりますことは「上伊那メディカルコントロール協

議会との連携から救急活動の統一が図りやすく、より質の高い救急業務の提供ができ

る」とあります。メディカルコントロール協議会とはどういう会なのか、それによっ

て救急活動の統一とはどういうことなのか、質の高い救急業務とは具体的にはどうい

うことか、また、メディカルコントロール協議会は消防組織を広域化する、しないに

かかわらず救急活動が円滑にできるようにするために設立された協議会とも考えられ

ますが、上伊那の広域にしないと救急活動の統一が図りにくいのか、伊南行政組合で

は連携ができないのか、この点をお聞きします。 

○総務課長  メディカルコントロール協議会は、医療行為ができるのはお医者さんでありますし、

病院によっては、搬送する先には専門医がいらっしゃいますので、これを救急隊員、

かなりの資格を持った者が行って、医師の指示を仰ぎながら、どこに搬送するか、ど

ういう処置をとるかということを素早くかつ迅速にできるように、日常的にといいま

すか、こういう場であらかじめ医師の皆さんと協議をして体制をとっているという重

要な会議であります。 

何をするかということでありますけれども、上伊那メディカルコントロール協議会

につきましては、今、申し上げたような部分でのメディカルコントロールを担当する

救急医療機関と医師を選定をすること、それから、病院に到着する前の救護に係る消

防機関と医療機関の連携のあり方について検討をすること、それから、やることの手

順書ですね、何といいますか、どういう処置を、まず、やることが一番大事かという

ことの手順書とマニュアルを一緒に協議会の場でつくっていくということ、それから、

救急救命時に対する指示の体制、それから、救急隊員に対する指導、助言をこの場で

調整をする等々、幾つか、５項目くらいの大きな要素があるわけであります。 

当然、申し上げたとおり、上伊那の医師会長さん、それから医師会の副会長さん、

それから伊那保健福祉事務所長ほか、救急病院の病院長、消防本部の所長、今現在で

は伊南行政組合消防本部、それから伊那消防組合、この２名の長が入って組織をして

いるわけでありますけれども、おっしゃるとおり、別に、今でも問題になっているわ

けでありませんが、これが一本化されれば、伊南消防組合、伊南行政組合消防本部、

それから伊那消防署、伊那消防組合って、こう、頭が２つじゃなくて、これが１つに
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なりますので、そういう意味での流れといいますかがよくなるかなあというふうに

思っているところであります。特に、だからと言って、このことが、合併をしないと

これがうまくいかないと、流れないということではありません。 

○７  番 （湯澤 賢一） 住民サービスのメリットという中で書かれているものについて順に

質問してまいりました。 

私としては、どうして、ほとんど今までと変わりがないのではないかというふうな、

今の状態で十分ではないかというふうな気がしておりましたが、若干、やはり広域に

したほうがいい部分もあるということも理解はできた部分もあります。 

しかし、全体としては、中川村にとっては余りサービスの向上にはならないメリッ

トのようにも思います。っていうのは、やはり広域化のメリット、こうした形の広域

化のメリットというのは、どう考えても人口 30 万とか 50 万とか 100 万とかの非常に

大きな大都会の行政区の入り組んだ行政体では大きな効果がるのかなあと思いますが、

それを、ほとんどそのまま中川村に無理やり当てはめてもメリットは少ないのではな

いか。 

もう１点、この件についてお聞きしますが、消防体制の基盤強化としての７点目の

メリットとして、スケールを大きくすれば大きな災害に対応する体制が強化できると

いう考え方、つまり１対１は２になるという考え方だと思いますが、なるほど、上伊

那の広域のどこか１カ所に大災害が発生した場合、上伊那広域の全体の消防力がそこ

に集中させて使えることを頭上で想定すれば、広域化大変有意義なことにも思います

が、しかし、地震などの大きな災害や何百年に一度の地震や大豪雨などの大規模な自

然災害は、恐らく中川村だけで発生するものではなく、例えば伊那谷断層の活動が地

震を引き起こした場合は、上伊那全体が被災地になることも考えられます。その場合、

広域化が、組織が大きくなることから地震などによる大災害への対応能力や広域的な

受援体制が強化されると書かれていることが災害現場で実現できるかどうか、それが

本当にできるかどうか、私は大変疑問に思います。また、さらに大きな県の枠を超え

るような、例えば東日本大震災のようなあちこちの全国的な受援を受け入れるような

場合については、また別な形で考えるべきだと私は思いますが、この件については、

見解の相違もあろうかと思いますので、答弁は要りません。 

次に、消防救急無線のデジタル化と新指令センターの一本化整備が中川村にとって

今よりよくなる点についてはどういう点なのかについて質問いたします。 

消防財政の効率化と整備費用の低減化として４点書かれておりますが、ここを読む

と、広域化の目的が経費の節減が主たる目的のように思います。その中の４番目とし

て「消防救急無線デジタル一本化整備、通信指令センター一本化整備により、経費の

削減ができる」とあります。消防救急無線をデジタル化することが、動かすことので

きない、もう、法律で決められた前提で、消防救急無線のデジタル化が電波法審査基

準の改正により 28 年５月 31 日までにアナログ方式からデジタル方式へ移行する、さ

きにも申し上げましたが、ことが定められたことから、どうしてもやらなければなら

ない、しかし、多大な費用がかかるために費用削減のためのスケールメリットのため
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に広域化せざるを得ない、この広域化には、どうした苦肉の策の一面もあるのではな

いかと思います。 

中川村第５次総合計画によりますと、その第３章で、安心・安全の確保の、その第

３節の防災のところで「防災行政無線は平成 21 年度にデジタル化の整備を行い、防災

状況の住民への迅速な伝達や災害発生後には安否確認、被害の状況の把握、村民生活

の支援に必要な情報収集など、行政と地域の双方向での通信が可能になりました」と

あります。さらに「消防団無線は消防団車輌への無線機の搭載を積載車の更新に合わ

せて実施しているが、現行の使用期限」つまり平成 28 年５月「までにデジタル化が必

要になる」とあります。つまり、消防団の積載車の無線もデジタル化しなくてはなら

ないということです。防災行政無線には、もう既に 21 年にデジタル化されております。

私、この機能に双方向でという、これがあるという話は聞いていたけど、実際に、こ

れ、だれか使えるのかどうかという、ちょっとその部分は疑問がありますが、全村を

網羅できる放送による固定的周波数、ここにあるらしいんですが、その周波数とは違

う、もう１種類の、移動できるもう１つの周波数の電波があって、それを使えば消防

団車輌に積載する無線のデジタル化は可能だと聞きました。これは非常に安く、費用

が安くて済むんだと、消防団車輌のデジタル化は、新たには、それ自体、大きな費用

がかかるので、防災行政無線の移動用の周波数を使ってデジタル化しようと、そこの

ところを研究しているというふうにお聞きしましたが、この消防団無線のデジタル化

と電波法審査基準の改正による上伊那広域が取り組もうとしている広域消防デジタル

化とは関連があるのかどうか、この件に関しては、特に通告してありませんが、わか

りましたら端的で結構ですので教えていただきたい。消防団無線のデジタル化と広域

消防のデジタル化とは関係があるのかどうかという、この部分をお願いいたします。 

○総務課長  関係はございません。広域でやろうとしておりますのは、各署のほうに通知をいた

します火災や救急の、あるいは災害時のときの情報の連絡網をデジタル化をしようと

いうことでありまして、各団につきましては、各市町村で、今のところ、おっしゃら

れたとおり、平成 28 年の５月 30 日がアナログ波が使える期限でございますので、そ

れまでにどのような形で整備するか、いずれにしても、移動系のデジタル消防自動車

ですとか、そういったところに積載をして、本部と通信を可能にするのは移動系とい

うふうに言うわけですけど、にするのか、あるいは、今、同報の中川村の防災行政無

線を使っておりますが、それに乗っけるような形でできるのかということも含めて考

えるわけでありますが、今度、広域化の消防無線のデジタル化とは違います。明らか

に違いますので、よろしくお願いします。 

○７  番 （湯澤 賢一） 指令業務っていうのは、従来、各消防本部が単独で施設を整備、運

用することが原則としておりました。そのほうが各地区ごとに違う条件下での特殊で

複雑な災害対応や高度な救急サービス等に対応できたからだと思います。例えば一本

化された、広域化で一本化された 30km 先の指令センターから、こういう言い方は、

ちょっときついかもしれませんが、災害現場へカーナビでなければ到着できない指令

に私たちの村の安全を任せるのかどうか、私は、実は、まだ、大変疑問だと思ってお
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ります。指令業務の一本化で今までどおり、特に 119 番通報に迅速に対応できるかど

うか、携帯電話の話や、いろいろありましたが、不安はないのか、ほかに方法はない

のか、つまり、デジタル化されている村の行政無線の、今、おっしゃった電波を使っ

ての消防救急無線の代替案とする可能性は全くないのか、その辺について、ちょっと

お聞きしたいと思います。 

○総務課長  今の、その消防組織、中川村は、伊南４市町村と申し上げますけれども、何年前で

すか、一本化をいたしました。伊南行政組合消防本部として一本化をしました。その

ときの議論はどうだったかといいますと、やはり広域で指令を一つにして、広域でま

とめて、職員が専門家となって、消防、それから救急業務に当たったほうが、より住

民の安心と安全が得られるということで一つにして、そのときには、今現在では、伊

南、南署と北署を整備をしてきたいという経過がございます。今回の合併についても

同じようなことが言えるわけでありして、住民の皆さんから見れば、１つは、何てい

いますか、その安心や安全がより確保できるんであれば、やはり、これは、合併につ

いてはＯＫであろうし、また、その合併によりまして、中川村が、大きくすることに

よって新たな負担を強いられるようなことがあれば、これはどうかという、そういう

観点もあるわけでありますけれども、第一は、村民の安心と安全が確保されるという

ことだと思います。 

これが、一つ、一緒になるっていうのは、確かに、おっしゃるとおり、無線のデジ

タル化、アナログ波は、もう、これは、３年後の５月 30 日までだよということで期限

が定められているので、議論の中で、それぞれに整備をするのか、それとも合併した

としたら、どちらがいいかとっていうことを現実の話として議論していったことは間

違いございません。その中で、やはり、合併した上で整備をして、それから、将来的

には、先ほどお話のありましたとおり、救急自動車、それから消防車、はしご車、科

学車、もちろんでありますけれども、こういったものも、長い、そのスパンの中で整

備をしてったときには、それは伊那へ入れるやつも、中川の村民が負担することにな

るわけですけど、長い目で見たときには、そちらの方が得であろうという議論の上に

立って、今、そのことを議論しているわけでありまして、住民の皆さんから見ると、

なかなか密室でというふうに映るかもしれませんが、あくまで協議会の中では、そう

いうスタンスで議論をしているということを、まず、ご理解をいただきたいというこ

とでございます。よろしくお願いします。 

○７  番 （湯澤 賢一） 今、総務課長おっしゃられましたように、やっぱり住民の中には、

やはり、いろんなことに、消防が遠くへ行ってしまうような気がして疑問や不安がた

くさんあるかと思います。自治体消防の一掃というものは、戦後の憲法から出発して

いるそうですが、まさに自賄方式で、自分の村は自分たちで守る原点は、中川村には

地形や住民の年齢構成、その他、独自の中川村の防災のあり方があるように、それぞ

れ各自治体ごとで違うということが主な理由かと思います。 

例えば、今、中川村で、当面、どうしてもドクターヘリのヘリポートは、やっぱり、

大至急、要るんではないか、あるいは、集中豪雨では、中川村では、大河川もさるこ
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とながら、普段は水が流れていないような小河川や小さな沢に大きな危険があること

は、36 年の災害の大きな教訓であります。 

私は、消防救急無線のデジタル化に反対できるほどの技術的な知識はありません。

今、説明を聞けば、ああ、なるほどなというふうに思ってしまう程度ですが、ただ、

指令本部の一本化には、本当に、ちょっと、まだまだ疑問があります。私は、伊南行

政の今やっている範囲までが、本当にきめ細かさということではぎりぎりいっぱいの

広域化だと、こんなふうに思っているところであります。 

中川村の防災は伊南行政組合の消防署の、それも南署との今以上の密接な関係を重

要課題とすべきではないのかなと、もっと大きな災害については、それこそ、災害、

お互いさまというような感じで、しっかりした協定をそれぞれに結んでいけばいいの

ではないかというふうに考えております。 

村長は、上伊那広域連合が財政支援で取り組んだたかずやの里の問題では、その市

町村の負担割合で、中川村村民が起きる不公平に対して、頑固にその非を主張したと

お聞きしました。私自身は、この問題では、若干、村長で考え置くことにしますが、

しかし、村民の利益を守る村長の強い姿勢には、本当に驚嘆する思いであります。村

外からも、中川村の村長はすごいねという声が聞こえてきました。 

消防広域化の問題でも、伊南行政組合の議会任せということはないとは思いますが、

単にデジタル化等の時代の流れと妥協しないで、村として村民の安心・安全のさまざ

まな角度からの検討と慎重な審議を求めます。もし、村長、ご意見お願いできればあ

りがたいですが。 

○村  長  この件は、再三お話がありましように、もともとは、その無線のデジタル化をして

いかなくてはいけないというところからのスタートであります。その前の段階として

は、県として一本化したいとか、県の方針として県として一本化とか、あるいは県全

体を２つの消防本部にしたらどうかとか、いろいろ、そういう大がかりな話がありま

したが、その話も、いろいろやってみたけども、やっぱり、それは、ちょっと無理か

なあみたいなことで、途中で立ち消えになりましたが、デジタル無線にしていかなく

てはいけないということ、それは、その一緒にやるかどうかは別にして、ともかく、

それぞれやっていかなくちゃいけない、消防団無線もデジタル化していかなくてはい

けないという、そういう状況の中で、伊南としてもやっていかなくてはいけない、そ

れから、上伊那の北のほうとしてもやっていかなくてはいけないという中で、１つに

は、それを同時に１つの仕組みでシステムとして入れていけば安くなるんだというよ

うなことがありまして、まず、だから、常備消防の一本化とデジタル無線の一本化と

は、１つの別の話としてお考えいただいて、ともかくデジタル化はしなくちゃいけな

い、するんだったら一本化したほうが得だねと、それぞれ負担が少なくて済むよね、

そうなってくると、当然、その指令センター、情報を受ける場所も１カ所になるよね

と、それについては、今おっしゃったようないろんな不安があるけれども、先進事例

を見て、その今の新しい技術だと、電話をかけてきたときに、オートマティックに、

そのかけてきた場所が瞬時に地図上で示されて、それが指令センターでもわかるし、
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救急車とか消防車の中でも見られるから、すぐにそこに向かって走り出すことができ

るというような、そういう意味のカバーができる。 

ただ、おっしゃっているとおりですね、いろいろ、ほとんどの場合、見えるのは、

南署から見えるので、今までどおり、きょうも５回目の、この数週間で５回目の出動

があって、消防団の皆さんとも消防署の常備消防の皆さんとも、もう、しょっちゅう

接点があって、中川の土地勘も持っていらっしゃる方々に来ていただけているわけな

んですけども、それにしても、どこか道の工事をやっているとかですね、どこどこの

沢水が、きょうは、最近、枯れているから、どこから水がとれんとかですね、ここか

らだったらとれるとか、そういうふうな地の利っていうふうなことも、やっぱり必要

だと思います。だから、南署の皆さん方との、おっしゃるとおり、コミュニケーショ

ンも大事だし、消防団、バックアップする消防団の力というのもすごく大事なことか

なというふうなことを思います。 

そんなことをしながらですね、守っていく、その地域で、いい体制でですね、迅速

に、新しい仕組みがあれば、メリットもデメリットもあるかと思いますけども、運用

上でですね、今、申し上げたようなこともしながら、運用上のカバーもしながら、い

いところを生かし、デメリットが生まれないようなことをしていきたいなというふう

に思っています。 

それと、これに至るにはですね、伊南行政とか上伊那広域だけでの一部の人たちだ

けでやっているわけではなくて、常備消防の方だけではなくて、例えば、中川村もで

すね、消防団の団長経験者の消防委員の方なんかにも、繰り返し会議に参加していた

だいて、一番、その中川村のこれまでのことも、いろんなことがあったということも

知っておられる立場の中で、どういうのがいいのか、いろんな立場の人が入りながら、

ああでもない、こうでもないという中でですね、いい形をつくってきていただいたと

いうことだと思います。 

最初に、ついでに申し上げると、そのマスコミの皆さんなしでというふうな話でし

たが、どうしても、やっぱり、限られた紙面の報道になっちゃうと、それぞれが検討

中だというふうな、こういう提案がなされましたということだけでも、それがひとり

歩きを、どうもしていってしまって、こんなふうになったらしいじゃないかというふ

うな形で、その広域の議会に入っていない議員の皆さんなんかに、こう、どうなって

いるの？みたいな話があったときに、わからないみたいなことがあったというふうな

ことで、ちょっと、きちっと全協等々でお話をして、議会の皆さん方にもご説明した

上で、一般のマスコミのほうにはお知らせをしようという、そういうふうな話になっ

たというふうなことで、ですので、この間も全協に来ていただいてお話をしてもらい

ましたけども、そういう形で議会の皆さん方にもお話、ご説明をしながら、その上で

一般の村民、住民の皆さん方にもお知らせをしていかないかんなという、そういう段

取りをだいじにせないかんという、そういう中から生まれてきたことであって、別に

知らせんうちにすべて方をつけてしまおうということではないかというふうに思いま

す。 
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○７  番 （湯澤 賢一） 以上で質問を終わります。 

○議  長  これで湯澤賢一議員の一般質問を終わります。 

次に、１番 中塚礼次郎議員。 

○１  番 （中塚礼次郎） 私は、さきに通告いたしました２問について質問いたします。 

まず、最初にＴＰＰ交渉参加表明断固阻止の取り組みについて質問をいたします。 

安倍首相は、オバマ大統領との首脳会談を通じてＴＰＰ交渉参加に踏み出す意向を

表明しました。農業、医療、建設、消費者、放送など、国民の多数がＴＰＰ交渉参加

に反対し、地方自治体議会の９割以上が反対、慎重の決議を上げているにもかかわら

ず、それを押し切って日米首脳会談の場で交渉参加に踏み出すという暴挙にかじを切

りました。 

発表された日米ＴＰＰ共同声明文書では、冒頭にすべての物品が交渉の対象とされ

ると明記され、ＴＰＰ交渉参加国が確認しているＴＰＰのアウトラインに基づく協定

を達成することを確認しています。ＴＰＰのアウトラインは、関税並びに物品、サー

ビスの貿易及び、投資、その他の障壁を撤廃することを明記しているものであり、ア

ウトラインの達成とは関税と非課税障壁の聖域なき撤廃にほかなりません。共同声明

は、特定の農産物の重要性に言及し、一方的にすべての関税を撤廃するよう事前に約

束することを求めるものではないとしています。 

安倍首相は、これを根拠に、ＴＰＰでは聖域なき関税撤廃が前提でないということ

が明確になったと述べていますが、これは重要品目を例外扱いすることを認めたもの

では毛頭なく、交渉の中で言うだけは言ってみることを認めた程度のものに過ぎませ

ん。 

また、ＴＰＰ交渉参加によって私たちの命と健康を守る公的医療保険制度が揺らが

されることが懸念されます。日本医師会は、ＴＰＰの対象に仮に公的医療保険がその

ものが訴状に乗らなくても、知的財産分野における薬価や医療技術、金融サービスに

おける私的医療保険の拡大、投資分野における株式会社の参入、この３つが対象にな

れば、国民皆保険の崩壊につながることを指摘しています。国民皆保険を守るために

は、公的医療給付範囲が将来にわたって維持すること、保険外診療の拡大につながる

混合診療を全面解禁しないこと、営利企業を医療機関経営に参入させないことが必要

だと訴えています。 

村長が所信表明の中で述べられたＴＰＰや原発の問題は、私たちの命と暮らしを守

る上で大変重要な問題です。住民の命を暮らしを守ることは、行政を預かる長とし、

議員として守り抜かなければならない責務であり、この立場に立ち切れるか、貫くこ

とができるかどうかではないでしょうか。 

村長が、この８年間、そして、これからも、これから先もぶれることなく貫いてい

くことに私は敬意を表します。 

ＴＰＰへの交渉参加は、国民はもちろん、中川村村民の命と暮らしにかかわる重大

な問題です。多くの方たちの理解が必要ですし、重要であります。 

再度になりますが、村長の考えをお聞きしたいと思います。 
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○村  長  ＴＰＰについてご質問というか、どういう考えかということのご質問をいただきま

した。 

この間も、ちょっとお見せしたんですけども、後ろにもいらっしゃいますけども、

信濃毎日新聞、２月 24 日、安倍首相が東京に――東京じゃない、ワシントンに行って、

時の共同声明という話なんですけども、「関税撤廃例外を容認」というふうにこちらの

ほうには書いてあって、同じ日のですね、日本農業新聞では「ＴＰＰ例外補償なし」

というように全く違うニュアンスで書かれていると、どっちがほんまかいなという話

になるんですけども、信毎さんのほうにも、共同声明のポイントとして３ポイント挙

げてあるんですけども、挙げてあるところを見ると、最初から全部撤廃をするという

ことではないよと書いてあって、それぞれの国に、いろいろ難しい問題があるよねと

いうことが書いてあって、だけども、すべての物品が交渉の対象であって、包括的で

高い水準の協定を達成していくことになるというふうに書いてあるから、当たり前の

前提の部分だけを抜き取ってですね、安倍首相も、それから、信毎さんだけではない

と思いますよ、日本のほかのマスメディアはすべてなんですけども、例外が認められ

た、ああ、これでよかった、よかった、安心だというふうなニュアンスを醸し出して

いるというふうなところがすごく変だなというふうに思います。 

実は、先週あたりではですね、13 日、つまり、あしたですね、あしたに安倍首相は

参加表明をするんではないかというふうな、いろんな情報が飛び交っておりました。 

きょうは、朝、ＮＨＫでですね、アンケート調査の結果というのをやっていまして、

ＴＰＰに関して、日本の要望に沿った形で、その交渉の内容をですね、変えること、

変えられると期待していますかというふうな調査をしたと、そうすると 49％が、きっ

とできるというのと、それから、まあ、ある程度できるんじゃないかというのが 49％

の人が、これから交渉に参加して、日本に有利な状況をつくっていくことができるん

ではないかというような結果でしたということをＮＨＫの報道でありました。 

だけど、もう１回、これ、日本農業新聞、今朝の新聞ですが、ＴＰＰ合意で、アメ

リカが各国に説明した、既に成し遂げた、この既存の合意は修正できませんというよ

うな、これまでに参加した国が合意した内容については、新たに参加したところは、

それについて、もう１回考え直してちょうだいよということは言えないということが

書いてある、そのことについては、国会でも既に、答弁じゃないわ、質問があって問

題にされているにもかかわらず、そのＮＨＫの世論調査の結果って、その結果はそう

だったかもしれないけども、それにつけ加えて、だけども修正はできないんですよと

いうことをつけ加えないと正しい報道ではないと思うんですけども、ことＴＰＰに関

しては、いろいろ、日本のマスコミの報道ぶりというのが本当に踏み込んだ正しいと

ころまで行っていないというふうに思う部分が多いので、よろしくお願いしたいと思

いますが、それでですね、ＴＰＰについては、何が問題かっていうと、もう、議員さ

んもご存じのとおり、グローバル企業が自分たちの都合のいいルールで、今までの消

費者保護とか、いろんなルールがあるものをですね、自分の都合のいいものにどんど

んどんどん変えていこうという、だから、関税なんかは大した問題ではないと、関税
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よりも、それこそ為替のね、1 ドルが幾らになったかというほうの影響のほうがはる

かに大きいんで、関税で２％や３％税金をかけた、かけんかっていうことよりも、円

がどうなるかっていうことのほうがはるかに大きな影響を与えるので、本当は関税

じゃなくて、非関税障壁、つまり、そのそれぞれの国のこれまで積み上げてきた商習

慣をどれだけ守れるか、どれだけ壊されるかというふうな話かというふうに思います。 

これは、村のホームページの村長の部屋のＴＰＰ反対コーナーにも、この間、掲出

をしたんですけども、アメリカの市民団体がやっているテレビ番組、テレビかあれは

どうかわかりませんけども、ニュース番組がありまして、「デモクラシー・ナウ」とい

うふうな番組で、報道で賞も取っているやつなんですけども、独立した、広告なんか

で、そのお金をもらっていない、独立系の報道のプログラムなんですけども、そちら

でも、ＴＰＰについて漏れてきた情報の報道ということをしていまして、アメリカの

市民の皆さん方もＴＰＰについては非常に警戒、我々と同じ警戒をしています。それ

は、つまり、グローバル企業の都合のいいルールに国内ルールが全部書きかえられて

いくんではないかと、ＩＳＤ情報が一番ですよね、それ、おれは、この国でこれだけ

もうけようと思ってやっているのに、もうからん、もうからん理由は、この国の商習

慣が邪魔しているんだから、この商習慣はけしからんと言って、それに罰金をかけた

り、その商習慣を変えさせたりするっていうふうな、そういう仕組みがあって、それ

が保険の中で来れば、混合診療で健康保険制度が破壊されるんではないかとか、職の

安全の部分で行けば、遺伝子組み換え作物とか、それから狂牛病のおそれのある輸入

牛肉とかを、例えば学校給食に使わなくてはいけないような羽目に陥るんではないか

とか、いろんな、そんな心配があると思います。 

そういうことなんで、よく言われているような農業問題にとどまらない大きな影響

があるので、もう本当に正念場だと思いますけども、声を上げていかないと、この間

も、農協さんを中心として、チャオのところでありましたけども、声を上げていかな

くてはいけないし、参加表明しただけで、それで、もう終わっちゃったということに

はしないためにも、粘り強い、もう、あした、ひょっとすると、そういうことがある

のかもしれませんが、反対の声を上げていかなくてはいけないなというふうに思うと

ころでございます。 

○１  番 （中塚礼次郎） この間のＪＡの集会でも、私も参加して村長の発言を聞いておりま

した。まあ、心強く思って、今、また再度、聞かせていただきました。 

ＴＰＰ交渉参加反対の声と運動というのは、この中川村から全国へと大きく広がり

ました。３・11 の東日本大震災で、ちょっと出ばなをくじかれたような感はあるんで

すけれども、それで、このＴＰＰ交渉への参加と交渉推進というものは、今、村長が

言ったように、農業だけではなくて、日本の経済のあらゆる分野と消費生活に重大が

影響を与えて、地域経済やコミュニティーの破壊に拍車をかけるものです。 

かつて、木材の輸入自由化は、日本の森林資源を奪って、山村集落を破壊させてき

ました。 

ＴＰＰの交渉参加は、農業の問題だけでなく、ＩＳＤ、村長も言われました投資家
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対国家の紛争解決ということですが、ＴＰＰ交渉、そういったことでＩＳＤの問題、

職の安全・安心、医療、保険など、国の形を変える重要な内容を含むものです。 

昨年の12月の総選挙で当選した自民党議員295人のうち７割の205人が選挙公約で

ＴＰＰ参加に反対を表明してきました。政府自民党にＴＰＰに関する６項目の公約、

１つは政府が聖域なき関税撤廃を前提にする限り交渉参加に反対する、その２つは自

由貿易の理念に反する自動車等の工業製品の数値目標は受け入れられない、３つ目に

国民皆保険制度をまもる、４つ目に食の安全・安心の基準を守る、５つ目に国の主権

を損なうようなＩＳＤ条約は合意しない、６つ目に政府調達、金融サービス等は我が

国の特性を踏まえるというふうなことを、この６項目を守らせ、この美しい中川村の

自然、文化を次世代に引き渡すためにも、村民の生活を守るためにも、今、先ほど村

長が述べていただきましたので大変心強いんですが、今、自治体ぐるみで声を上げ、

行動を起こすときだというふうに私は思います。先ほど村長は、ちょっと述べました

ので、ちょっと八重るわけですが、村長の考えを、今、声を自治体として上げるべき

時ではないかというふうに私は思うんですが。 

○村  長  自治体としてということになると、議会と一緒に決議をしてとかいうふうなことか

と思いますけども、なかなか、そういうのも、どこまで広がっていって大きな声にな

るのかっていうのがわからないところもあって、どういうやり方がいいのか、また、

アドバイスもいただきながらですね、別に村だけでやらなくてもいい話なので、もっ

と大きな大会等々が、もし、どこかであったりするのであれば、それがＪＡさんであ

れ、ほかの団体であれ、いいんですけども、そういう中で参加をしていくというふう

なこともあるでしょうし、いろんな、最近、ワンウィッシュと言いますけども、ＴＰ

Ｐに反対する会につきましてはですね、どのような、別に背景があろうとですね、そ

のことに結集するというふうな形で参加をしていきたいと思うし、いい機会があれば、

また、教えていただきたいと思います。 

ちょっと、先ほど言い忘れたんですけども、そのＴＰＰ交渉の中身については、今、

なかなか説明がない、よくわからないという話があるんですけど、４年間は公表して

いはいけないという、それも、どうやらあるらしいですね。それ、ニュージーランド

で、そういう話がぽろっと出てきたというふうなところからわかるんですけども、交

渉の中身については、締結した後も４年間、成り立った後も４年間は口外してはいけ

ないし、それから、もし、成り立たなかったとしても、その最後の会議から４年間に

ついては、どんな会議をしたけども成り立たなかったんだというふうなことは発表し

てはいけないというふうな、そういうようなことも含まれているというふうな話なの

で、本当に中身を説明しないまま、そういうものに入っていくというような、非常に、

どういう、その合理的な根拠を、そんなものにやるのかっていうふうなことは非常に

心配なわけですけども、非常にけしからんものだというふうには思います。 

それと、先ほど、機会を、また、アドバイスいただければと思います。 

○１  番 （中塚礼次郎） 村を本当に思う人たちの力を大きく結集して、今後、そういった運

動が大きく広がっていくことを希望したいというふうに思います。 
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それでは、次に、２問目として、農業後継者対策、農業生産維持・拡大に向けた取

り組みについて質問いたします。 

農業は村の基幹産業ですが、高齢化の進行と後継者不足は、農家はもちろん、村に

とっても深刻な問題となっています。言われて長い間の課題ですが、思うように進ん

でいません。 

今、国が打ち出している後継者難・耕作放棄地対策として農地の集積に支援する事

業、人・農地プランを活用する取り組みに対する集落懇談会が各地区で開催されまし

た。このプランは、集落、地域における話し合いによってプラン作成のための農家ア

ンケート結果も出されています。このアンケートでの片桐地区の集約結果を見ると、

回答者 339 人のうち農地が利用されず耕作放棄地が増加すると 207 人が答え、また、

273 人が若者の農業者が減少し高齢化が一層進むと、本当に間近に不安を持っていま

す。 

しかしながら、農業への取り組みに向けた農協の営農懇談会、営農センターの懇談

会への出席者は年々減少しています。 

農業後継者対策、農業生産維持・拡大を進めるプラン作成と事業推進をする上で中

心となるリーダーづくりが必要ですし、急務の課題ではないかというふうに考えます。 

各集落の営農組合の役員体制を見てみますと、１年任期で持ち回りという集落がほ

とんどです。この大きな問題を少しでも前に進めるためには、取り組みが途切れず継

続されることだというふうに思うわけでありますが、この点について村の考えを聞き

ます。 

○振興課長  それでは私のほうからお答えをさせていただきますけれども、農業を取り巻く問題

としましては、今、中塚さんもおっしゃられておりましたけれども、それ以外にも米

の消費量の減少だとか農産物価格の低迷、そういった問題、それから農業離れの進行、

そういった問題も含めて、諸問題が年々増加しております。 

このような中で、国の政策として、担い手の確保や経営規模拡大による所得の向上、

集落営農組合の育成などが、現在、行われております。その中で、人と農地の問題解

決に向けて、地区集落の話し合いで人・農地プランを作成しまして、そのプランに位

置づけられ、給付条件に合うと青年就農給付金あるいは農地集積協力金など国の支援

が受けられるというものであります。 

当村では、南向地区営農組合と片桐地区営農組合が農用地の効率的かつ総合的な利

用を図る農用地利用改善組合も兼ねております。 

また、現状の農地の流動化の実情を考えますと、それぞれ南向地区と片桐地区に分

けて人・農地プランを作成するのが適当ということで、平成 24 年度におきまして策定

をいたしております。 

しかし、国の要綱等、詳細が示されるのが遅かったため、当初のプランには各集落

の意向を十分に反映させることができませんでした。このプランは、随時、見直すこ

とができるというふうになっておりますので、今後の見直しの際には、それぞれの集

落の意向を反映させたいということで、この１月～２月に集落懇談会を開催しまして、
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集落内において中心となる担い手はいるのか、あるいは、担い手へどのように農地を

集積するのか、あるいは、今後の集落の農業のあり方などについて検討をしていただ

きたいというお願いをしてきたところでありますけれども、それぞれの集落において

は、集落営農組合で対応していただく、こういうことになりますけれども、必要な場

合は営農センターの幹事が出向き支援させていただく、そういう体制でおります。 

また、それぞれの集落営農組合での検討結果は、南向・片桐地区営農組合で集落を

越えて話し合いを行い、実効あるプランにまとめていきたいというふうに考えており

ます。 

一方、平成元年に村の農業振興施策を体系的に推し進めるために中川村営農セン

ター、それから、南向地区営農組合、片桐地区営農組合、そして各集落に集落営農組

合を設立しました。その際、集落営農組合の果たす役割は、今後、重要になってくる

ということから、営農組合長につきましては、地区の総代の経験者や、あるいは地区

総代クラスの方をお願いしたいと、そしてまた、任期は２年を最低でもお願いしたい

というふうにお願いしてきた経過はございますけれども、地区によっては、農家数が

少なかったり、あるいは他の地区の役員との兼ね合いなどから人選に苦労されている

集落もあるというのは承知しております。そのために、中には農協の農家組合長さん

と集落の営農組合長さんが兼ねておられる営農組合もあるのが実情であります。 

設立後、年々強化されてきました米政策、特に政策関係の業務が非常に多く、また、

たびたび制度が改正されてきた、そのたびに文書や調査表の配付、回収、政策の現地

確認、そういったものが中心になってきたという点は、反省されるところであります。 

営農センターが、現在、策定を進めております、先ほど申し上げましたけれども、

農業振興方策、この中では、村独自の政策を考えているわけでして、担い手の確保や

農地の流動化などを推進していく上で集落営農組合の果たす役割は大きいというふう

に考えておりますけれども、そのために集落営農組合の機能強化も図っていかなけれ

ばならないというふうに考えております。 

また、行政が、農業に限らず、さまざまな施策を行っていく上で、人づくりという

ものは非常に重要であるというふうに認識しておりまして、政策の成否を左右される

というふうにも言われる場合がございます。今後、さまざまな機会を生かして人づく

りも行っていくように考えております。 

○１  番 （中塚礼次郎） 今、課長のほうから答弁いただきました。今後、人づくりに力を尽

くしていきたいという答弁でありましたので、先進地等の視察に行ってみると、そこ

で中川とちょっと違うなあというのは、そこには長年のリーダーが１人いるというふ

うな視察先が多いという点からも、なかなか単年度でスムーズにいく問題ではないと

いうことでありますので、リーダーづくりということが必要だというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

農業での基幹作物は、先ほどから言いますように、中川の場合は水稲と果樹、特に

リンゴでありますけれども、高齢者と後継者問題による、より手が入らず伐採だとか

遊休化する果樹園が増加しています。後継者対策や農地集積のプラン遂行の流れの調
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整役として農家の実態調査を行い、栽培を続けられなくなる農家などの実態をつかん

だり、将来の考え方などを聞き取ったり、また、集約化、集積の可能性を探り、農地、

果樹産地の保全、就農者対策も含めて、生産の継続を図るために、私は支援員を置く

必要があるのではないでしょうかということで、支援員を置く必要がないでしょうか

というふうに思います。 

25年度予算の農業費の中で農地相談員設置事業という賃金202万 4,000円が盛られ

ておりますけれども、この事業の取り組みを進めていく範囲には及ぶものではないと

いうふうに思います。 

私は、新たな人員確保による取り組みが、今、必要だというふうに思うわけであり

ますけれども、特に、この問題は、村にとっても急務な課題だというふうに思います。

村としての考えを、ちょっとお聞きしたいんですが。 

○振興課長  先ほどの質問の関係からも、非常に担い手と農地の問題っていうのは、非常に大き

いわけなんですけれども、現在、農地の利用調整を行う組織としましては、農業委員

会、それから農用地利用円滑化団体である上伊那農業協同組合、それから農用地利用

改善団体である南向・片桐地区の営農組合、こういったものがございますけれども、

それぞれが情報の共有や連携は行われていないのが実情であります。 

農家が耕作できなくなった農地、特に果樹園は早急な対応が必要であり、人・農地

プランに掲げられた担い手情報は、素早い対応には有効な情報と言えるというふうに

考えております。 

しかし、過去の例では、耕作できなくなった農地の情報が伝わるのが遅くて、既に

伐採してしまったということもございました。 

先ほども述べました営農センターが、現在、作成を進めております農業振興方策の

中では、担い手への農地の集積を推進するために相談体制の充実、連携強化を考えて

おります。具体的には、新年度予算にも計上させていただいている農業委員会への農

地相談員の配置、それから農業委員会と農協の連携強化、あるいは地区営農組合と集

落営農組合の機能強化、あるいは連携強化、あるいは、ずっと、今、出てきた農業委

員会以下、関係団体の情報交換の場の設置、そういったことをして情報の共有と連携

の強化を図っていく必要はあるというふうに考えております。 

それから、そんな中では、農地相談員が支援員としての役割の一部を担うと思われ

ますけれども、営農センターの構成の中には、村のほかに農協、あるいは農業改良普

及センターの職員もおります。必要に応じて、栽培技術や経営など、さまざまな農家

の相談に対応することができるというふうに考えておりますので、現在の機能を有効

に活用していきたいというふうに考えております。 

○１  番 （中塚礼次郎） 新たな人員確保による取り組みということで質問をしたわけですが、

当面は、とりあえず農地相談員設置事業、これは農業委員会の関係だということです

が、あと、ＪＡだとか営農センター、そこらの情報の共有によって対応していくとい

う答弁であります。こういった取り組みを、この４月から実際に取り組みたいという

ふうなことを、ちょっと聞きましたのは塩尻であります。塩尻は、大変なブドウの、
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かつては産地で、ワインの産地でありましたけども、中川村、塩尻市ですけど、中川

村と同じように高齢化が進んで、ブドウ園がどんどん切られたり荒廃していくという

ふうな現状があって、その産地としての継続を維持、生産拡大するために何か策がな

いかということで、先ほど私が言ったような支援員を置くというふうなことを、この

４月から、人と農地の、この国の補助事業をあわせて取り組むというふうなことを、

ちょっとお聞きしました。塩尻といっても、そう遠くない場所ですので、また、そこ

らがどんなふうな成果を上げていくかということも情報に入れながら、何としても、

この後継者不足と農地の荒廃というふうなことが中川にとって相当深刻な問題ですの

で、ＪＡがあるわ、営農センターはできているわっていって、そこのことを別に軽視

するわけじゃありませんが、それは重要なことですが、あらゆる手立てを尽くして、

とにかく少しでも前に進められるように取り組んでいっていただきたいというふうに

思います。 

以上で私の質問を終わります。 

○議  長  これで中塚礼次郎議員の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩いたします。再開を２時４５分とします。 

［午後２時３５分 休憩］ 

［午後２時４５分 再開］ 

○議  長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

８番 柳生仁議員。 

○８  番 （柳生  仁） 私は、さきに通告いたしました２問、曽我村政の８年を振り返って

と、もう１点は、ことしも４月から新１年生の通学が始まるわけでありますけども、

この通学路の安全がきちんと確保されているかということで質問をいたします。 

前段、４番議員のほうから質問があったりしますので、重複する部分もあるかと思

いますけれども、よろしくお願いします。 

曽我村政を振り返ってっていうことでありますが、８年前、私は、柳沢に曽我さんっ

ていう方がいることを知りませんでした。当時、すい星のごとく登場した曽我村長は、

また、２期目も圧倒的な優位でもって当選され、現在、３期目を目指して出馬表明さ

れております。 

初めの出馬のときには、自分の経験を生かして多くのお客さんを中川村へ呼び込み、

お金をたくさん落としてもらうと、そんな触れ込みがあったかと思っており、私も大

いに期待しております。 

当時、中川村は、市町村合併で、自立か合併かということで大きく揺れ、住民投票

もあったわけでありますが、伊南地区でもって合併が無理ということで、中川村では、

住民投票では合併がいいというような結果でありましたけども、自立の道を歩むこと

になりました。 

曽我村長は、自立がいいと多くの支持を受けて現在に至っているわけでありますけ

ども、平成 17 年から 20 年まで、村長の手腕で多くのお客さんが来たのか、自主財源

が上昇しているわけでありますけども、21 年では大きく落ち込んでおり、また、23
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年に少し改善をされているわけであります。 

最初の４年間の自主財源の伸びは、18 年で 22.9 から 20 年で 26.9 と大きく上がっ

たわけであります。これは、村長がお客様を呼び込むよという手腕のもとにたくさん

中川村へお金が落ち込んで、そうしたことから税金等が上がりまして、自主財源が上

がったかどうかっていうことであります。 

また、20 年から 22 年では、逆に大きく落ち込んでいるわけでございます。 

自主財源を大きく上げることは難しいわけでありますが、この８年間をどのように

振り返るか、現在のこのくらいの自主財源が継続していけばいいと思っておられるの

か、そして、あとは、国から来る依存財源に頼ることがいいのかどうか伺いたいわけ

でありますが、こうした中でも、厳しい財政状況の中で、村は、この８年間で、先ほ

ど村長の答弁ありましたけども、11 億円という大きな借金を返しているわけでありま

す。このことは、自主財源の確保とは、また違うわけでありますけども、大変な成果

だと思っております。 

まず、この８年間をどう振り返っているかお伺いいたします。 

○総務課長  私のほうから自主財源の確保、それから変動、相手は依存財源ということになるわ

けですけれども、これについて８年間をどのように見ているかということについてお

答えをさせていただきたいと思います。 

自主財源につきましては、村の運営に係る財源として自主的に歳入として見積もら

れる収入であります。村税ですとか分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、

寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入というものが、それに当たるということでありま

すけれども、仮に歳入全体を 100 と考えたときの自主財源の構成につきましては、い

わゆる自主財源比率というふうに言われるわけでありますけれども、これは自主財源

と依存財源の２つの要素の中での率ということになるわけでありますので、どちらか

一方の比率が――一方の比率というか、額、均衡が安定的に保たれたとしましても、

何らかの要素でほかのものが増減をすれば、その財源比率は高くもなり、低くもなる

という変動するものであるということだけ、ちょっとご認識をいただきたいと思うわ

けです。 

そういうことを踏まえまして、自主財源比率について、議員も、今、おっしゃられ

ましたけれども、見てみますと、平成 16 年、前の村政の最終年度でありましたけれど

も、平成 16 年度の決算ベースでは 27.4％が自主財源比率であります。18 年度には

22.9％増となりましたけれども、１期目の最終年度、20 年には 26.9％に率とすれば上

がっているということです。また、２期目の初年度の平成 21 年度では 19.9％、次年

度には 18.8％と減少しまして、23 年度決算では 22.7％と、年度によって見ていただ

いたとおり、大きな増減を繰り返しているというのが実情であります。 

この２期８年の以前にさかのぼって考えてみますと、平成 10 年前後、これは文化施

設を初めとした大規模な建築、改修、こういった工事、事業を次々に手がけておりま

して、予算額と決算額上、財政調整基金を大きく取り崩して繰り入れを行いまして運

営をしておったということがあります。また、ほかの事業の執行によります財源確保
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をするために取り崩しもあわせて行われておりました。自主財源の総額の拡大の、こ

れが要因となっておったということであります。 

以降、繰り入れ金額などの増減によりまして年度間の増減はありますけれども、前

年度比の均衡はほぼ保たれてきたところであります。 

特徴的には、平成 16 年には、地域情報化整備事業、ケーブルテレビ電送路整備と有

線電話の更新でありますけれども、こういったものに対しましての財源としての基金

を取り崩して繰り入れたために大きく自主財源額、比率ともに増加を、平成 16 年はい

たしております。 

また、平成 20 年には、先ほども、議員、おっしゃいましたけれども、高利な利率の

高い起債の繰上償還を行うために減債基金を取り崩しまして繰り入れたことによりま

す自主財源額、比率ともに飛び抜けて多くなったということがあります。 

21 年になると予算額ベースで自主財源の規模が縮小しておりますけれども、前年度

まで、これは、財政調整基金などの基金の繰り入れを行って収支調整を図っていたも

のを、財政基金の繰り入れを最初から見込まないということにして、予算編成時点で

抑えたことによるものと、それと、国の緊急経済対策などにかかわりまして国県支出

金、いわゆる依存財源を充てた事業を大きく実施したことによるもので、交付税、国

県支出金など依存財源に寄りがちな村の財政の自主財源縮小の色を、この年には濃く

してきたという要因と考えられるということであります。 

一方、自主財源の大きな柱であります村税についてでありますけれども、平成 19

年度に予算額ベースでは前年度比 9.5％と大きく伸びております。さらに、決算額の

ベースでは 13.9％の伸びとなっているわけでありますが、これは、三位一体改革とい

いますか、税制改正によりまして個人住民税の税源移譲、住民税率が引き上がったと

いうことによります。国の制度の改正とはいえ、村財源には非常に大きな影響を与え

ました。これによって村税が非常に増えているということであります。 

以降は、リーマンショックに端を発しました日本経済の不況、影響によりまして、

村民税の予算及び決算額は減少傾向にはあるわけでありますけれども、これらも自主

財源の現象を招いている大きな要因となっております。 

総じまして――総じての話でありますけれども、予算ベースからいいますと、健全

な財政運営のために繰入金や繰越金の過大な計上をできるだけ避けまして、あわせて

国県支出金や有利な起債の有効利用による財源捻出ということに心がけた結果であり

ますけれども、そういう事業の組み立てをできるだけ行うということを続ける中で、

予算総額に占める自主財源額、比率はだんだん縮小しているというのが傾向だと思い

ます。 

決算ベースでいいますと、依存できる財源は確保しながら必要な事業を行う中で、

前年度の前の決算年度との均衡は、比較的、最近は保たれてきているのかなあという

のがこの８年間の中での依存財源と自主財源に関しての分析ということで、よろしく

お願いしたいと思います。 

○８  番 （柳生  仁） 丁寧な説明ありがとうございました。 
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そういった中で、今、申しました、村長が中川村に大きくお客さんを呼んできて、

たくさんお金を落としてもらうよと言った経過がありますが、その成果は出ているか

どうかお伺いします。 

○村  長  先に、先ほどのご質問に、ちょっと私が思ったのは、要するに、自主財源と依存財

源の比率で依存財源の比率が多い、つまり、人の金を上手に使ったということかと思

うんですよね。端的に言えば。村の事業、いろんなことをしなくちゃいけないけども、

自分のお金でやる分と、いい制度があったら、それをうまく利用して国・県の補助を

使いながらやっていくと、だから、それを上手に補助事業を使えば使うほど自主財源

は下がっていくのかなというふうに思いますので、これについては、職員のみんなも

ですね、お金を――お金をってうか、使えるものを上手に使いながら、村民の利益の

ためにいろいろ考えながら工夫してやってくれた、その成果かなというふうに思うと

ころでございます。 

外からお金がっていうのは、別に、その中川村の財源を増やすということよりも、

村民の中にですね、いろんな商売とか、いろんな農業とか、いろんなことをやってお

られる方々の所得が潤うようなことにしていきたい、それが本当にそうなっているか

どうかっていうと、これは、また、難しいところなので、あれですけども、村政の自

主財源って、ゆくゆくはそうなるかもしれませんけども、例えば、望岳荘なんかにつ

きましては、もう、かなり大幅な赤字があったやつを、大分、累積赤字も減らしてき

て、もう、ほとんど消えるかなというふうな状況まで持ってくることができましたし、

経営状況を個別には把握はしておりませんけども、少なくとも外から見ている限りで

は、チャオの駐車場なんかにも、いろいろお話、聞いていると、村外からの方も、結

構、買い物に見えているような感じがありますので、そういうのは少し増えているの

ではないかなというふうには思います。それが、ゆくゆくは、その赤字が出ないだけ

じゃなくて、利益が上がって、その企業とか法人とか個人なんかでも、納税がね、控

除した後、さらに利益がたくさん出て、お出し、お支払いいただけたらありがたいと

思いますけれども、皆さん、当然、節税の努力もされるだろうし、いろいろ必要経費

なんかもあるでしょうから、その辺、そこまではなかなか行かないのかもしれません

けども、とりあえずは、村の歳入が自主財源で上がることよりも、村民の中がちょっ

とでも豊かになっていくことが、その目指しておったところだというふうなことでご

ざいます。 

○８  番 （柳生  仁） そうですね、お客さんが落とすお金だけでは、村は潤ってこんかな

あということは思っておりますが、そんな中で、中川村っていうのは、自立しようと

いうことでもって、村長も出馬してきているわけでありますけども、そうした中で、

今、説明ありましたように、中川村っていうのは、うまく交付金を上手に使って運営

しているんで心配ないよということで、係長のほうからもしっかり聞いておりますけ

ども、そうした中でも、やはり、村が自立するには、将来的に国が安定的に交付金を

きちんと交付されるかどうか、これは、今、大分、さきの村長の施政方針でも、世界

的にも金融がおかしくなっているよっていうようなことを言っておられましたけども、
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日本においても、まさに、そうだと思っております。現在のような安定した交付金が

今後もきちんと来るかどうかは保障の限りじゃあないのかなあ、国の方針だから来る

だろうと思いますけども、やはり、自立するには、自分でも、ある程度、財源確保す

るっていう考えも大事じゃないかと思っております。 

そうした中で、村長は、常々、内発的でやっていこうというようなことを言ってお

られましたけども、内発的っていうのは、辞書を引いてみますと、外部からの刺激じゃ

なくて、「内部から自然的に起きるさま」と書いてありまして、まさに村民が自発的に

どんどんやっていくことが内発的ということでありますけども、それに対して、村が

起爆剤として何かあったかっていうことでありますけども、前段ありましたように、

農産物加工所とか、ファームサポートとか、リンゴオーナーとか、いろいろあったわ

けでありますけども、それが内発的効果が生まれておったかどうか、そういったもの

が村の運営をよくするための起爆剤となったかどうか、そこら辺をお伺いします。 

○村  長  起爆剤みたいなもんでぼんとやればですね、ぱっと効果があるなんていう簡単な話

はどこにもないかと思います。いろんな努力を積み重ねていかなくちゃいけない、例

えば、今おっしゃった、いろんな幾つのことを挙げられましたけども、美しい村連合っ

ていうブランド化っていうふうなこともそうだろうし、いろんなブランド化の試み、

中にはうまくいかなかったものもありますけれども、そういうものもしながら、いろ

んないいあれをつけ加えていくというふうなことが必要だと思うし、何より、まだ必

要なことは、先ほども申し上げましたように、村民の皆さんにいい意味での欲を出し

ていただいて、それによって村に税金を払えというんではなくて、その方のなりわい

が、子どもがそれを引き継いで、子どもや孫がそれを引き継げるような形のものをつ

くっていただけることが一番大事かな、別に、村への税金をですね、上げられるよう

に頑張れというふうに申し上げているつもりはありません。 

これからの財政が心配ではないかということは、もちろん、そうです。ですからこ

そ、先ほど山崎議員のときにも申し上げましたように、借金を 11 億 4,000 万円減らし

て、貯金を 6 億円積んで、それだけ分、その何かあったときにもゆとり持ってできる

ような準備態勢をしているわけですね。それから、将来負担比率も 5.9 まで下げてい

るというふうなところも、そういう将来の世代に大きな負担をさせないようなことを

しながら、だけども、有利な形でお金を、予算を使いながら必要なことをしていくと、

その中で、村民の皆さんに、そういうものを生かしていただいて、それぞれがもうけ

ていただくようなことをやっていただきたいなというふうなことを考えているという

ことでございます。 

○８  番 （柳生  仁） さっきの起爆剤という表現は悪かったかもしれませんけども、やは

り、村長がよく言われるように、内発的で行動しろっていう意味は、１つの提案があっ

てこそ、それで農業を営むにしろ、そういったものを基礎に行動することが１つの起

爆剤と思って表現をいたしました。爆発的に、何かぼんとほうり込んでもうかるとい

う意味で表現したわけではありませんので、誤解をされないようにお願いいたします。 

そうした中で、２問目に入りますけども、今まで、議員とか、また、村外の方とか、
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村内の建設の方とか、そういった方たちがいろいろの提案をしてまいりました。議員

の一般質問の中では、企業を誘致できないかとか、中には住宅リフォーム助成制度は

できないかとか、それから太陽光発電の助成ができないかとか、そんな提案があった

かと思いますけども、こういったものは、村長、余り関心がないか、1 つとして受け

入れてもらえた経過がないわけでありますけども、こういった企業でも、当時は、よ

く水問題っていうような答弁を聞いておったような気がしますけども、こういった企

業が入ってきたりすれば、やはり、固定資産税とか、いろんな物が村の税収として上

がってくるかなあと、そういったこともあって、また、住宅リフォームなんかは、大

工さんが潤うかなあ、そうすると、大工さんだけじゃなくて、いろんな物が動くかな

あっていうような、こういった提案がされてきたわけでありますけども、そういった

ものをことごとく受け付けてもらえなかった経過がございます。これについては、な

ぜ受け付けてもらえなかったのか、いま一度、お答えをお願いします。 

○村  長  それぞれ、その都度、ご説明をしてきたかと思いますけども、企業誘致については、

今おっしゃったとおり、水のこととか、あるいは、もともと企業団地的なものを、地

形的にも、そういうものになかなか中川村は適さないというふうなこともあって、企

業団地的なものをつくらずに、逆に、上伊那、下伊那へ通えるような、農業地域と住

宅、住地域、住むところとかいう形でマッチングしているような、そういうようなと

ころを目指そうというような大きなコンセプトが中川村の場合はあったんではないか

と思います。それが、今の中川村のすばらしい景観を保全を、維持をしている１つの

大きな成果だと思いますけども、そういうことで、もともと企業誘致には有利な条件

はないという、余り恵まれておらなかったというふうなことがあります。だから、そ

のお話があったときに、別に企業誘致はだめだというふうに否定をしているわけでは

ないというふうなことは申し上げてきたかと思いますけども、その後、経済情勢も大

変厳しいことになってきて、日本全国、大きなすばらしい企業を誘致して、みんなか

らうらやましがられているところがですね、今は、もう、大変、逆に、その分、いろ

んな設備投資をした分が、全部が、その負担になって苦しんでいるとかですね、企業

誘致をするために、いろんな優遇策をつくって、道をつくったりしたけども、しばら

くしたら、ちょっと企業方針が変わって、いなくなって、どうしてくれるんだみたい

な話なんかもよく聞くところでございまして、そういふうに自分でコントロールしに

くい、依存するような、それこそ依存した形っていうことではなくて、内発的な自分

たちで頑張ってやっていくというふうな形をとったほうが、結果的に、こういう先の

見えない情勢の中においては、しっかりと先の読める、それこそ子どもや孫まで引き

継げるような、細々としたものでも、それで生活が立つようなものをやっていくこと

のほうが、中川村のよさを持続していく、美しい村であり続けるためには、そのほう、

そういう考え方のほうがいいのではないかというふうに思っているところです。 

太陽光とリフォームについては、あのときも申し上げましたけど、別に太陽光をす

るのはいいことだし、太陽光発電に、それぞれ自分のおうちに乗せられることはいい

ことだと思うし、リフォームもどんどんやっていただくといいことだと思うけども、
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それを村のお金をつぎ込んでやるというふうなこと、そのことよりも、もう少し、そ

ういう、こう、階層的に言うと、ある程度、恵まれた人に対する補助になってしまっ

て、税金の使い方としてふさわしくないんではないかというのが、私の、太陽光なん

か、そういう差額分を自分で出してですね、それを設置して、そこでもうかってきた

ところは、その人の懐に入るわけですし、そういう形での補助というのが、果たして

みんなのお金の使い方として筋が通るのかというようなところでの話です。ですから、

住宅リフォームについても、ある程度、その、何ていうかな、なかなかリフォームし

たいのにできなくて、寒い思いをしていたりとか、いろんな苦しい思い、しんどい思

いをなさっている方っていうふうなことについてはいいなというふうに思うんだけど

も、そうじゃないような、何でもＯＫだからリフォームだと補助金を村から出します

よとみたいな形っていうのは、ちょっと税金の使い方としておかしいのではないか

なっていうふうなことを繰り返し申し上げてきたつもりです。そういう理由でござい

ます。 

○８  番 （柳生  仁） 税金の使い方の公平っていうのは非常に難しいもので、下水道工事

もそうでありますけども、相当額、公共投資していただいておりますし、基盤整備も

そうでありますけども、金があるからできるっていうばっかりじゃないと思うんです

ね。逆に、今、村長、言われたように、すきま風のある方が、もうちょっと工夫すれ

ばすきま風が防げるかなっていうような方もいらっしゃると思うんです。これをひと

くくりに金持ち優遇っていう表現はいかがなものかなと思うわけですけども、ちょっ

と残念でありますけども、じゃあ、やっぱり、企業誘致もそうですけども、何か企業

が悪いイメージばっかり述べられて、今、あちこちが閉鎖だとか言っておられますけ

ども、中川村でも、そんなにたくさん水を使わなんでもいい物をつくっている企業も

あるわけで――企業というか、小規模の工場ですか、あるわけですね、そういったも

のの、このアンテナを伸ばして、こう、何かないかなっていうような考えを持ったこ

とはないですか。もう、企業は全く受け付けないんだと、現在ある会社だけで十分だ

というお考えだったのか、もし、中川村に適した、そういった業種があれば、呼ぼうっ

ていうような考えを持ったことはありませんか。 

○村  長  先ほども申し上げたように、企業誘致はだめだというようなことは、一言も、一度

も申し上げたつもりはございませんので、来ていただけるお話があれば、いいことだ

というふうに思いますが、残念ながら、大きな、お店とかはあったかもしれないけど

も、工場というふうな形では、多分、なかった、お話はありましたよ、打診っていう

か、調査に来て、空いている建物があって、そこを、こう、改装したらちょうどいい

ぐらいになるなというふうなお話があったけども、結果的には、人材確保とか、そん

なふうなところでだめだったというふうな事例もありましたけども、そんな形で、工

場的なものについては、外部資本が、私になってから新たに入って見えたっていうの

は、多分、確か、なかったというふうに思いますが、決して、たまたまそうだったと

いうだけで、来るな、来たら困るっていうふうなことは一言も申し上げたつもりはご

ざいません。 
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○８  番 （柳生  仁） どちらかというと余り工場を歓迎しなかったような村政だったなあ

というふうに、私、見ておりますけども、この８年を振り返って、村長は、よくでき

た村政だったなあとお思いかどうか、まとめてお願いします。 

○村  長  まあまあぐらいじゃないですかね。 

○８  番 （柳生  仁） まあまあっていうことは、自分的にもよくできたなあというふうに

言っているかなと理解をいたしております。 

そうした中で、３問目でありますが、昨年の９月だったか、私、言いましたけど、

変な言い方だったんで、ちょっと理解してもらえなかったかもしれませんけど、こと

しも去年も非常に寒い年でありました。こうした年に、結構多くの自治体が、寒いん

でって、灯油代くらいっていって、大きい金額ではありませんけども、支援をしてい

る事例がございます。今年も２月になって、岡谷市なんかは補正をつけて支援しよう

ということがありました。ちょっと電話で申しわけなかったんですが、伺ったんです

が、岡谷市は、陳情もあったようでありますけども、陳情があるとか、ないの問題じゃ

ないと、こういうときには、きちんと行政として生活困窮者に支援するもんだと、こ

んなことを言っておられました。それから、諏訪地方の６市町村では、もう、決まっ

て、生活困窮者に冬場は灯油代を支援しているというようなことを聞いて、お話いた

だきました。上伊那でも北部のほうの町村が、やはり、独自でもって支援をしている

と、それで、財源をどうするんですかってい聞いたところ、国を当てにするんじゃな

くて、自分たちの財源でもって補助をしてやるんだと言っておりましたけども、中川

村では、村長のほうから、そういう財源の補助はできないよということで、ことしも

灯油の支援はなかったわけでありますけども、こういった生活弱者、生活困窮者に対

しての、こう、支援しなくてもいいという思いは、どういうところから出てくるのか

お伺いしたいわけでありますけども、長野市なんかでも、ホームページを見てみます

と、こういった方たちには、そんねん高額じゃないけども、支援するのが当然だって

いうようなことを書いてあります。 

中川村としては、こういう生活困窮者に、どのように思っているか、平成 19 年と

20 年ですか、国の支援があったもんで、支援があったわけですけども、ことしも灯油

は 100 円を超すような高騰でありましたが、村のお考えをお願いします。 

○保健福祉課長  ３月に入りまして、先週あたりから、ようやく春めいてきたわけでありますけれど

も、昨年の夏は、記録的な暑さと残暑がありまして、一転して晩秋から急に寒くなり

まして、11 月 12 月１月と平年より低い気温であったわけであります。地球温暖化と

いうふうに言われておりますけれども、ここ最近の冬は、そんな感じがなくて、寒さ

が厳しくて、高齢者の皆さんにとっても大変だったろうなというふうに思っておりま

す。 

灯油代等の、その生活支援の関係でありますけれども、１つの判断材料といたしま

して、灯油価格について見てみますと、平成 22 年の冬ごろからずっと 91 円を超える

ような状況になってきておりまして、高いときで、もう 102 円とか 105 円とかってい

うこともありまして、平均して96円とか98円とかいうような状況で来ておりました。
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平成 24 年につきましては、４月が 105 円、それから６月には 93 円、７月には 91 円と

いうふうに下がってきたわけでありますけれども、８月には 94 円、12 月に入って 96

円～99 円、１月に 102 円というような状況でありました。 

灯油価格につきましては、高値のところで、この、何ていうか、上下をしておりま

して、今後も同じような状況で続いていくかというふうに思っておりますけれども、

平成 19 年の当時のときの、この値上がり感と比べますと、少し違うのかなという感じ

であります。 

それから、もう１つの判断材料としましては、今、議員もお話されましたけれども、

他市町村の状況でありますけれども、箕輪町につきましては、福祉灯油券交付事業と

しまして、毎年、補正予算をつけて実施しているようでありますし、辰野町につきま

しては、諏訪地方が実施をしたということもあり、また、箕輪とか南箕輪が実施する

というようなことも受けて実施をしたようであります。南箕輪につきましては、今年、

村長選っていうようなこともありまして、聞く話ですと、村長選を意識してというよ

うなことも、ちょっと言っておりましたけれども、それは、ちょっとよくわかりませ

んが、南箕輪でも実施をしたということです。伊那市では実施をしませんでした。ま

た、宮田村、駒ヶ根市、飯島町の伊南の各市町村のほうも実施をしないということも

ありまして、そういうような状況だったわけでありますけれども、それらを判断して、

中川でも実施しなかったということで、よろしくお願いをしたいと思います。 

○８  番 （柳生  仁） 上伊那でも北部のほうは、そういった弱者支援をしておったけども、

南部のほうは、ちょっと冷たかったかなあと、寒い冬だったなあと思っておりますが、

これからでも遅くないので、考えられれば補正を考えてもらいたいなあと思っており

ますが、ちょっと無理かなあと、しかし、25 年に向けて、やはり、もっともっと優し

い村政をやってもらいたいと、特に、高齢者っていうのは、前にも言いましたけど、

そんなに所得があるわけじゃないし、少しの支出も非常に苦しいわけでありますので、

そういった村政をお願いしたいわけであります。 

時間が過ぎていきますので、次の第２問目に入りますけども、ことしも４月から新

１年生が通学が始まります。通学途上の安全はということで質問するわけであります

けども、通学路の安全対策は万全かっていうことで、通学路の草刈りや伊那生田飯田

線、通称、竜東線でありますけども、まだまだ車道部分で歩道ラインが必要な所が何

箇所かあるんじゃないかと見ております。このごろ完成したわけでありますけども、

葛北のところでもって歩道ラインが設置されまして、あれは、行ってみまして、本当

にうれしいことだなあと思っておりますが、ほかにも何箇所かあるかと思っておりま

すので、これらをどのように考えておられるか伺いたいわけであります。 

また、竜東線で、あの深沢橋から葛北のバス停までの間の歩道ですけれども、昨年、

非常に草が生い茂っておって、行ってみて大変だなあと思って役場へ問い合わせたら

「草刈り隊に任せてあるで。」って言うんで、「やあ、しかし、えらいことだで、ちょっ

と刈らせてくれんかい？」って言ったら、手を出すなっていうことなんで、もうお願

いしておいたわけでありますけども、昨年、草刈り隊も草を刈ってくれまして、（現場
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写真掲示）このように非常に、見えますかね？きれいになっておりまして、のり面の

頭まで、本当に歩行者が楽に歩ける状況になっております。 

しかし、自分が、秋、見に行ったときには、ちょっとわかりますか、歩道部分の３

分の２くらいが歩けない状況だったわけであります。これで、私、歩行者を心配して

役場へ問い合わせたところ、そういった専門家が草を刈るんで手を出すなよという話

でありました。これは県道なんで、村の予算じゃないと思いますけども、もし必要が

あれば、こういう所は、本当はボランティアでも募ってでも、予算がなければ刈れば

いいと思いますけども、こういった部分の草刈りを、もっと積極的にやってもらいた

いなあと思っております。 

そして、この後でありますけども、グリーンベルトでありますけども、昨年、大草

中央線にグリーンベルトを引いてもらいまして、私、大変効果があるなあと思ってお

り、歩行者を見ておりましても、子どもに限らず、大人も、あの緑のところを歩くし、

通行車両も、普段には緑のところに乗らないように見ております。すばらしいことだ

なあと思っておりますけども、こういったものを、もっともっと延長できる箇所は延

長できないかっていうことを、前、質問したら、なかなか難しいよっていう話が、答

弁がありました。 

中川村では、南田島から西小の間は、非常に狭いわけでありますけど、あそこは非

常に多くの子どもが通るわけでありますけども、ああいった場所とか、それから、大

草の南向スタンドから今錦さんまで、あそこも、結構、子どもさんが大勢通るわけで

あります。こういった所にグリーンベルトの設置ができれば、より子どもさんが安心

して歩けるかなあと、こうに思っております。 

今朝の中日新聞でありますけども、高森町で、ゾーン 30 って言って、これは、グリー

ンベルトを約 900ｍ引いたようでありますけども、その間を時速 30km に制限したと、

地区も理解して、そして子どもの安全を守っているというふうになっているわけであ

ります。 

ぜひとも、子どもを守ることが、また、歩行者のことは道路を使う者にとって最優

先でありますけれども、村として、この草刈りみたいなもの、そしてグリーンゾーン

の設置、これはどのようにとらえておられるかお伺いします。 

○建設水道課長  通学路の草刈りということが、まず１点ありますので、それについては、特に通学

路というふうに限ってのお話ではありませんけども、一般的に道路の維持管理という

ことでお話をさせていただきますと、毎年、地区の総代会、総代さんまたは土木部長

さんたちがおいでになるところで、それぞれ地区によるご協力をお願いをしていると

いうのが実態でございます。特に、ことしの雪による、バス路線等々を含めた沿線の

木の倒れですとか、そういうものについては、所有者の方々に、事前に、できるだけ

切っていただきたいと、そういうことを地区のほうからもお願いをしていただきたい

と、こんなことをお願いをしながら、歩行者の安全、通学の安全、また交通の安全と、

こういうことに資していただくと、こんなふうにお願いをしてきたところでございま

す。ただ、非常に難しい大きな木ですとか、支障木が大きいとか、そういう物がある
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所もあると思いますので、これらにつきましては村のほうでもお手伝いをさせていた

だくということで、今、たまたま、今年、平成 25 年の 10 月までは保全隊が活動がで

きますので、そういう所につきましてはご連絡をいただきながら、その後の管理が地

区の皆さん方、また地域の皆さん方でやっていただけるように、こんなふうに保全隊

を重点的に、それまでに入れながら整備ができればと、こんなふうに考えているとこ

ろでございます。 

それから、竜東線の横断歩道ラインの増設の必要性と、こういうふうに書かれてお

りますが、竜東線、約 10km、村内、あるわけであります。このうち半分の約５km が整

備がされていると、このうち約 4.8km 歩道がございます。ただ、歩道は、ほとんどが

片側でありますので、村道から歩道へ行くところに横断歩道が必要になってくると、

現在、渡場から北組の間の改良がされている箇所については、約７カ所の横断歩道が

ついているわけであります。これからの交通の増加等々を勘案をいたしますと、村道

と接するところすべてに、かなりそういう横断歩道もしくは横断ライン、必要な箇所

も、要望の箇所もあろうかなと、こんなふうに思いますので、これらにつきましては、

地区の要望ですとか、それから、教育委員会ですとか、そういう部局の精査を通じな

がら、設置できるところ、設置の要望が強い所については、建設事務所もしくは公安

のほうに要望がかけていければいいのかなと、こんなふうに思っているところであり

ます。 

それから、グリーンベルトの話でありますが、ことしの４月も京都の亀岡の子ども

さんたちの事故ですとか、先ほども議員さん言われましたように、村でもお子さんの

事故がありまして、非常に心を痛めているところでありますが、国交省のほうからも

指示がございまして、ことしの８月、教育委員会、それから建設の部局、それから警

察、それから建設事務所等々が一緒になって合同の点検を実施をしております。早急

にここの箇所については改良したほうがいいだろうというところについては、伊那建

のほうに要望をしながら、歩道と横断歩道が設置がされたところと、こんなふうに思っ

ておりますけれども、本来的に、最終的に安全を考えますと、歩道の設置、整備によ

る、この安全の確保というのが一番望まれるわけでありまして、そういうことからし

ますと、ことし、昨年の 12 月ですか、訴訟の費用の補償の補正をお認めをいただきま

して進めてきました県道の北林飯島線の未改良区間につきましても、用地の話がつけ

ば、ただ単に道路改良の継続っていうだけでなくて、歩道の新たに新設をしながらの

改良についても検討してくれますよというようなお話をいただきながら、内々進めて

いるところでありまして、用地買収の見込みがつけば、設計、概略設計に入りますよ

と、こんなお話もいただいているところであります。 

このラインの延ばすという話でありますが、23 年度に、沖町のところを約 270～280

ｍ設置をしたわけであります。平成 24 年度は、このものについてはつけないわけであ

りますが、速度を抑えるような表示をやるということで、工事がぼつぼつ、もう発注

済みでありますので、そちらのほうに予算を使う予定でございます。 

ただ、23 年度に設置した、この区間につきましても、良好に受けとめている方もお
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りますし、やっぱり使いづらいなと、若干、それは、本当、近隣の方たちは、毎日、

あそこを通るわけで、農耕車にしろ普通車にしろ、今までのスピードよりは落として

通るということで、若干、不便さも感じておられるのかなと、こんなふうに思うとこ

ろでありますし、また、もう１つは、この路側帯が設置をされた道路っていうのは、

その車の駐停車の禁止という適用を受けますので、この設置に関しては、地域の住民

の皆さん、設置をする近辺も含めて、特に合意形成というものが大切になろうかなと、

こんなふうに思っているところであります。 

ただ、歩く方たちから考えてみますと、車の来る方向によっては、対面から来るの

で確認がしやすいんですけど、後ろから来る場合には、その車の確認がしづらいとい

うデメリットもあるわけであります。 

ただ、そういうことを全部、勘案をしてみましても、歩道がなかなか設置ができな

いという、こういう村の状況の中にあっては、このグリーンベルトの設置というもの

は有効な手段であるのかなと、こんなふうにも思っておりますので、いずれにしまし

ても、歩道の整備を推進をしなさいよという法律があるわけでありますが、この３号

規定道路というものが中川村の中には 10 路線、11 区間について規定がされておりま

す。これらを優先的に、この中で、そういうような設置ができる場所があれば、先ほ

どの教育委員会ですとか、それから地区の要望ですとか、そういう意見を取り入れな

がら、検討しながら設置ができていけばいいのかなと、こんなふうに今のところでは

考えております。 

○８  番 （柳生  仁） 前向きな丁寧な答弁で、ありがとうございました。 

そういうことで、時間も来ますので次に行きますけれども、不審者から子どもを守

るということで、青パトの巡回でありますけども、１月～２月ですかね、青パトの講

習会が村であったようでありますけども、村へ問い合わせて「自分も一般人だけど参

加して勉強したいが。」って言ったところ、担当者から「困るよ。来ちゃ。」というこ

とで断られました。残念だなあ、閉鎖的な村だなあと私は思ったわけであります。職

員だけが青パトの講習会を受けてですね、一般の者が参加してだめって、こんなある

んですかね。担当者の名前、聞かなかったんで、まずかったんだけども、回答は、そ

ういうことでした。本当に残念でありました。 

しかし、それは置いておきまして、24 年の 11 月からことしの３月まで、県のほう

でもって、県の予算でもって安心・安全パトロール隊というのを県下に配置して、中

川村でも５日間来てくれました。その方たちに伺ったところ、こうして立っているだ

けでも、車の速度も落ちるし、時として携帯電話をさっと下すと、それから気をつけ

ると、そんなことを言っておりまして、ありがたいなと思っておりましたけど、これ

は県の試行錯誤でありますので、今後、継続されるかどうかはわかりませんけども、

中川村でも青パトがあるんで、巡回回数を今後どのように、増やしてくか、減らして

いくかわかりませんが、どうなっているかを伺いたいわけでありますけども、また、

事件でありますが、昨年、上下伊那でもって 62 件の不審者の事件があったと聞いてお

ります。中川村でも不審者の声がけがあったよっていう話でありますけども、駐在さ
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んに伺うと、事件ではないかったということでございますけども、子どもを守るには、

やはりパトロールが、まず最優先かなあと思っておりますが、中川村では、青パトを

どのように巡回、今度、されるか、つい最近も巡回あったようでありますけども、回

数が昨年より増えるかどうかお伺いします。 

○総務課長  お答えをさせていただきますが、その前に、一般の人の参加を断られたというお話

かと思いますが、この研修は、役場、それから教育委員会で所有をしている青パト車、

登録してあるんですが、それに乗って巡回をするという前提がありますので、対象と

させていただいたのは、防犯指導に当たられる方、もちろん役場の職員、それから学

校の先生方を中心にいたしました。議員さんにつきましても、たまたま柳生さんって

いうこと、議員さんについても、私どもとすれば、この機会に取っていただければい

いかなというふうに考えておりましたが、もし、そういうふうに答えたとしたら、大

変申しわけなかったというふうに思っております。ただ、乗る、乗っていただける方

が制約されるということで、職員は、そういう立場で答えたと思いますので、よろし

くお願いします。 

ということを申し上げた上で、増えますよねということについては、当然、そうい

う前提で講習を行いましたので、増えていきたいわけでありますが、現在のところ、

防犯女性部、最近、今、お話がありましたとおり、最近、乗っていただいたわけです

が、毎月１回ずつ青パトの講習の受講者が、村の、今までは防犯協会まで行ってです

ね、駒ヶ根まで行って車を借りてきてやっていましたけれども、今回、講習を受けて

いただいたことによって、防犯女性部ですから、そういう皆さんで、専門家というこ

とで、村の車両を使って巡回をお願いをしております。 

それから、教育委員会につきましては、教育委員会の職員が複数名で組を組んで、

年度当初と、それから秋口、日暮が早くなりますので、そういうとき、それから２学

期の終了時ですから 12 月の年末のお休みといいますか冬休みに入る前を重点に巡回

パトロールをしていただいております。 

村の職員はどうかということでありますが、気がついたときになっているというの

が実態でありまして、前々回に――前々回というか、ご質問いただいたときにも、総

務課の職員を割り振って、中心に当たりますというふうにお答えをしましたけれども、

言ってはみましたが、日常の業務が非常にいろいろありまして、また、出張が重なる

ケースが多いということで、やっぱり困難です。ですので、複数名でですね、職員が

青パト車で現場へ出る、村内に出るというようなときには、必ず回転灯を回すような

こと、それから、できるだけ、その青パトの車っていうのは限られておりますので、

その車が出張で出払っているときには使えないということがありますから、できるだ

け、そういったものを使うようにということは、改めて課長会やなんかで指示をしな

がら確認をしていって、できるだけ意識的に巡回をするというようなことで取り組み

たいと考えております。よろしくお願いします。 

○教 育 長  不審者対策ということにかかわって、ちょっとお答えをしたいと思います。 

子どもたちが安全で安心して学校に通えるということは当然のことであると思うし、
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また、そうあらなければならないというふうに思っております。 

その不審者に対しましては、毎日のことでありますけれども、交通安全と兼ねなが

ら、東小学校では祖父母の会の皆さん方、また西小学校では安全パトロールのボラン

ティアの皆さん方の活動がありまして、大変ありがたいというふうに思っています。 

また、子どもを守る安心の家というのを、各学校から、東地区の関係では約 50 戸、

それから西地区では約 25 戸をお願いをして、万一に備えているところであります。 

また、その安心の家の表示をしてある旗が大分傷んでまいりましたので、必要に応

じて、順次、プレートの板のようなものですけれども、それに取りかえているところ

であります。 

また、子どもたちに対しては、年度初めのところで防犯訓練というものを行ってお

りまして、基本的に集団下校でありますけれども、それ以外のときも複数で登下校を

するということ、また、万一、そういった不審者と思われる者の場合には、近くの家

とか、どういうところでも飛び込んで助けを求めるとか、あるいは、場合によれば大

声を出していくというようなことを日ごろから指導し、また、通常の下校のときにも

気をつけて帰るように先生方が玄関のところで見送っているという状況があるわけで

あります。 

さらに、補正予算のほうでも認めていただいているわけですけれども、本年度末に

は、来年度の全児童・生徒に万一の場合に備えて、こういうホイッスルを（現物を掲

示）笛です。それを全員に配付したいというふうに思っております。それを使うよう

な場にならないことを願っているわけですけれども、いろんな面から対応して、何と

か問題の、事件のないようなふうにしていきたいというふうに思っております。 

以上です。 

○８  番 （柳生  仁） 青パトのほうも、少しずつであるけども、改善されつつあるのかな

あというふうに理解をしておりますし、教育委員会のほうでも、いろいろ試行錯誤で

子どもたちが安全に通学できるように対応してくださっているんで心強く思っていり

ますけども、何はともあれ、事件がないことが一番いいわけでありますので、よろし

くお願いします。 

時間が少ないんで、３、４、５とまとめてお願いいたします。 

通学路に猿の出没があると聞いております。そして、子どもたちには危害は出てお

らないんですけども、子どもにしてみれば非常に怖いということのようでありますけ

ども、こういった対策も、各小学校に威嚇銃は配付してあるようでありますけども、

どのような対策をされているかっていうことを伺いたいことと、次に行きます。まと

めて言います。すみません。あと、通学路で落石なんか心配される箇所もあるんじゃ

ないかと思いますけども、さきの補正のときにも交通事故があったよということで賠

償をされた経過もあります。たまたま、あれは車だったんでよかった――よかったっ

ていう、すみません。言葉は、すみませんでした。車でしたので、人間にけがでなかっ

たっていうことで、物損なんで、まあ、金銭的で済んだのかなあというふうに思って

いるわけであります。これが子ども等に当たった場合には大変なけがになるわけであ
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りますけども、そういったものをどのように考えているか、新学期が始まる前に、そ

ういった通学路の点検をされているかどうか、前にも、片桐のほうでも、１番議員、

言っておりました。通学路が非常に心配だというような意見もあったわけですけども、

そこを通ってみますと、やはり、落石等、心配な場所があったわけでありますけども、

そういった点検をして、安全等の確認はされているかどうかっていうことと、もう１

点は、下校時には、東小によりますと、子どもが帰るよっていう放送を流して、子ど

もたちがみんな帰ろうやっていうような放送が流れているわけであります。その放送

を、今の防災無線、野外無線でありますけど、あれへ接続して、全村に知らしめるこ

とはできないかどうか、全村に放送を流して、これから子どもたちが帰るんだという

ことを流してもらって、村民の方々に子どもを守ってほしいなあというような放送が

流せれば、より防犯対策にも効果があるのかなあと思っております。この３つをまと

めて質問いたします。 

○教 育 長  私のほうから３番目と４番目のご質問にお答えをしたいと思います。 

猿に対しましては、大変頭を悩ませているところでありまして、ことしの冬も通学

時間帯では４体ほどの出没情報がありました。通報を受けて現場へ急いで参りまして

も、残念ながら猿は既に移動をしておりまして、姿を見ることができないことがほと

んどでした。それとは別に、１月の半ばころ、たまたまパトロールの際に竜東線の下

平と北組の境にあります井戸じり、井戸久保橋付近ですか、あの付近で猿を見かけま

して、爆竹とロケット花火でもって威嚇をしたところ、その後、姿を、行ったときに

は見えておりませんので、その効果はあったのかなというふうに思っております。威

嚇銃等もあるわけですけれども、やはり、その場で、やはり姿が見えたときに、爆竹

とかロケット花火、そういった物のほうが、かなり効果があるということを感じてお

ります。したがいまして、現場で、とにかく、いる場所で威嚇をするということが一

番大事だろうということで、小中学生が猿と遭遇した際、その場で何か音を出すもの

でもって退治できないかということを考えまして、先ほど話をいたしましたように、

不審者対策とあわせまして、ホイッスルといいますか、笛を配付して、それをぴいっ

と吹くことによって、何とか子どもたちが、一たんは、その場から猿が退避するとい

うようなことができるんではないかということを、そういう期待をして考えていると

ころであります。そういった笛のことが、まだ、実は、実際に、本当に、その笛でもっ

て猿が退散していくというふうには、そういう検証はして、できていないところです

けれども、その期待をしたいというふうに思っています。猿は知恵があり、「敵もさる

者」なんていうことを言っている間はありませんので、何とかそういったことで対応

したいと、また、個体数を減らすというようなことも考えていきたいわけですけれど

も、それは猟友会の皆さん方にお願いをすることになったり、そういうことになりま

すと、振興課とのほうも相談をしてだんだんに進めていかなければならないというふ

うに思っているところであります。 

次に、４番目の通学路の点検の関係ですけれども、私たちが防犯パトロール等をす

る際にあわせて点検をしていることとか、あるいは、定期的には、各学校の校外指導
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部の皆さん方が年度初めに確認をして、必要な場所については、村関係の建設水道、

あるいは地区、あるいは教育委員会等への要望があって対応していくということに

なっております。ただ、すべて全村を網羅してきちんと把握するっていうことがなか

なかできにくいところがありますので、そういう落石、あるいは倒木、がけ崩れ等に

つきましては、やはり気がついた方、あるいは、その気づかれた方が早く通報なり連

絡をいただいて、早目の対応をしていかなければならないというふうに思っておりま

すので、そんな面でのご協力もお願いをしたいと思いますが、以上です。 

○総務課長  それでは、５点目の下校時の放送を防災行政無線のほうに接続して流すことはでき

ないかというご質問でありますけれども、定時放送機能、決まった時間に放送する機

能がついております。録音した音声を決まった時間に流すということでありますけれ

ども、これは可能でございます。お金もかかりませんので、もう既に公民館の進めま

すあいさつ運動、８月１日～10 日の間でありますけれども、これを夏のあいさつ強化

旬間に実施をしております。ですので、例えば、全国交通安全運動旬間、７月の８日

～15 日かと思いますが、始まります。これにあわせて児童、生徒の登校時、下校時刻

を放送して、村民の皆さんに関心を持っていただく、また、秋の夕暮が早まるころを

見計らって下校時刻を放送するなどの方法、効果的な放送の方法を検討していきたい

と、実施の方向で検討しますが、ただ、これ、余り常時やっていますと、もう忘れて

しまうということと、こういうことはないと思いますが、そういう不審者といいます

か、何かある方たちがいたとすると、ああ、子どもが帰ってくるんだなということを

知らせるようなことにもつながりかねませんので、効果的な方法ということで考えて

やりたいということであります。 

○８  番 （柳生  仁） 以上で終わります。 

○議  長  これで柳生仁議員の一般質問を終わります。 

次に、６番 大原孝芳議員。 

○６  番 （大原 孝芳） 私は、災害弱者情報共有について質問をしたいと思います。 

まず、最初に、きのうが、皆さん、いろいろ言っていますが、ちょうど３・11 とい

うことで、ちょうど２年前、私たちも議会中でございましたが、大きな揺れを感じ、

それから、きょうが、ちょうど、また、栄村の地震ということで、きのうは、報道等

を見ていますと、本当に状況は大きくは変わっていないように感じました。また、本

当に多くの方が、まだ避難生活を送られ、また、特に原発事故につきましては、東電

の発表ですと、まだ 40 年間、廃炉するのにかかるといった、とてつもない時間が、こ

れから、まだ、かかっていくという、我が国のリーダーは、まだ、何十基もある原発

を、まだ動かしていこうと、この国のリーダーは、こういった災害に何を学んでいく

のかと、本当に非常に憤りを感じるようなきのう一日でございました。私は、一日も

早く被災された皆さんが復興するとともに、また、私たちも、そんな状況を風化させ

ないように、飯館の村長さんの話を、最近、聞く機会がございましたが、ぜひ忘れな

いでほしいと、そんな言葉を声高々に申しておりました。 

きょうの質問につきましては、弱者、つまり障害者であったり、また、高齢者であっ
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たり、そういった方が東日本の災害の中で大きく取り残された、また、そういった個

人情報保護法、そういった法律のもとに多くの方が、その法律、本来、守られなけれ

ばいけない法律のもとに、その弊害があったんじゃないかというようなことが検証さ

れる状況が新聞等で報道されています。 

そうした中、今回、中川村の各地区の防災計画の、各地区に回られて説明会がござ

いました。ちょうどいいタイミングに行われていましたので、これから質問をしたい

と思います。 

まず、災害時の要援護者台帳登録希望調査表という物が各戸に配られました。それ

を見ますと、これを任意で印鑑を捺印されまして、つまり、これを了解した方だけが

登録をされるという趣旨と理解しています。そして、その情報が、読みますと、民生

児童委員、それから地区自主防災組織、それから社会福祉協議会、地区の役員、消防

署、消防団、警察署に提供されるという、そういった趣旨の台帳をつくるという説明

がありました。 

これについて、まずお聞きしたいのは、これは、あくまでも任意ということでござ

いますので、実際、村に該当者はどのくらいいらっしゃるか、当局では了解、認識し

ていると思いますが、まず、どのくらいの数の皆さんがこれに捺印され登録されたか

ということを把握されているかどうかお聞きしたいと思います。 

○総務課長  この今のお話にありました災害時要援護者台帳登録希望調査表兼申請書いうやつで

ありますが、これは、１月から２月の終わりにかけまして各地区に直接お話に行って、

その中にも参加していただいたみなさんに、今回の１つとして、これを、まず、地区

の皆さんの中で集めていただいて出していただきたいということでお願いをしたもの

でありまして、この人数につきましては、実は、３月の末までに提出をいただくとい

う前提でやっているものですから、どういうもの、数は、ちょっとはっきりは申し上

げられません。ただ、この中で説明をさせていただいたのが、それぞれの地区の一時

避難場所に自分で歩いてでも行けるのが困難な方という前提でお話をさせていただき

ましたので、単純に、その高齢者でも、もう、みんな 65 歳以上は該当になるよという

ものでもないですし、若い方の中でも、例えば障害があったりしている方については、

ちょっと困難があれば、そういう方も対象になるということと、地区に外国人やなん

かの方がいて、よくわからない人がいたとしたら、そういう人も対象になるでしょう

し、小さい子どもさんも対象になるという説明をさせていただきましたので、この数

自体は、出てきて、これからだなあというふうに思っておりますので、数については、

まだ把握はしておりません。 

○６  番 （大原 孝芳） 今回、村が、こうした初めての試みだと思いますが、私の調べたレ

ベルですと、災害時要援護者の避難支援ガイドラインっていうのが国から示されてい

るそうで、そういう中に、こういったことをしなさいと、そして、それに、実際に作

成済みしている市町村は全国で 64％ぐらいあると、そういった新聞報道がございまし

た。これは、今回、村でこういったものを作成することに至った経緯というのは、例

えば、このガイドラインに沿ってつくっていこうと、そこら辺は、どのような、この
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経緯がございましたでしょうか。 

○総務課長  要援護者の避難時のガイドラインってやつは、例えば、この中で示されているのは、

私の認識ですと、まず、すみません、安否確認ですね、こういう皆さんの安否確認を

いかにするかということと、どういうふうにして避難をして、避難をした場合に、そ

の避難所でどのようにそういう皆さんをケアしながら暮らすかという、そのガイドラ

インだというふうに認識をしておりますので、このもとになるものという話で、今、

取り組んでいるというふうに考えていただければいいと思います。 

それで、地区の中でも説明をさせていただきましたけれども、これ、社会福祉協議

会が中心になって、いざとなるときに頼りになるのは自主防災組織というふうに言っ

ておりますけれども、その中でも特に隣組であろうということですから、まず、そう

いうところの、よく、このおばあさんと、このうちのおばさんは非常に仲がいいとか、

よく見ているとか、そういう人間関係を使って、いざというときに、その細かいとこ

ろでの助け合いになるような人間関係を、まず、明らかにしていくことによって災害

時に役立てようというものでありまして、そのための、この材料にしたいという認識

で取り組んでいるということであります。 

○６  番 （大原 孝芳） 非常に、今までの、私たちも２年前の３・11 以降、その防災につい

て、いろんな質問をしてきました。それから２年、今回、たっているわけですが、非

常に前に進んでいる取り組みだというふうに考えますし、また、何ていうんですかね、

私、地区で毎年９月ごろ防災訓練等を行っていますが、住民の方も、それは、３・11

のことを思い出せば、今まで以上に、非常に危機意識というのは持っているかと思い

ます。 

しかし、２、３日前の長野県の世論調査の報告というのがされましたが、当時 60

ポイントぐらい、60％ぐらいの方が非常に防災に対する意識が高かったそうですが、

もう、以前に比べると、もう８ポイントぐらい下がっていると、52％ぐらいに、非常

に、私たち人間っていうのは、１回、のど元過ぎれば本当に熱さを忘れてしまうよう

な、そういうもんですから、ありそうなことなんですが、非常に防災というものが、

本当に忘れてしまって、また、ここ１日２日のテレビ報道を見ていれば非常に思い出

しますが、また時間がたてば、また忘れてしまうと、そうした中で、今回の取り組み

は非常にいいわけでございますが、私がちょっと心配しますのは、今回は、あくまで

も自主的に登録をされていますので、したくない人、例えば登録したくない方は漏れ

ていくと、それから、もう１つは、今、課長が言われましたように、当然、その地域

のコミュニティーがしっかりしていれば、当然、お隣の介助とか、その、例えば支援、

要介護者とかいらっしゃれば、当然、みんな助け合って行くのが我々にとっては当た

り前の道徳観でございますが、実態は、例えば、自助は自分で助かるんですが、共助っ

ていう部分ですね、本当に、じゃあ、地域の皆さんが、そういった方々を、現実の災

害のときに機能するかっていったことを考えたときに、私は、今の、中川村は、よそ

から来た方は、本当に隣近所の方とか仲がよかったり、本当にいい人柄だとは言われ

ますが、非常に、私たちも育ったころ以上の、ころと比べれば、本当に問題にならな
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いくらいコミュニティーっていうのは、私は落ちてきているような気がしています。

そういう中で、実態と合った防災計画の中で、例えば、そういう方々が、その自主的

に申告された方は、介護の関係の方とかできますけど、実際に訓練にも、そういう方

は、当然、防災訓練なんかにも、今まで防災訓練に出たこともないし、それで、なか

なか、その実態の訓練とかですね、その近所の人たちがお隣の人を助けていけばいい

とか言っても、じゃあ実際に車いすはどういうふうにチャーターするとか、それは、

公助っていうか、皆さん、いろんな公の方が助けていただくときにはできますが、実

際に、その緊急時に、今のレベルではですね、対応できないんじゃないかって、そう

いうことを危惧するわけです。ですので、すぐ具体化するについては、防災訓練には、

もう、そういった方もですね、例えば、９月のやるときには一緒に、情報を共有して

いただいた方については出ていただくとかですね、つい先だっても、今回の議会で上

程されましたが、それで、私は可決しましたが、その一括法の中での、地域に、介護

施設の方々は、介護の事業者は、ちゃんとそういった方を守りなさいよっていう条例

を、今回、中川村はつくりましたよね。ですから、そういう意味も含めて、やっぱり

実態に即したことをやらないと、ただ、あす、災害が起きたときにですね、その今の、

この前、説明していただいたようなレベルでは、私は、ちょっと対応できないんじゃ

ないかっていうことをすごく感じました。ですので、まず、ちょっと前後しちゃいま

すが、まず、一番問題点は自主申告だけでいいのかっていうことが１つの問題です。

それで、じゃあ、私は、中川村にそういう方がどのくらいいらっしゃるかわかりませ

んが、ある程度、法律をもって、全部、開示しなさいと、させてくださいと、それで、

つまり、そういう中で情報を、調査表に書いてある方は共有してもいいんですけど、

非常に漏れるっていうことが心配ではございますが、しかし、全部、強制的にでも―

―強制的というか、保護法をクリアして、法律的にきちんと開示をさせると、そういっ

た方向まで持っていかないと、なかなかクリアできないんじゃないかっていうことを

考えています。２番目のほうにも、今、触れていますが、そういったことで、今、課

長の言われた答弁は、始まったばっかりで、今、何もつかめていないっていうような、

数も掌握していませんし、当然、期限を切ってありますので、そういったことを考え

ているわけですが、そこら辺についてはどのようにお考えでしょうか。 

○総務課長  まず、自主申告でお願いをしております。今のところ。 

今回、自主防災組織が非常に大事だということを言ったのはですね、実際の地震や

大きな災害になったときに、災害対策本部の立ち上げが非常に遅かったり、実際に機

能するっていうのが数日後でないと機能しないということがありますので、まずは、

やっぱり自主防災組織で、そこところで動いて、しのいでいただくっていうのが、ま

ずは大事だという前提でお願いをしているわけであります。 

非常時に助けを求める要援護者の方々が、すべて台帳登録を承諾した人というふう

にはならないことは、もちろんであります。台帳登録を希望しない要援護者について

も、これは社会福祉協議会やなんかに聞いたり、あるいは福祉のほうに聞けばですね、

大体――大体というか、この方、こういう方もいるよということはわかりますから、
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そのところで出てこない方がいましたら、やはり、そういう方については注意をして

見ておくというのが１点であります。けども、自主防の組織には非常時の援護対象と

して見ていただきたいというお願いです。 

地区に加盟していない方、村民、外国人の方もいるわけでありますけれども、こう

いう皆さんについては、総務課の交通防災係から台帳登録の申請をしていただきたい

ということで事を分けた説明をして、同意していただける方は、こちらに提出をして

いただきます。提出をしていただいた方は、地区には入っていませんが、その地区で

の助け合いマップの作成のときには、そのことも含めて検討をいただきたいと、いざ

となったらどうするんだということを考えておいていただきたいというのがお願いで

あります。 

それと、最後のほうでおっしゃられました自主的だよというふうに言っていました

けれども、私、申し上げましたけれども、個人情報保護条例、個人情報保護法という

か、個人情報保護条例ですね、で、情報の開示については制限がされております。情

報の開示や共有をすることは、それに同意をして情報提供してくれる人に限られてし

まうというのは当たり前のことなんですけれども、ただ、災害時という非常時に、緊

急時に、同意を得られないから要援護者の保護は自治体は知らないよということは言

えませんので、これは義務としてやらなきゃいけないということがあります。そこで

クリアしなきゃいけないことが２点ほどあるらしくて、まず、地区防災組織やなんか

に災害時の要援護者の救助等の助成を義務づけるようなこと、それから、もう１点は、

社会福祉協議会などの災害時の要援護者を避難施設等で適切に援護することを義務づ

けること、こういったようなことをですね、個人情報の目的外利用、自主防災組織、

消防団、警察、民生委員などの第三者へ提供できるように、まず、しておくことが重

要らしくて、そのためには、個人情報保護条例にありますところの第７条の第１項第

１号なんですけれども、法令等に定めのあるときは、この限りではないよっていうの

があるんですが、ここら辺を使って条例できちんと整備をしておく必要がありますよ

というようなことを、実は、研修に行ったときにですね、弁護士さんが話されており

ましたので、このことについては、先に２番のほうのお答えになっちゃいますけども、

ネックになることは間違いありませんので、このことについては、今後、整備をして

いく、条例等での整備をして、いざというときにも、そういう拒否者とは言いません

が、そういう方たちもきちんと保護をしていけるような根拠を持っておかないと、い

ろいろまずいことがあるよというお話は聞いております。 

○６  番 （大原 孝芳） また、これも新聞報道で申しわけないんですけど、先ほど言いまし

た 2006 年にできたガイドラインから、今回、また、ガイドラインの見直しということ

で、今、言ったような、そういったことを、要は、３・11 のときに、２年前のあのと

きに、やっぱり、本当にそういうことがたくさんあったと、それで、例えば、避難し

ても情報がないために、例えば移動手段がない方が１年以上、つまり、できずにです

ね、介護で必要な移動ができなかったっていう、そういった、つまり、被災地の自治

体が開示をしなかったために、民間団体が調査したら、そういう状況の避難者がいた
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と、そういう、非常に、個人情報保護法というも、メリットとデメリットが本当に大

きく出てしまったっていう、そういうデメリットがすごく大きく出てしまったってい

う条例があったために、今回、国が動いていると思います。 

それで、例えば、ちょっと私たちが言うことではないんですが、民生委員さんにも、

今回の情報はですね、流れるっていうことで、今回の村の調査表にも書いているんで

すが、ちょっと、私も質問、越権なんでしょうが、民生委員さんなんかも、非常に、

実態は、そういう開示情報がないために困っているっていうような、そういうような

状況っていうのは、ちょっと担当部署のことがあるんですけど、そんなようなお話っ

ていうのも出てきているんではないかと、ちょっと危惧するんですけど、いかがでしょ

うか。 

○保健福祉課長  今おっしゃられるように、個人情報保護条例っていうものがありまして、そのすべ

てを開示しているわけではないので、民生委員さんも、多少、動きづらいという点も

あります。 

○６  番 （大原 孝芳） そういうことだと思います。ですので、今、１番２番、一緒に、ちょっ

といろいろ質問させていただいていますが、課長の答弁の中で、国は、そういったこ

とを自治体にしていきましょうというガイドラインが、多分、これから出てくると思

いますので、非常に、一番心配されるのが、その情報がいろんな分野に漏れるってい

うことを、多分、だれしもが一番心配なところだと思いますが、しかし、本当に欲し

い情報がないために弱者が救われないと、つまり、守ってもらえる、本来、守ってほ

しい、守ってくれると思った法律が、逆に、その人たちを苦しめてしまうような、そ

ういう法律の取り扱いによってですね、なってしまうっていう現実があるという、あっ

たという、そういうことがありますので、村としても、そういったことを、国のガイ

ドラインの変更に伴っていくについて前向きに考えていくっていう、課長の、さっき、

答弁でございますが、そういう認識でよろしいでしょうか。再度お願いいたします。 

○総務課長  まず、個人の情報っていうのは、その個人そのものを形づくるといいますか、そう

いうもんなので、これは保護されなきゃいけないということが前提にあるかと思いま

すけれども、いろいろ申し上げたいんですけれども、要するに何が言いたいかといい

ますとですね、災害時という緊急時に自立して避難をして、避難所等でも自立生活を

送ることが困難と考えられる方ですね、災害時の要援護者に限って、こういった混乱

したような災害時に援護が受けられないことがないようにしたいということで、２点、

そのためには、あらかじめ地区の防災組織や民生児童委員、それから消防団、警察な

どの安否確認に関係する機関と情報を、まず、共有すること、それから、避難後の避

難所等での生活を支援する社会福祉協議会ですとか、村も実際には看護師、保健師を

派遣したりしますので、そういった行政などの避難後の支援に関係する機関が、この

台帳情報を活用して要援護者本人の生活が安定して送ることができるようにするとい

うように、そのために個人情報の開示や利用の目的を限定をしなければいけないとい

うことで、平常時から災害時を想定してとはいえどもですね、今の個人情報の開示、

それから活用を始めるということについてはですね、平常時、ちょっと、なかなか、
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制限がかかっておりますので、ここら辺の整備は、ちょっと、したいと、する必要が

あるということも指摘もありますので、検討をするということであります。 

○６  番 （大原 孝芳） すみません。再度、ちょっと確認したいんですが、年に１回行って

いる防災訓練がございますね、そのときに、例えば、今回、村でやった登録用のです

ね、そういった方にですね、実際に登録された方にですね、出ていただいて、例えば、

私の地区で申しわけないんですが、例えば、火を、実際に消火栓で火を、消火器で火

を消したりですね、ＡＥＤの訓練をやったり、ある程度、今までの、そういったもの

と違ってですね、実際に合ったですね、例えば、本当にそういう方を助け出すってい

うね、だから、例えば、車いすを使って一緒になって避難してみるとかね、そういう、

その実態に沿うような、そういう訓練っていうのは、これからできないんでしょうか

ね。それからまた、さっき言ったような村で条例をつくったときにですね、一緒に、

その地区なんかも含めて、介護事業所の皆さんと一緒にね、例えば、やるとかですね、

そういった、より現実に即した訓練っていうのを行っていくべきだと私は思うんです

が、いかがでしょうか。 

○総務課長  そのとおりだと思いますが、やるとなると、今から綿密な計画と地区のご協力、あ

るいは福祉施設等では、もう、これは日常的に、私の知る限りでは、麦の家ですとか、

かぞくさんは、地区と協定をして、いざとなったら、こういうふうに避難をするから

協力をしてほしいというようなことまで協定をしておられますので、そういった皆さ

んの参加と協力が得られるかどうかということも含めながら、実は、ことしは、中川

村の段階で大規模集中訓練と言わせていただいたおりますが、ことしは、北組、中組、

下平ですか、が該当ですので、ちょっと、そこら辺も総代さんとも打ち合わせをしな

がら、できるんであれば、そういうことも取り組みをしてみるのは、非常に効果的だ

と思っていますし、できれば考えたいと思います。 

○６  番 （大原 孝芳） やっていただけるっていうような方向なんですけど、やっぱり、私

は、２年前から考えれば、すごく防災についても、ハザードマップもしっかりできて

いますし、すごく充実してきていると思います。一気に大きな成果を上げるっていう

のはなかなか難しいわけでございますが、やっぱり、災害っていうのは、想定できな

いのが災害でございますので、地震の可能性が 80％だとかって本当に報道されますが、

私たちって本当に忘れてしまいます。したがって、やっぱり、１年に一遍ぐらいは、

そういった１つの危機意識を劣化させないためにも、何か、やっぱり、今までの形骸

化って言えば失礼でございますが、そういった訓練、より現実に即したことをやって

いかないとですね、私たちは忘れてしまう動物でございますので、ぜひ、そういった

防災計画、あるいは訓練を行っていくことが村民の命を守るということに直結すると

思います。そんなことを期待して、私の質問を終わります。 

○議  長  これで大原孝芳議員の一般質問を終わります。 

これで本日の日程は全部終了しました。 

本日は、これをもって散会といたします。 

ご苦労さまでした。 
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○事務局長  ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼） 

 

 

［午後４時１５分 散会］ 


